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平成２３年第２回邑南町議会定例会（第８日）会議録

１．招集月日 平成２３年２月２４日 告示

２．招集の場所 邑南町役場 議場

３．開 会 平成２３年３月１５日（火） 午前 ９ 時３０分

散会 午後 ４ 時２９分

４．応招議員

議席 氏 名 議席 氏 名 議席 氏 名 議席 氏 名

１番 大 屋 光 宏 ２番 宮 田 秀 行 ３番 中 村 昌 史 ５番 日野原 利郎

６番 清 水 優 文 ７番 辰 田 直 久 ８番 松 本 正 ９番 亀 山 和 巳

１０番 日 高 學 １１番 石 橋 純 二 １２番 高 本 勝 藏 １３番 山 中 康 樹

１４番 長谷川 敏郎 １５番 日 高 勝 明 １６番 三 上 徹

５．不応招議員 なし

６．出席議員 １５名

議席 氏 名 議席 氏 名 議席 氏 名 議席 氏 名

１番 大 屋 光 宏 ２番 宮 田 秀 行 ３番 中 村 昌 史 ５番 日野原 利郎

６番 清 水 優 文 ７番 辰 田 直 久 ８番 松 本 正 ９番 亀 山 和 巳

１０番 日 高 學 １１番 石 橋 純 二 １２番 高 本 勝 藏 １３番 山 中 康 樹

１４番 長谷川 敏郎 １５番 日 高 勝 明 １６番 三 上 徹

７．欠席議員 なし

議席 氏 名 議席 氏 名 議席 氏 名 議席 氏 名

８．地方自治法第１２１条の規定により、説明のため会議に出席した者の職氏名

職 名 氏 名 職 名 氏 名 職 名 氏 名

町 長 石 橋 良 治 副町長 桑 野 修 総務課長 日 高 禎 治

定住企画課長 東 義 正 財政課長 藤 間 修 情報推進課長 安 原 賢 二

町民課長 表 正 司 税務課長 三 上 俊 二 福祉課長 三 上 洋 司

農林振興課長 坂 本 敬 三 建設課長 田 中 節 也 水道課長 松 川 好 史

保健課長 大 矢 輝 美 会計管理者 藤 田 憲 司 瑞穂支所長 佐々木 孝義

羽須美支所長 福 田 誠 治 教育委員長 河 野 義 則 教育長 土 居 達 也

学校教育課長 細 貝 芳 弘 生涯学習課長 森 岡 弘 典

９．本会議に職務のため出席した者の氏名

議会事務局長 屋 原 進 事務局主任 日 高 泉

１０．町長提出議案の題目 別紙のとおり

１１．会議録署名議員の氏名

議席 氏 名 議席 氏 名

７番 辰 田 直 久 ８番 松 本 正

１２．本日の会議の大要は別紙のとおりである。
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平成２３年第２回邑南町議会定例会議事日程（第８日）

平成２３年３月１５日（火） 午前９時３０分開議

開会、開議宣告

議事日程の報告

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 一般質問

平成２３年第２回邑南町議会定例会（第８日）会議録

平成２３年３月１５日（火）

―― 午前 ９ 時３０分 開議 ――

～～～～～～～～○～～～～～～～～

開議宣告

おはようございます。昨日は議会開会前東北関東大震災でお亡くなりになられまし●議長（三上徹）

た多くの皆さまに対して、皆さんで、黙祷を捧げましたが、被害は更に大き、大きくなっており

ます。先ず、皆さんとともに心よりお見舞いを申しあげたいと思います。邑南町議会といたしま

してもできるだけのご支援をしていきたいと思っておりますのでよろしくお願いをいたします。

それでは定足数に達しておりますので、ただ今から平成２３年第２回邑南町議会定例会第８日目

。 。の会議を開きます 本日の議事日程は予めお手元に配布をいたしておりますとおりでございます

～～～～～～～～○～～～～～～～～

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第１、会議録署名議員の指名をいたします。７番辰田議員、８番松本議員お願●議長（三上徹）

いをいたします。

～～～～～～～～○～～～～～～～～

日程第２ 一般質問

日程第２、一般質問、これより一般質問に入ります。一般質問は順、順番にこれを●議長（三上徹）

行っていただきます。予め一般質問の順番を申しあげておきます。１番日野原議員、２番日高學

議員、３番中村議員、４番大屋議員、５番宮田議員、６番高本議員、７番松本議員、８番辰田議

員、９番亀山議員、１０番日高勝明議員、１１番長谷川議員以上１１名でございます。それでは

一般質問順位第１号、日野原議員登壇をお願いいたします。

議長。●日野原議員（日野原利郎）

はい、日野原議員。●議長（三上徹）

５番日野原です。今回、トップで、この席に立たせていただきました。●日野原議員（日野原利郎）

先ず、１１日に発生しました三陸沖大地震により、被災されました関東から東、東北地方、北海

道の皆さまに対し、心からお見舞いを申しあげます。大変被害の甚大さがどんどん明らかになっ

ておりますけども、１日も早い復興への道筋が見えて来ることをお祈り申しあげるばかりです。

昨日の本会議の前にも、議長あるいは町長の方からいろいろ町としてのお見舞い、また支援への

表明がありました。町民みんなでこの支援の輪を広げていきたいものだというように思います。

まあ、これだけの、あのぅ、日本本土の半分が被災するというこの甚大な被、被害がある中で、
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こう私もテレビをずっとこう見、見ておったわけですが、非常にこう唖然とするばかりで、今回

のこの一般質への、一般質問への思いも何となくこう吹っ飛んだような。あのぅ、感はありまし

たが、まあ、そうは言いましても本町にとりまして、２３年度へ向けての重要な議論の場でもあ

ります。私も気を取り直して一般質問に望みたいというように思います。今回、定例会に、１点

のみ通告をしております。農林商工等連携ビジョンについてお伺いをいたします。このビジョン

、 、 、 、 、は 本町の基幹産 産業である農業を始めとして 商工観光業などが互いに連携をして 新商品

新サービ、新サービスの開発、観光振興、定住交流促進を図っていこうとするものであります。

元気なまちづくり、あるいは未来あるまちづくりをめざす上で当然のことであり大変意義あるも

のと考えます。まあ、これまでも町政全般に渡って、こういった考え方で町政は進めて、進めら

れて来たように思うわけですが、よく言われるように縦割り行政的な感は拭えないというような

とこがありまして、今回敢えて連携ビジョンというものを立ち上げ、各分野での役割推進方向が

示されたことは非常に意義あるものだというように思います。案とし、して示された内容では、

ビジョンの策定の主旨、そして本町の現状、優れているところや課題をあら、洗い出し、これら

を踏まえて地域振興の方向性が示されております。いわゆる本町が持つ安、食の安全性に拘った

、 、 、 、 、生産基盤 豊かな自然 農村がもつ 持つ癒しの空間や景観 素朴で人情味溢れる土地柄などが

を生かし、ここでしか味わえない食や体験をＡ級グルメとして、Ａ級グルメ立町を目指し、活性

化しようとするものであります。まあ、このビジョンの方向性について、私なりに今少し個別町

の方のお考えをお聞きしたく今回質問をさしていただきました。町長の所信表明あるいは全協、

委員会等で説明がありました。これまではどちらかというと、町外にアピールする、まあ、打っ

て出るといった方策でやってきたものが、今度はこれからは、本町に実際に来て貰って、本町の

良さを体感をして貰いたいんだというような説明があったところでございます。こうしたことを

念頭に、先ず、最初に、このＡ級グルメ、Ａ級グルメ立町を目指す上でいわゆる農林業者の役割

と言いますか、この参画、どのように参画していば、いけば良いのか、あるいは町としてどのよ

うに進め、支援をして行こうというようにされているのか、まあ、そういった点についてお伺い

をします。

番外。●東定住企画課長（東義正）

はい、東定住企画課長。●議長（三上徹）

農林商工連携ビジョンのいわゆる農林業者に対する方向性あるいは町の●東定住企画課長（東義正）

支援というご質問でございます。先ほど申されましたように農林商工等連携ビジョンの基本理念

であります、ええちょうグルメ、Ａ級グルメ立町には、まあ、生産から加工、販売までを町内業

者が連携をする。まあ、あるいは一貫して一業者が、一事業者がそれを行うという、まあ、通称

六次産業化と言われておりますが、これを目指すことが根底にございます。従来、あのぅ、本町

の農林業は、市場流通が主流でございました。まあ、あのぅ、外的環境によりまして価格が左右

されて、所得の安定あるいは向上には繋がり難いというために、新規就農者が、伸び悩んでいる

。 、という状況にございます 先ほど述べましたように農林業者が商工業者の方と事業連携するとか

あるいは六次産業化を進めていくことで、直接消費者に近い位置でビジネスが展開でき、まあ、

農林そうさん、農林水産物の付加価値が向上する、あるいはブランド化に繋がっていくというふ

うに思っております。まあ、今後農林業者が加工及び販売のノウハウを取得又は関係の事業者と

どのように連携していくか農林事業者のビジネスに参画するキーワードというふうになると考え

ます。まあ、本町も今後ビジョンの中に明記されております様々なアクションプラグラムを具体
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的に事業化いたしまして農林業者と、そいから商工業者の連携及び六次産業化を支援して行くこ

ととしております。それで、まあ、あのぅ、農林業者への支援ということでありますが、まあ、

ビジョンができまして、これを、に基づいて今後進めていくわけでありますが、例えば新規就農

が非常に伸び悩んでいるということでいわゆる新規就農者の促進あるいは農家の方には指導等の

受け入れをお願いしたいと思いますし、それにビジョンに基づいて様々な要求がや、整備が必要

、 、 、になって来ると思いますが そういった意味では加工場であるとか あるいは販売場であるとか

そういった整備にあわせましてノウハウの支援もしていきたいというふうに思っております。そ

れからあわせまして、まあ、販路の拡大をどうしていくんか、まあ、そういったことも研究が必

要になってきますので、そういった専門家の派遣であるとか勉強会であるとかそういったことも

支援をしていきたい、あるいは林業に関しますとバイオマスエネルギーを活用した、まあ、観光

施設への提供でありますとか、あるいは、机、まあ、食堂では机とか椅子とか、あるいは食器で

あるとかそういったものを加工生産、生産、製造するといったようなこともノウハウ等を支援を

してまいりたいというふうに思っております。

議長。●日野原議員（日野原利郎）

はい、日野原議員。●議長（三上徹）

はい、あのぅ、まあ、既に皆さんご承知のように、いわゆる消費者とい●日野原議員（日野原利郎）

う、消費者のニーズというのは、安全で高品質な農産物というのが非常に、これが最も重要視さ

れてるというように、あのぅ、言われております。まあ、あのぅ、以前、合併前の石見町では一

時期有機農業の町といった形で、この有機農業を推進する施策をとったことがあります。まあ、

あのぅ、それから、まあ、若干有機農業ということに対してのいろいろ基準がかなり厳しくなっ

たりというようなことで、あのぅ、途中、まあ、その有機農業の町というのは、いわゆる撤退を

すると、まあ、形になっておるわけですが、まあ、今でも町内には若干そういった有機農業に真

剣に取り組んでおら、おられるグループも、こうあるわけで、まあ、例えばそのええき、Ａ級グ

ルメ立町を目指す上でこういった要する、思い切ったその町としての町が、そのどういった農産

物、まあ、例えば有機農業の町なら有機農業といったその大々的に打ち上げるような、こう思い

は無いのか、そのへんのところもお伺いしたいというように思いますし、また、あのぅ、今の、

今、テレビ新聞等でも、あのぅ、若干聞いておりますが、あのぅ、東京の方で石見和牛の専門店

というのが出されました。まあ、非常に良いことだなあというように思います。以前、まあ、あ

のぅ、石見町、これも石見町時代なんですが、モウモウフェスティバル等で非常に、あのぅ、都

会地からこられるお客さん方、その和牛肉、石見和牛肉が欲しい、あるいは向こうでも出したい

という、いろいろ、需要はあったんですが、なかなかそれだけの供給がおぼつかないという点も

あったりして、まあ、味は私も自負できるように美味しいと思うんですが、なかなかその全国的

。 、 、に広まっていかないというところもあったかに思います まあ そうした意味でこの和牛生産者

まあ、特に、あのぅ、和牛生産するからそれがすぐ石見和牛というようには結びつかないという

のは、あのぅ、分かっとるんですが、やっぱりその石見和牛を売り物にする限りは、町内にそう

いった和牛肥育の、飼育農家、肥育農家があって、まあ、例えば放牧の放牧場があって、のどか

な雰囲気もあったり、まあ、そうした中でこの石見和牛が、よりこう価値のあるものということ

で、出るんでないかなという気がしますし、そういった意味で言いますと今、生、和牛生産者の

農家が非常に減少の一途を辿っております。で、まあ、これらについても町としてその石見、石

見和牛せ、石見和牛と言いますか和牛生産者に対しての、その更にこれらがより振興していくよ
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うな施策を考えておられるのか、まあ、それらのところもあわせてお伺いをしたいと思います。

番外。●坂本農林振興課長（坂本敬三）

はい、坂本農林振興課長。●議長（三上徹）

農林業者としての、まあ、このビジョンの方向性なり、あるいは安●坂本農林振興課長（坂本敬三）

全有機それから、まあ、和牛についてのご質問でございました。ビジョンの中では、あのぅ、既

にこのビジョンの案というのがこう出来上がっておりますが、これを見てみますと、あのぅ、一

つの食というものをテーマにして交流、料理、特産品それから農業という、まあ、四つの分野で

この食を、まあ、構成をしております。それから、基本方針としては食をとおして文化伝統を、

これを守りこれを継承する、あるいは食に関する体験交流の機会、加工、販売調理、まあ、そう

いうものを通じて、食産業の担い手を確保するということになっております。で、あのぅ、この

ビジョンのテーマ自体は食というふうになってはおりますが、この食の底流に流れているのはや

はり定住だろうと思います。で、当面その農林業面での定住ということでは、一つは、まあ、就

農の促進、まあ、先ほどの新規就農者という話も出ましたけれども、就農の促進とそれから六次

産業化への道筋をつけていくということが当面の課題になろうというふうに思います。で、具体

的には定住企画課の方で、このプログラムが具体化をされていく中で、まあ、我々の方の課の役

割も見えて来るのかなというふうに思っております。それから、あのぅ、安全有機については石

、 、 。 、 、 、 、見町当時から あのぅ 熱心に取り組んでおられます で まあ 有機という言葉自体は まあ

、 、 、法律の改正もあったりして その迂闊に使えないような状況になってはおりますが ４年前から

あのぅ、農地水環境保全対策が始まりまして、いわゆる、まあ、２階部分で、いわゆるエコロジ

ー農産物の推進をしております。で、ハーブ米を始めとして、面積的には、あのぅ、かなり拡大

をしてまいりまして、あのぅ、随分、あのぅ、まあ、有、有機には近づいている部分があろうか

というふうに思います。それから当然、まあ、その食に関係して来るということになりますと、

安全、有機というところにはやはり拘っていかざるを得ない部分だというふうに思います。それ

からもう一つ和牛のお話がございましたが、確かに、あのぅ、おっしゃいますように和牛農家、

ＪＡは３百何１０頭、あのぅ、飼育をしておりますが、一般の農家の方というのは、まあ、年々

高齢化によってやはり、まあ、減少しております。で、これをなかなかその若い人に、が継いで

いただけ、いただきゃ一番良いんですけれども、まあ、なかなかその若い人はサラリーマン化し

、 、 、 、ておりますので あのぅ 和牛に取りかかるという切っ掛けがなかなかございませんので まあ

現実的には現在の規模をどうやって維持していこうかというところが、まあ、先決なんだろうと

。 、 、 、いうふうに思います で そういう中で今一番困っておられるのが 飼料の高騰でありますので

これは去年から行っておりますような耕畜連携等をかませてですね、極力生産コストを下げるよ

うな支援をしていきたいというふうに考えております。

町としての支援策を問うとってのわけだけ、何かな。今の有機と和牛ブランド化に●議長（三上徹）

対する 、。

番外。●東定住企画課長（東義正）

はい、東定住企画課長。●議長（三上徹）

あのぅ、町としての支援策ということでありますが、まあ、和牛だけで●東定住企画課長（東義正）

、 、 、 、 、なくてですね まあ 米にしてもハーブ米であるとか あるいは様々な畜産物あるいは あのぅ

牛乳の、放牧牛乳の販売であるとか、まあ、そういったところが若い方の起業によってできてお

りま、ますが、まあ、石見和牛もＪＡに言わせますと、いわ、邑南町だけでなくてですね、ＪＡ
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が抱えております郡内の様々な町のですね、和牛も当然石見和牛として認定をされておりますの

で、まあ、そういった意味では本町もそういった新しい産物への支援をしていきたいと思います

が、まあ、それには、技術やノウハウがいるんだと思います。まあ、そういったところがこのビ

ジョンに基づいて、サポートセンター等が、様々な経済団体と協力しながら、技術提、提携であ

るとか勉強会であるとかを、まあ、そういった支援をしてまいりたいと思います。それから、ま

あ、有機農業の町を、と、を掲げることはということがありましたが、まあ、先ほど農林振興課

長が言いましたように、まあ、そういった言葉を使うのが果たして良いのかどうかっていうのは

問題があるようでございますんで、まあ、例えばＡ級グルメ立町であるとか、まあ、そういった

ものを掲げながら、本町の観光あるいは定住に結びつくようなイメージを、まあ、今後検討して

いきたいというふうに思っております。

議長。●日野原議員（日野原利郎）

はい、日野原議員。●議長（三上徹）

はい、まあ、あのぅ、最初に言いましたようにやっぱり、あのぅ、これ●日野原議員（日野原利郎）

までも、あのぅ、農林振興課、まあ、農業振、農林業振興については農林振興課が、こう専門的

に扱っておられるわけですが、やっぱりこうした、ビジョンに基づいて、それぞれが連携した形

で一つの方向に向いた形で、いろんな施策を展開して貰いたいというような気がいたします。ま

、 、 、 、 、 、 、 、た あのぅ もう一つ あのぅ ２番目ですが いわゆるこの中でいう商工業者 まあ あのぅ

、 、 、 、 、町内には小売店舗あるいは 飲食店といったそういった商売人をされる方 まあ あのぅ まあ

、 、 、 、 、 、興業的なことをやられる方 いろいろあるわけですが まあ そういった方々が あのぅ まあ

このビジョンをいわゆる、まあ、あのぅ、新聞という、あのぅ、講師シェフを今雇っとられます

が、こういった方で研修制度設けて、まあ、新たに入って来るその研修の方に起業家を目指すと

、 、 、 、 、かいうような あのぅ 新聞報道等も載っとりますけども 実際にそうした中で その現在ある

町内にある商店街、商、小売店舗あるいは飲食店の方々がこのビジョンとの関わりと言いますか

役割、中での役割、こうしたことはどのように考えておられるのかそのへんについてお伺いをし

ます。

番外。●東定住企画課長（東義正）

はい、東定住企画課長。●議長（三上徹）

、 、 。●東定住企画課長（東義正） 商工業者との への位置づけと町との 町の支援ということであります

あのぅ、まあ、ビジョンの中に食を中心としたまちづくり、いわゆるＡ級グルメ立町を掲げてお

りますが、まあ、ここで中核的役割を担うのが商工業者というふうに思っております。まあ、特

に、あのぅ、町内の宿泊事業者あるいは飲食店での地元産材の使用率の向上あるいは調理技術あ

るいは接客マナーとの向上なの、などの向上は、まあ、可欠だと思っております。まあ、今後、

あのぅ、観光協会が事業を進めていく予定としております、いわゆる食の研究所、ラボラトリー

でございますが、あるいは耕すシェフの研修制度というようなことを謳っておりますが、これら

をとおして、あのぅ、地元飲食店事業者と農林業者とのマッチングであるとか、あるいは飲食店

事業者への町外へのＰＲあるいは調理技術のスキルアップ、まあ、など様々な支援を実施してい

く予定としております。それで、まあ、商業者の方とかはですね、生産者とのマッチングを行う

であるとかあるいは、空き店舗がありますれば、それらの提供でありますとか、活用であります

とか、あるいは地元農産品を使っていただく活用支援でありますとか、まあ、そういったところ

にシェフが、の研修制度を取り入れながら、一緒になってかえ、あのぅ、研究していったらとい
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うふうに思っております。

議長。●日野原議員（日野原利郎）

はい、日野原議員。●議長（三上徹）

はい、あのぅ、まあ、今ご答弁がありましたようにやっぱり、あのぅ、●日野原議員（日野原利郎）

地元商店等が、今少しこう活性化するようになって欲しいものだと思います。本町、あのぅ、地

産地消条例を制定しておりまして、これを推進しておりますが、あのぅ、まあ、地元農林産、農

林産物等販売はやっぱりまだ、あのぅ、学校給食であるとか、あるいは、あのぅ、直場所等での

販売が主に担っております。地元小売店舗等でもしっかりその地元農産物を出して、アピール、

これだけ良い物を食べているんだというアピールをすると同時に、そういったいわゆるその宣伝

ですよね、例えば桃太郎、桃太郎旗みたいなこう掲示をしたり、あのぅ、ここにありますよ、こ

こにありますよというような、あのぅ、掲示をしたりすることも必要じゃあないかと思います。

以前、あのぅ、石見和牛はどこで食べられるんですかっというような、あのぅ、よそから来られ

た方に聞かれることもいっぱい、あのぅ、何度かありました。まあ、そういったいわゆる石見和

牛はあそことあそこへ行けば食べ、食べられますよと、まあ、どこの町に行っても特産品を食べ

るところはいろいろこう、派手なアクションで、けいきょ、掲示をしておられます。まあ、そう

いったことも必要じゃあないかというように思います。まあ、あのぅ、いっぺんにはできないわ

けですが、徐々にでもそういった形でこの商工業者の方にも協力を求め、いわゆる活性化に向け

てやっていっていただきたいというように思います。次に、あのぅ、観光振興についてですが、

。このビジョンの中で平成２１年度入り込み客数が４４万３千人というように明記をしてあります

対１５年計、１５年の計比で、あのぅ、比較で２６％減少しておるというようになされておりま

す。これをこの計画では５年後には１００万人を目標というようにされております。まあ、そう

した中で、現在の、まあ、本町にあるいわゆる観光地あるいは名所旧跡地、まあ、こういったの

を含めて、そういったものをどのように把握をし、また今後どのようにこの観光客の誘致を図っ

ていこうというように考えておられるのかそのへんについてお伺いをします。

番外。●東定住企画課長（東義正）

はい、東定住企画課長。●議長（三上徹）

まあ、観光客の誘致でございますが、先ほど申されましたように、観光●東定住企画課長（東義正）

客につきましては、先ほど議員が申されたような数値だと思っております。ただ、これは、あの

ぅ、主要な施設の調査に基づいて、県のあれ、基づいてやっておりますが、まあ、もう少し、こ

う数値をはっきり把握しておりませんが、もう少しあるのかなというような気がしとります。と

いうのは、大林、久喜大林銀山への、へ来られる方であるとか、という方、方もだんだんと増え

ておりますので、そういった意味ではもう少し多いんだと思いますが、まあ、そのへんはしっか

りした数値が把握できてないとこです。で、あのぅ、まあ、今後の観光客の入り込みということ

でやすが、ですが、このビジョンで申しましとるようにいわゆる食をキーワードに来ていただく

というふうにしておりますけども、様々な石見和牛であるとか、あるいはキャビアであるとか、

米粉であるとかそういった物を活用しながら首都圏に、の売り、あのぅ、売り込みを行ってまい

。 。 、りました そういった意味ではある程度認知がされたのかなというふうに考えております まあ

、 。今後は 今度は邑南町に来て食べていただこうということで進める必要があろうかと思ってます

先ほど議員が申されましたようにどこで石見和牛が食べられるのか、あるいはどこでそういった

牛乳が、あのぅ、飲むことができるんか、あるいは米粉はどこで手に入れることができるんであ
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るか、まあ、そういった発信をですね、商工業者あるいは観光業者の方とも連携をしながら、あ

のぅ、ＰＲをして観光客の方に来て貰いたいと思いますし、町内にも様々な、あのぅ、観光施設

、 、 、 、あるいは文化施設がございますんで まあ そういったところもＰＲしながら おいでいただく

あるいは滞在をしていただくというふうに思っております。まあ、そのためには観光サインを整

備する必要もあろうかと思いますし、あのぅ、観光協会が今後目指しております、いわゆる新た

な旅行商品を開発して売り込むであるとか、そういったことをしながら、観光客の方にも来てい

ただきたいというふうに思っております。

議長。●日野原議員（日野原利郎）

はい、日野原議員。●議長（三上徹）

はい、あのぅ、まあ、この石見で言いますと、現在霧の湯であるとか、●日野原議員（日野原利郎）

あるいはいこいの村しまね、香木の森公園の一部というのはこう民間業者の方に指定管理をされ

。 、 、 、 、 、ております まあ 現在 まあ 比較的経営も頑張っておられまして やっとられるわけですが

やっぱりどちらかと言いますと、こう観光地というよりもその法人としてほんと自分たちの営業

にこう専念をしておられるというような、あのぅ、感が拭えないところがあります。また、あの

ぅ、香木の森公園の、まあ、公園であるとかあるいは研修制度は、開発公社に指定管理をしてお

るわけですが、この今現情をこう見てみますとこう、あのぅ、観光客を迎える公園自体、なんと

なくこう寂しい感じがいたします。やっぱり何かそのアピールするものがないと言いますか、寂

しい感じが、あのぅ、するわけです。まあ、これは、あのぅ、少なからず今回、研修生の応募１

名であったというように聞いておりますが、こういった研修生の応募にもやっぱり現れて来ると

いうように私は思います。あのぅ、人気があるところには人は集うけども、やっぱりないところ

には人は来ないというように言われております。あのぅ、４名の研修生であってもやっぱり、自

分たちが行って良かったなあということであれば、またいろいろな形で人々に広まり、また次応

募しようかなという意欲も出てきますし、やっぱりなんざー１年間どうだっただいうて評判が悪

。いとやっぱり次の応募もやっぱりなかなか無いというのが現状ではないかというように思います

また、あのぅ、瑞穂ハイランド等で言いますと今１３万人来ておられるというように聞いており

ますが、まあ、冬期間にこれだけのいわゆる町外県外からお見えいただくのはほんに珍しいで、

これだけ来ていただいてほんとにもったいないというような気がいたします。この場でいわゆる

町として町をもっと売り込むアピールがこう必要じゃあないかというように思います。また、あ

のぅ、今のように町の、このああいった有数な観光地と言いますか、こういったところを町とし

て積極的に、こうアピールをすることも、宣伝することもやっぱりもう少し足りないんか、足り

ないんじゃあないかなというような気がいたします。こうした、あのぅ、指定管理をしておる、

あるいは民間で営業されておるこういった民間業者との連携もして、こういった観光客誘致に図

って、誘致を図っていく必要があるんじゃあないかと思うんですが、そのへんについてどうお考

えでしょうか。

番外。●東定住企画課長（東義正）

はい、東定住企画課長。●議長（三上徹）

ただ今のご質問でございますが、まあ、今後ビジョンに基づいて行おう●東定住企画課長（東義正）

としておりますが、いわゆる邑南町の窓口、お客さんが来られたときの情報案内、観光案内をす

る窓口は、一つには香木の森の施設を利用したところ、あるいはもう一つは、道の駅瑞穂だとい

うふうに思っております。まあ、そこで、まあ、観光協会を、まあ、今後、まあ、法人化しよう
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と計画しておりますけども、まあ、そういったところが中心になって、観光情報の発信をそうい

った場でしっかりとやっていく必要があるのかと思います。まあ、現在指定管理者、それぞれの

指定管理先にもお願いはしておりますが、まだまだ不十分だというふうに思っております。で、

まあ、あのぅ、香木の森の研修制度のこともございましたけども、まあ、様々なＰＲを例年以上

に行いましたが、まあ、結果的には一人、その代わり、農業研修生の、あのぅ、希望が非常に多

いということで、まあ、農業研修生は、あのぅ、研修が終わればやっぱり目的があります。香木

の森につきましては何か研修してもぼやんとしたような感じになって、次に結びつかないっとい

うのがあるのかなっと、あるいは全国でそういった取り組みが様々されてきて、希望の方は選択

をされてきて、かなというふうな気がしております。で、まあ、香木の森につきましても、その

公園だけでなくてですね、周辺の様々な施設がございますので、まあ、そういったところと連携

して一体となったやっぱりＰＲをしていかにゃいけんと思います。まあ、今後そういった意味で

は努力をしてまいりたいと思いますし、まあ、ハイランド、瑞穂ハイランドの方も、冬場はには

たくさんの人が来てくれ、来ていただけますが、ハイランドも夏場の営業もどうも今年から考え

ておられるようでございますので、通年をとおした営業をされるようであります。そういった意

味ではハイランドに来られた方が、香木の森に寄られたりお風呂に入られたり、あるいは産直市

場で物を買われたりというふうなルートができる、提供できるんではないかなというふうに思っ

ております。

議長。●日野原議員（日野原利郎）

はい、日野原議員。●議長（三上徹）

はい、あのぅ、本町中国自然遊歩道が通っとります。まあ、あのぅ、こ●日野原議員（日野原利郎）

の管理については、まあ、予算にも載っとりますように、こう管理委託を地元の方にされている

んだというように理解しております。あのぅ、まあ、中国自然遊歩道断魚渓また千丈渓等通って

おりますけども、あのぅ、こういった、あのぅ、いわゆる断魚渓自然系、自然環、景観を売りも

のとするこういったところ、これはこのへんのいわゆる遊歩道の整備でありますとか、あのぅ、

公園内のいわゆる空き缶等の清掃、まあ、そういったところの管理は今現在どういう状況になっ

ておるのでしょうか。

番外。●東定住企画課長（東義正）

はい、東定住企画課長。●議長（三上徹）

断魚渓につきましては断魚開発組合に、あのぅ、維持管理の委託をして●東定住企画課長（東義正）

おります。そいから千丈渓につきましては直営で管理して維持管理を努めているところでござい

ます。

議長。●日野原議員（日野原利郎）

はい、日野原議員。●議長（三上徹）

まあ、あのぅ、これらも断魚は、まあ、あのぅ、地元にお願いをし、千●日野原議員（日野原利郎）

丈渓は、あのぅ、直営でやっとるということですが、実際に今、あのぅ、全部、まあ、今ちょう

ど冬、冬期間を過ぎたばかりですので、まあ、状況も変わっとると思いますが、実際にその観光

客の方が来られて、こう自然を満喫しながら散策できる状況にあるのかどうかというところもお

聞きしたわけですが、まあ、町内には、あのぅ、こうした、あのぅ、神社仏閣、その他神社仏閣

、 、 、 、 、を始めとして 鉱山跡でありますとか棚田観光農園 また あのぅ 江の川も控えておりますし

数多くの観光名所旧跡、まあ、こういったものが、ホームページをみましてもたいへん多くあり
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ます。まあ、これらの観光ルート、これらを巡る観光ルートの構築というのもいろいろ課題にな

っておる、おるというように思います。まあ、そうした中でこの先ほども言いましたように、安

心して散策できる遊歩道や、あるいは、あのぅ、公衆トイレ、休憩所の整備、まあ、こういった

ことをある程度、人、人が手を掛けないと人は訪れて来ないというように思いますし、更に周辺

の地元の人達の協力もなければ、まあ、観光地あるいはけいちょうち、景勝地としてやっぱり人

気も出てこないというように思います。そうした意味でこういった、あのぅ、まあ、遊歩道であ

りますが、トイレあるいは休憩場こういったのを整備する計画でありますとか、で、まあ、状況

はどがあなっとるとか、あるいは今後整備していく計画があるのかどうかそのへんについてお伺

いをします。

番外。●東定住企画課長（東義正）

はい、東定住企画課長。●議長（三上徹）

まあ、そういった、先ほど言われましたような整備でありますけども、●東定住企画課長（東義正）

まあ、あのぅ、それぞれ、まあ、断魚渓、千丈渓につきましても先ほど言いましたように組合に

委託したり、直営でやったりしておりますが、まあ、必ずしも十分に管理が行き届いているとい

うことではなく、ないと思います。まあ、その他のレクレーション施設であるとか、あるいは旧

跡名勝なども数多く存在しており、おりますので、まあ、今後施設の修繕が必要な場合あるいは

サインが必要な場合、そういった場合もそれぞれ検討しながら、整備をしていく必要があろうか

というふうに思っております。あのぅ、観光、それから観光ルートでありますが、まあ、ビジョ

ンの中では、香木の森公園を観光の情報発信拠点として位置付けておりますが、まあ、十分に情

、報発信あるいは町内の観光施設と連携が取れていく仕組みづくりにはなってないと思いますので

まあ、今後行政あるいは観光協会が中心になって検討していきたいと考えております。まあ、そ

れから本町だけのルートでなけま、でだけでなくて、まあ、隣接する市町との観光資源あるいは

観光施設等の連携した、いわゆる広域観光ルートの開発にも対応できる体制を整える必要がある

かというふうに思っております。まあ、財政とも協議しながら、できるところから順次整備した

いと思っております。あのぅ、断魚渓あるいは千丈渓につきましても、遊歩道であるとかトイレ

であるとか、そういった整備の要望も受けておりますので、今後検討してまいりたいというふう

に思っております。

議長。●日野原議員（日野原利郎）

はい、日野原議員。●議長（三上徹）

まあ、中でも、あのぅ、言いましたように断魚渓あるいは千丈渓という●日野原議員（日野原利郎）

のはいわゆる自然、あのぅ、自然景観がほんとに豊かで渓谷として非常に人気のあるもんだと思

います。是非とも、多くの方が訪れて、こう満喫できるような、いわゆる観光地として名高いと

。 、 、いうようなとこまでやっていきたいと思っていただきたいというように思います また あのぅ

ちょっと視点は変わりますが、あのぅ、合併前は、あのぅ、様々いろんな、あのぅ、旧町村でイ

ベントが展開されておりました。まあ、その中でも今現在でも、あのぅ、続けておられるのが羽

須美地区の、あのぅ、いわゆる川、川を活用してのいろいろ、あのぅ、都市部との交流でありま

すとか、あるいはテニスとか、水泳が盛んですんで、まあ、そういったものを通じての国際交流

的な発想とか、これも、あのぅ、いわゆる地元の方がほんとに親身に世話をされて、こうした交

流が、あのぅ、続けておられます。また、あのぅ、市木地区においてもその雪んこバレー何かも

盛んにこうやっておられる、そういったイベントは、まあ、現在でも続けておられますが、以前
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ありました、あのぅ、瑞穂のカッパ駅伝、これも、あのぅ、非常にユニークで多くの町外から参

加者があったというように聞いておりますし、石見の方でも和牛祭りもうもうフェスティバルと

いう形で、こう祭りをやったりとかあるいは、あのぅ、雲海ロードハーフマラソン、これも、あ

のぅ、実業団のカネボウさんの協力を得て、いわゆる町外から千人以上の、こうランナーをこう

呼んでこようということで始めたこのマラソンであります。これは産業祭自治会自慢のれん市等

で地元の方がいろいろこう手作りされたものを、こう販売する中で、広島あるいは、あのぅ、関

西方面から、いわゆるこう地元出身者の方がバスを連ねて、こう、帰ってこられて買い物をした

り交流したりというような行事があり、イベントがありました。まあ、これらが、まあ、今現在

では全て取り止めとなっております。これらすべて、あのぅ、実行委員会組織でこう、行ってき

、 。 、たものだというように思いますが やはり合併をしまして町がこうして大きくなりました まあ

それぞれのイベントに町としての後押しがやっぱりなかなか難しくなってきたというのも一つの

原因じゃないかなというように考えます。まあ、あのぅ、先ほどのこの連携ビジョン、いわゆる

今後外から、町外からお客さんを迎えるんだという意味で言いますと、こうしたイベントこそ、

こう町を売る最大の効果があるものではないかというように思うんですが、まあ、そのへんのこ

とに関して、まあ、町として、再度町民に働きかけをして、こう協力を仰ぎこうイベントを実施

していくような考えはないか、そういっ、その点についてお伺いをいたします。

番外。●東定住企画課長（東義正）

はい、東定住企画課長。●議長（三上徹）

まあ、あのぅ、様々なイベントの件でございますが、さっき議員おっし●東定住企画課長（東義正）

ゃられたように旧町では様々なイベントがされてきました。まあ、ちょうど村おこしであるとか

町おこしというところが叫ばれる時代の多分イベントだったと思いますが、それが、まあ、１０

年それ以上も続いて来たわけですが、まあ、いわゆるそこに拘わっている町民の皆さんの長年や

っとるとマンネリ化してくたびれが出てきたというようなところでだんだんと無くなってきたと

思います。また経費の面もあろうかと思います。で、まあ、あのぅ、この農林商工連携ビジョン

はやっぱり食をテーマとしておりますので、まあ、今後やるとすればですね、まあ、グルメイベ

ントみたいなものが何かできれば町内の関連業者の方にもそれぞれ魅力のあるイベントになるの

かなというふうに考えておりますが、ただ行政が率先するんではなくて、やはり町民の方と一緒

。 、 、 、になってやる必要があろうかと思います まあ 経費の問題もございますし 様々検討しながら

まあ、どういったイベントができるんか、またそのイベントをすることによってどんな成果が期

待できるんか、そんなところも期待しながらやらないと、今までのようなお祭り騒ぎのイベント

に終わってしまうということになりますので、そこらも検討しながら、やっていきたいというふ

うに思っております。

議長。●日野原議員（日野原利郎）

はい、日野原議員。●議長（三上徹）

はい、確かに、まあ、あのぅ、当時イベント続きでたいへん、町民の方●日野原議員（日野原利郎）

も、まあ、職員もくたびれたという感もなきにしもあらずなんですが、やはりその町が、町が賑

やかで活力あるものというのはこうしたイベントにしっかり現れて来るんじゃあないかと思いま

す。たいへん、いわゆる町民の方も職員もそれぞれ多忙で、多忙な毎日ということなんですが、

やっぱり町民、町の職員の方も率先してこうした働きか、地域で働きかけをして地域を、で盛り

上げていただくような方向で、何とか、こうした大きなイベントが打てるようなことにならない
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かなという思いがしております。いわゆる邑南町の、この農林商工、各分野が、こう目指すとこ

ろを一つにして、この連携して地域振興を図り、定住促進に結びつけようということ、たいへん

。 、 、 、最初に言いましたように意義があります Ａ級グルメ立町 最初にこれ新聞に出たときに 先ず

聞いたのが町民の、まあ、一部の方から話があったんですが、まあ、町民がかじ、感じるのは食

というのを誰が、だ、なにをどのようにこのまちづくりにつながり、つなげていけるの、繋げて

いくのか、まあ、どっちか言いますと、何となく他人事のようにこう、受ける、受け止められて

いたというように思います。私ももちろんこの石見和牛を始めとする本町自慢の食材を売り込む

こともありますが、この優れた景観、自然豊かな本町を丸ごと満足、満喫していただきたい、そ

ういう意味でのＡ級グルメというように私は、あのぅ、理解をしております。ただ、これからこ

のビジョンに沿ってそれぞれの分野で、いわゆるこの活性化に向けて推進していくということに

なるんですが、まあ、あのぅ、先ずはその現在の状況、足下を固めると言いますか、農林業で言

いますとやっぱり、この実際、あのぅ、安全で高品質な生産基盤をしっかり作っていくんだとい

わゆる観光名勝にしても、観光地あるいは名勝にしてもしっかりこの受け入れ体制を整えていく

んだと、商工業者にしても、この地元のどこに行っても地元のものがあったり、あるいは、あの

ぅ、地元の食材を使った料理が出て来るんだよというような形もしっかりこの先ず、邑南町内の

いわゆる地元の足場を、足下を固めるというのが第一じゃあないかなというような感じがしてお

ります。人口定住にいわゆるこの定住人口の増加を図るというのが、このビジョンの最終目標と

いうように思います。それには先ず、町民が各々の分野で元気に活躍、活動しているということ

が、いわゆるそのことが結果的にゆわい、ＵＩターンのそくに、促進に繋がって行くものという

ように思います。最後に町長にお伺いしたいと思います。あのぅ、今回このビジョンにこう掲げ

、 、 、 。られてあることはどちらかと言いますと まあ あのぅ 大局的な事柄などで示されております

私なりにこのビジョンへの思いを込めて今回この質問をさしていただきましたが、町長としてこ

、 、のＡ級グルメ立町を町民にどう理解を求め どのように協力を仰いで行こうとしておられるのか

それについてお願いをいたします。

はい。●石橋町長（石橋良治）

はい、石橋町長。●議長（三上徹）

まあ、Ａ級グルメ立町についての町長の思いということのご質問でございま●石橋町長（石橋良治）

す。で、まあ、今時代は、あのぅ、Ｂ級グルメばやりでございまして、Ｂ級グルメはどこでもや

ってるわけでありますけども、さっきのイベントじゃあございませんが、たいへん、まあ、疲れ

ているあるいは一過性の問題があると思います。そのときには非常に盛り上がってもその後どう

続けるんだと、今の時代はやっぱり私は今はやっとるようなＢ級グルメではなくてやっぱり本物

志向あるいは、こだわり志向こういうことにやっぱり我々は産業振興まちづくりの一つの大きな

柱にすべきじゃあないかなあと思っております。で、振り返ってみますと邑南町には議員さん言

。 、 、われたような素晴らしい食材が多いわけであります で 意外とそれは地元の人は気づいてない

地元の商品を先ず進んでない、で、それをどんどんどんどんこの外へこう打って出ると、都会の

方は非常に、まあ、評価されるわけです。まあ、ここのギャップを先ず、埋めないといけないな

あと、まあ、いうふうに思いました。で、先ず、外から風を起こすということで邑南町の食材を

売り込むということで、まあ、東京でも評判を呼んでるわけでありますけども、先ず、そこで認

知されたということであります。で、それを今度は逆に町内の方々に知ってもらって、これ東京

ではこんなことで、素晴らしいと言われた、じゃ、それを、その食材を今度どうやって味わって
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いただくのか、いうことです。で、悲しいかな私は今の地元の飲食業者の方随分頑張ってはいら

っしゃいますけども、地元のＡ級の食材を生かし切ったものが少ない、議員もちょっと言われま

したけども、ここに行ってもあっこに行っても素晴らしい物がでるじゃあないかというふうには

まだなってないと思うんです。だから町民の方も気づきがない、都会の方が来られても、物は良

、 、 。いんだけど素材は良いけども料理がどう どうこうだ やっぱりそこを何とかしなきゃいけない

したがってそれはやっぱり順、順序として先ずは外からやっぱり一流のシェフを呼んで、そして

研修という形で、もちろん、その町外の方も公募はいたしますけれども地元の飲食業者の方も入

って、更に更に腕を磨いていただいて、地元のいろんな食材をですね、生かしていただくような

料理を振る舞っていただきたい、それがやっぱり観光に繋がって行くあるいは、その食材をです

ね、地元のそういった飲食業者の方あるいは新たにレストランを開こうという方と契約栽培をい

ただいて、そこの農家は更に所得が増えるわけであります。やっぱりそういうような事例をどん

、 、 、 、どん作っていくことによって 地元が活性化していく 農業者も更に所得が増えていくと まあ

こんなことを実は狙ってるわけでして、やるからにはよそにはない、Ａ級と、まあ、こういうこ

とで私は是非進めていきたいなあと、まあ、いうふうに、まあ、思いがございます。で、まあ、

いよいよこれから出発するわけでございますので、中心になる人物は確保いたしましたから、彼

を中心に今地元にどんなものがあるかと、どんな人材がいるかということも含めてですね、いろ

、 、 、 、いろ研究をさしておりますので 今後是非また その成果をまた見ていただきたいなあと まあ

いうふうに、まあ、思っております。

議長。●日野原議員（日野原利郎）

はい、日野原議員。●議長（三上徹）

はい、あのぅ、やっぱりこうしてまっすぐに振興するのはやっぱり人で●日野原議員（日野原利郎）

す。やっぱり人づくりが何よりかと思います。あのぅ、商工、農林商工観光それぞれの分野で携

、 、わらし 携わる人がそれぞれが一つの方向に向かって心を一つにしてその活動すると言いますか

取り組みがなされていく、盛り上がっていく、そういったのがやっぱり理想じゃあないかなとい

うように思います。今後このビジョンに沿って、更に活力ある町になることを期待をして私も努

力いたしますが、期待をして質問を終わらさしていただきます。

以上で日野原議員の一般質問は終了いたしました。ここで休憩といたします。再開●議長（三上徹）

は１０時４０分といたします。

―― 午前１０時２５分 休憩 ――

―― 午前１０時４０分 再開 ――

それでは再開をいたします。続きまして一般質問順位第２号日高學議員登壇をお願●議長（三上徹）

いいたします。

議長。●日高議員（日高學）

はい、日高學議員。●議長（三上徹）

おはようございます。１０番の日高でございます。３月定例議会にあたり一般●日高議員（日高學）

質問をさしていただきます。始めにこの度の東日本の大震災、心に痛むものがございます。一刻

も早い復興を願うものでございます。この度の質問は２件ほど通告しております。日ごろ町民の

皆さんから私に提案されたものに私の思いを添えて質問をさしていただきます。一つには近隣市

町との広域連携や交流の取り組みについて質問します。年末に国勢調査の速報値が発表され、人

口は５年前の１７年単位で、県下全体では３．５％の減、本町では７．６％の減となりました。
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、 、 、これを分析してみますと 現在県下では８市１３の町村の行政区がありますが 今年中に２町が

まあ、合併されますので、今度は８市１１町の町村となるわけでございます。現在は他にそうい

う合併の動きがありませんので、まあ、当分はこの体制が続くものと思います。そうしますと県

下の人口は、今年の合併後で見てみますと８市の人口が６３万８千２４０人で率にして８９％、

残りの１１町村で７万８千１１４人で率にしますと１１％、そして邑智郡３町で見てみますと２

万１千２１７人で率にして３％、邑南町は１万１千９６６人でございますので率にしますと島根

県全体人口の１．７％となるわけでございます。まあ、この人口減少と高齢化が進む中で行政に

おける効率的な業務とあるいは福祉医療等を始めとする町民サービスの向上がますます重要度を

増して来ると思います。行政においては県単位の業務の提携あるいは県域の中での業務連携、ま

た郡では総合事務組合の中での広域業務がなされております。しかし、先ほどの人口構成が示す

ように、邑南町ですら、まあ、県下で人口の１．７％でございます。数値で判断するもんでござ

いませんし、また広域連携が全部できるものでもございません。また連携をするには当然双方の

協調も必要であると思います。ただ、業務の効率化が図られ、サービスの、町民サービスの向上

、 。に繋がる分野においてはまだまだ広域連携を に取り組むことが必要ではないかと思っとります

現在もたくさんな広域的な取り組みがなされておりますが、今後において検討すべき広域連携の

業務等について考えをお聞かせ願いたいと思います。次に本町が合併前の旧町村時代から広島県

側との交流が盛んに行われてきました。産業や経済は元より歴史文化芸能等の交流があり、婚姻

関係もたくさんありました。現在も山陰側との交流、山陰側以上との、以上の交流があり、今後

もその傾向は増すものと思います。県境があり当然、市町の行政も違います。しかし民間の人的

交流は深く、農産物や工業製品の出荷は山陽側へ、資材や物資の輸入、入荷は殆ど山陽側からの

物流です。その他歴史的にも古くからの交流があり、そのことが教育や文化の等にも引き継がれ

てきておると思っとります。近隣市町との連携は個人的には職場や生活暮らしなどの、等に密着

したものがございます。また組織や団体グループ等でのみが、身近、身近な交流も行われており

ます。特に広、北広島町とは雇用の繋がりは深いものがございます。また教育の繋がりもござい

ますし、それにともの、伴い交通体系の繋がりもできました。また病院や、病院への通院などで

もたいへんにお世話になっとります。この広島県側との交流は合併、失礼しました。このまだこ

の北広島町以外にも安芸高田市や三次市も古くから、銀山や牛馬市等が盛んなごろからの歴史的

な繋がりもございます。近年では道路事情が良くなり、通院あるいは通勤等で非常に、この安芸

、 。 、 、高田市 三次とも交流が盛んになってきとります この広島県側との交流は合併前の石見 瑞穂

大朝、千代田では、陰陽広域協議会が設置され、事業予算も計上され情報等の交換等の連携があ

。 、 、 、 、 、りました 合併後は行政としては まあ そういう連携の がないわけでございますが この広

広島県北部との、との３、３市町あるわけでございますが、この連携交流についてのお考えを伺

。 、 、 、 、いたいと思います ３番 次に ２番目とまた ２番目の広島県北部との連携とも関連しますが

産業や経済の全般について、連携や交流について伺います。過疎高齢化が進み条件不利地である

本町ではこれまで培われてきた農業を始め商工業、製造業、誘致企業等が地域産業の基、基盤で

あり、町民の皆さんの雇用の場としても地域的に大きな貢献がなされてきております。しかし現

実は大変厳しい時代を迎えております。特に農業は将来の予想つか、予想さえつかない厳しい時

。 、 、代を迎えるものと思います 担い手農家や集落営農が推進され その効果は評価するものですが

これからの農家が抱える課題は多種多様なものがあると思います。農協とタイアップした活性化

支援センターはあるものの、島根おおち農協管内だけでなく、先ほど述べました広島県北部との
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農業における情報交換等も必要ではないかと思います。広島県北部は水稲の大規模農家もたくさ

んございます。また法人化がどんどん進んどります。施設野菜や産直出荷等にも大きな成果を出

しておられます。近隣では一番の先進農業地帯であるとも思っております。水稲、野菜、施設園

芸、農産加工等のそれぞれの立場で意見や知恵を交換し、間、課題解決の糸口にしてほしいと思

うものでございます。次に観光や物販での連携が必要だと思います。観光には多様な形態があり

ます。観光の目的、手段、日程等により多様な、まあ、コースが設定されるわけでございます。

特に、道の駅での観光案内では近隣市町との連携と情報交換が必要だと思っとります。道の駅で

の連携は観光に限らず、物産の販売の提携も推進していただきたいと思っとります。この道の駅

を核しと、核とした広域連携の取り組みについて考えを伺いたいと思います。次に、町内の企業

にあっては雇用に心配をたいへんもっておられます。少子化が進む中、高卒での就職、高卒ぜ、

高卒で就職される方には地元企業への就職をお願いしておりますが、今は大学にしんがい、進学

される方には地元へのなかなか就職がございません。これからも大学への進学はますます増え、

反対に高卒の方は少なくなるのではないかと心配されております。また町内には無料職業紹介、

町内の無料職業紹介所では再々相談日を設けてもおられます。広報にもそのことも記載されてお

りますが、殆どが、まあ、町内の求人になって、まあ、事業所も少ないわけでございます。この

件も先ほど述べましたように広島県北部との連携を密にしてほしいものだと思います。現在でも

たくさんの方が本町からこの広島県北部には通勤されております。年１回の広島県、北広島町と

の職業相談会等が持たれておりますが、やはりこの邑南町にあっては業種が少ないわけでござい

まして、雇用の場の情報交換は必要ではないかと思います。そのことによって町内に定住してい

ただいてそういうところに通勤していた、いただく、まあ、こういう手段が望まれるものだと思

っております。以上この３点について答弁をお願いしたいと思います。

番外。●東定住企画課長（東義正）

はい、東定住企画課長。●議長（三上徹）

１０番議員さんから三つのご質問をいただきました。いわゆる、まあ、●東定住企画課長（東義正）

広域連携の取り組みついてでございます。まあ、あのぅ、近隣市町との広域連携の取り組みつい

ては、まあ、現在、議員おっしゃったように、まあ、邑智郡総合事務組合、近くで言えば邑智郡

総合事務組合の方で住基、戸籍、選挙、国保あるいはゴミ処理の等の連携業務を行っております

し、まあ、邑智郡振興財団でいわゆる広報誌の発行であるとかあるいは、交流であるとかそうい

った活動も一緒にやっております。あるいは消防組合それから公立邑智病院、それから三江線活

性化協議だいで、協議会であるとか、邑智郡の田舎体験協、交流協議会、そういった連携も行っ

ているとこであります。まあ、今後必要となる広域業務については、まあ、例えば、ケーブルテ

、 、 、レビを民営化するということがありますんで まあ そういったケーブルテレビのネットワーク

あるいは現在、あのぅ、島根県全県での事務の共同処理ということで、平成２２年８月に島根県

町村会の主催によります、研究会が立ち上がっております。で、広域的に共同処理を進める事務

。 、 、の方向性などが示されております まあ その中でいわゆる県レベルでの広域業務ということで

まあ、住民基本台帳あるいは戸籍等の住民関連事務、それから給与財務等の内部管理事務、それ

、 、 、 、から地方税の賦課であるとかちょうし 徴収そいから 消費生活相談そいから公共工事の まあ

技術管理、まあ、こういったものが、今後考えられる、全県で考えられる共同処理の事務ではな

いかというようなことが報告をされております。それからいわゆる二つ目のご質問でございます

が、隣接する広島県との連携でございますけども、あのぅ、過去の連携、先ほどもおっしゃ、お
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っしゃられましたが、陰陽交流協議会ということで大朝、千代田、石見、瑞穂の旧町が連携をし

、 、 、 、ておりましたし まあ 江の川を中心とするこれはたくさんの市町が 市町村が関係しましたが

江の川文化圏会議というのもございました。また旧羽須美ではちゅーぴーバスによる子どもの交

流あるいは府中町との交流もあるようでございます。まあ、現在の交流につきましては、まあ、

、 、 、文化的 スポーツ的な面がありますが 陰陽神楽競演大会なども瑞穂の方ではやられとりますし

陰陽の野球大会も行われております。また、邑智駅伝、駅伝への参加もお願いをしてるとこであ

ります。それから道の駅の、でいえば、もうちょっと広域になると思いますが、中国地方を、で

道の駅の連絡会がございまして、様々な情報交換も行われておるとこであります。それからおっ

しゃいましたように北広島町との合同就、就職相談会もやっているとこであります。まあ、今後

の連携といたしましては、議員おっしゃられたように道の駅あるいは産直市での特産品の販売で

あるとか、まあ、情報交換あるいは合同就職職業相談会ももうちょっと頻繁にやる必要があるか

なというふうに思っております。それから、まあ、観光の面でいえば、広域観光ルート、これを

本町だけでやるんじゃなくて近隣の県を跨いだ観光ルートの開発あるいはパッケージ商品の提供

といったところも必要であると思います。あるいはイベント等の情報共有あるいは旧という、陰

陽交流広域協議会でもやっておりましたけども、まあ、施設の、町が抱えております施設の利用

提携といったものもやっておりました。まあ、これら施設の利用ということも考えれば、そうい

ったことも必要になるのかなというふうに思っております。まあ、それから邑智病院がございま

すが、病院連携といったことも必要であるというふうに思っております。それから、まあ、あの

ぅ、農業などの関係でございますが、まあ、これにつきましては、まあ、農業だけでなくて、商

工会であるとかあるいはしんきんく、森林組合であるとか、そういった、まあ、経済団体との連

携あるいは木材市場も両町にあるわけでございますから、まあ、そういったところの連携も今後

は必要であろうというふうに思っております。それから雇用の面でありま、の質問がありました

が、先ほど申しましたように、それぞれの抱えております雇用の職場につきましては、そういっ

、 、 、 、 、た就職相談会等行いまして 職業相談も行わ 行ったり 求めてある あるいは求められる情報

雇用の情報交換も必要になって来るのではないかというふうに思、考えております。

はい、議長。●日高議員（日高學）

はい、日高學議員。●議長（三上徹）

ええっと、広域連携の取り組みついての答弁をいただいたわけでございます。●日高議員（日高學）

まあ、あのぅ、広域連携もいろいろ、まあ、連携と言いましても、まあ、交流、まあ、意見交換

会等含めたものがいろいろあるわけでございますが、まあ、あのぅ、行政におけます広域的な取

り組みとしては、まあ、先ほど課長さんが述べられましたように、それぞれの組織いわゆる連携

先とで成果が私も出とるように思っとります。まあ、特に、まあ、邑智郡での、まあ、総合事務

組合あるいは、まあ、消防組合いろいろあるわけでございますが、まあ、それはそれなりの成果

も出ておりまして、やはりこれから先のことを考えますと、まあ、あのぅ、医療福祉あたりにつ

きましてはもう少しいわゆる、まあ、行政が言われとります大田広域圏のこともございます。あ

るいはまた石見部を含めた圏域での取り組みも必要ではないかと思っております。まあ、そうい

う意味で、まあ、あのぅ、今連携されているもの、このものが十分にその内容を充実して、生か

して欲しいと思いますし、これから当然いわゆる人口が少ない高齢化の、迎えるわけでございま

すので、住民サービスの向上になる分野については、まだまだ一つ連携して業務の改善を図って

いただきたいように思います。それとその他の、まあ、いわゆる民間団体、民間も含めたことで
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ございますが、やはり、あのぅ、日常生活においてもやはり隣近所のつきあいも非常に大切でご

ざいます。あるいはまた集落地域での付き合いも非常に大切だと思います。そういうことからし

てやはり、あのぅ、百聞は一見にしかずという言葉もあるわけでございますが、まあ、あのぅ、

聞いて見る、見るということが非常に大切でございますし、もう一つに灯台もと暗しという言葉

も、諺もございます。まあ、ご承知のように灯台は遠くは照らしますが、下が暗いという意味で

ございまして、遠くが楽に見えても、下が暗いようでは駄目だと、まあ、いう意味だと私も思う

んですがが、やはりそういう意味では、あのぅ、今東京に非常に目が向いとるわけでございます

が、それを、まあ、否定するものではございませんが、やはりこの近隣の町村との交友、交流、

交流、あるいは意見交換、まあ、それによって、まあ、課題解決等に結びつけるのが、まあ、一

番、まあ、先ず身近なことではないかと私は思っております。そういう意味では課長さんも述べ

られましたが、先ず、基幹産業である農林業、まあ、ここらあたりにしましても米づくりに始ま

っていろいろな野菜づくり、あるいは加工品づくり、それから担い手の問題、農業法人の問題、

集落営農の問題、まあ、そういう様々は体制があるわけでございますが、そういうあ、あたりで

、 、 、 、 、 、 、の こう隣の近隣市町との いわゆる まあ 連携ですか意見交換 まあ そういうことをして

まあ、そういう農業振興に努めるということも大切だと思っております。また当然、林業におき

ましてもそういうことが言えると思いますし、商工業あるいは観光等でも言えますし、まちづく

りのことも言えます。そういうことではまた公民館あたりが連携したこういうことも必要ではな

いかというように思っとります。まあ、こういうことで特に、あのぅ、まあ、あのぅ、私は、ま

あ、近、隣接しとる広島県北部、北広島市、北広島町と安芸高田市と三次市があるわけでござい

ますが、ここらあたりの一つ連携が大事だと、そういう意味ではやはりこの個人的にはなかなか

できないわけでございまして、やはり行政が、その行政同士の間で、先ほども述べましたように

昔ありましたような陰陽広域協議会、まあ、そういう何かのこの行政の方、団体で立ち上げてい

ただく、その中でやはりこうそれぞれの例えば農業なら農業あるいは商工業なら商工業、そうい

う、まあ、部門、部門、部門別な、まあ、交流もできるわけでございまして、一つその行政とし

てのその広島県北部との体制づくりを、まあ、先ずお願いしたいと思っております。そういう意

味で、あのぅ、雇用の問題も先ほど課長さんからも述べていただきました。非常に、あのぅ、ま

あ、雇用は定住に結びつく大事な問題でございます。まあ、なかなか、あのぅ、本町にも誘致企

業等もあるわけでございますが、まあ、いわゆるそれだけではまだ業種が少ない、まあ、町民の

皆さんにＵターンして欲しいんですがとかいう話をしましても、なかなか都会に出とる息子は町

内に帰っても職がないということは再々、まあ、耳にしとります。そういう意味ではやはりこの

雇用に関して特にこの広島、広島県の北部にはご承知と思いますが、まあ、北広島町には大朝も

ありますし、千代田には３つの大きな工業団地がございます。それから安芸高田市にも大きな工

業団地が二つございます。三次にはこれまた大きな大きな工業団地が１か所ありますが、やはり

そこらにいきますと、まあ、業種もたくさんあるわけでございまして、そこにこの邑南町に定住

してそこに通勤するという、こういうことも非常に、まあ、定住の中では大切だと思います。そ

ういう意味ではやはり、あのぅ、これの雇用の、に関してもこういう、まあ、先ほどの農業、商

工業言いましたが、いわゆるこの定住にたん、関する非常に、あのぅ、重大なことでございます

ので、この雇用の連携を特に、まあ、私は、まあ、あのぅ、お願いしとるわけでございます。ま

あ、そういう意味でこの、あのぅ、いわゆる広島県側との連携、まずこれは行政に音頭をとって

いただきたいわけでございますが、この点については一つ町長さんに、その考えを聞い、聞いて
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見たいと思っております。それから課長さんも言われましたが、まあ、道の駅の連携あるいは観

光事業の連携、まあ、これは取り組みたいということでございます。まあ、特に、あのぅ、道の

、 、 、 、 、 、駅につきましては まあ ご承知のように２６１号沿いの まあ 連携ということが当然 まあ

道の駅でございますので、まあ、２６１号が基本になるわけでございます。その、まあ、その中

では北広島町の舞ロード千代田がございます。そして、邑南町の道の駅瑞穂そして川本に行きま

すとインフォメーション川本、インフォメーションセンター川本ですか。それから昨年４月には

江津にサンピコごうつができたわけでございます。まあ、この四つがあるんではないかと思いま

す。またただ、まあ、道の駅だけに限らずほかな、まあ、例えば雲井の里のような産直市もある

わけでございまして、まあ、そこらを含めたいわゆる情報の交換、いわゆる、まあ、これはまた

観光とも関わりがあるわけでございますが、やはり情報交換等ありと、あるいはまた物産の販売

の提供あたりも私はそのことによって、いわゆるその加工した物がよその道の駅で売ってもらえ

るという非常に、まあ、効果もあるんではないかと思っとります。まあ、あのぅ、ご承知のよう

に道の駅に行きましても、まあ、どこの道の駅でも一緒でございますが、お土産品出とるのが、

残念ながらいわゆる土産品の業者の方が卸されて、それを、まあ、道の駅が仕入れて売っとる、

例えばそういうものは９号線を駆けってもどこへ行っても同し物がどこにもたくさんたくさんご

ざいます。やはり、まあ、それはそれとしてそういうものでない、いわゆる地域の生産者が作ら

れた、まあ、あのぅ、野菜とかなかなか難しいと思いますが加工品、特産的な物、こういうもの

は、まあ、その例えば邑南町で作られた方でもうちの道の駅にだけに限らずそれは、まあ、よそ

にもあっても良いわけでございまして、まあ、そこらあたりはやはりその道の駅との連携の中で

ないとやはり、あのぅ、その業務、物販の業務提携もできんのではないかというように思っとり

ます。まあ、そういうこと、また観光におきましても非常に、まあ、あのぅ、いろいろと、これ

はまた多種多様でございまして、いわゆるこれはまた道の駅のように２６１号沿いだけでなく、

。 、 、 、 、もう少し広い広域的な連携が必要だと思っとります まあ あのぅ 細かい広域ルートの まあ

設定とか施設に応じた、またルートづくり、まあ、いろいろあるわけでございますが、ここらあ

たりも一つ行政間でやはりそういう体制づくりをしていただく、そのことをまた道の駅等でこう

観光案内業務として広く普及することが大事だと思っとります。まあ、先ほども答弁していただ

、 。きましたが その件について一つもう少し具体的なことがあれば答弁をお願いしたいと思います

はい。●石橋町長（石橋良治）

はい、石橋町長。●議長（三上徹）

お尋ねの、まあ、特に、あのぅ、広島県側の隣接する北広島町あるいは安芸●石橋町長（石橋良治）

高田市、三次市あたりの広域連携、町長どう考えるかというお話でございます。で、まあ、これ

はやはりお互いに共通課題を抱えてて、相互連携することによってお互いそれがメリットがある

、 、いうことも一つの大前提だろうと思いますし あるいはこっちが困ってて何とか助けて欲しいと

そのためにどういう連携があるのかと、まあ、こういう考え方に基づいてやっぱりいかないと、

あのぅ、従来あったような陰、陰陽広域協議会、まあ、観光を主体としたということだけではな

かなか今の時代は意味があんまりないんだろうというふうに思います。まあ、そういう観点から

大きく考えますとですね、先ず、第１点は、今回の東日本大震災の問題であります。これは、い

つどこで起こるか分からない地震でありますから、邑南町にとってもあるいは広島県側にとって

も共通の、まあ、深刻な問題であります。そういう意味では今回の大震災をやはり教訓として、

例えば近隣の市町、町と災害相互支援協定、まあ、こういうことはですね、やはりお互いに考え
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ていかなきゃいけない問題だろうというふうに、まあ、思います。これが先ず、第１点。それか

ら、まあ、これほど厳しく医療の問題、特に救急の問題がですね、深刻になっておる状況であり

ます。これも共通課題であります。で、特に今までやってきたことは取りあえずの解決というこ

とで大田市立病院がああいう状況でございますから、特に羽須美地域の方々にとっては、先ず、

駆けるのは三次中央病院、まあ、そういうことになりますと県外から受け入れていただくわけで

ありますから、私も昨年ですね、三次の市長さんにお会い、お会いをして、何とかそういうこと

があればよろしく頼むということを既に申し入れをして了解もいただいております。そういった

やはり医療の問題を一つずつ片付けていく、これは安芸高田市吉田病院あるいは広島県、北広島

、 。 、 、町の病院等々もですね やはりお互いに考えていかなきゃいけない問題でございます で まあ

私も大田邑智圏域の島根県の地域医療支援協議会の委員、代表して委員になっております。その

場でも特に申しあげていることはですね、いよいよ島根県は６月からドクターヘリを運行するこ

とになります。まあ、まだ予定でございますが必ずこれはなると思います。で、まだ実際に私が

承知しているのは、鳥取県とはそういう協定を結んでおりますけども、島根県と広島県はまだ十

分には協定されてないというふうに聞いております。したがって私はその協議会の中で特にこう

いった広島県と隣接している市町村が多いわけでありますから、鳥取県、いや島根県と島根、島

根、広島県ともですね、ドクターヘリについてもやはり早急にそういった協定を結んでいただき

、 、 、 、 、たい まあ こういう意見も申し述べておる おるわけでございまして 県もそういう認識に今

十分立っていただいているんではないかなあと、まあ、いうふうに思い、思います。ドクターヘ

リの共同運行こういうことであります。それからなんといっても医療の問題と拘わるのは交通体

系の整備であります。現実に、まあ、例えば邑智病院には整形がないわけでありますから、そう

、 、いったことについては 大朝ふるさと病院さんの方にもお世話になっとるわけでありますけども

今回の川本邑南線の、まあ、町営運行ということになるわけでありますから、私どもは是非大朝

まで延伸をさせていただきたいと、まあ、こういうことはですね、むしろ大朝側にとってもスム

ーズな患者の受け入れということのメリットもあるわけですし、もちろん邑南町とっても交通の

確保ということもあるわけでありますから、そういったこともですね、やはりこれは、今年度取

り組む大きなテーマだろうと、まあ、こういうふうに、まあ、思います。三次のそういった交通

体系の問題もしかりであります。今申しあげましたような災害、医療こういった住民の生命、命

にかかわるような問題からですね、やはりお互いに連携をとっていくことが、先ず肝要かなとい

うふうに、まあ、思います。まあ、ケーブルテレビのことも課長が言ったと思いますけども、せ

っかくああしてそれぞれが今出来てるわけでありますので、北広島もですね、ともケーブルテレ

ビの接続ということも十分にこれは可能になって来ると思いますので、こうあ、こういうあたり

も私も動、動いていかなきゃならん。そして情報を密にして情報交換をしていく、その中で雇用

の場の情報提供も一層これは解決されていくことになるんではないかなと、まあ、いうふうに思

っております。よろしくお願いします。

道の駅。●議長（三上徹）

番外。●東定住企画課長（東義正）

はい、定住企画課長。●議長（三上徹）

ええっと、あのぅ、道の駅の件でございますが、議員おっしゃられまし●東定住企画課長（東義正）

たように、それぞれ２６１沿いに道の駅がございまして、観光案内だけでなく物販も行っておら

れます。そういった意味ではそれぞれ特徴ある特産品をですね、お互いに、販売できたり、紹介
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できるような連携ができればベストかなというふうに思っております。まあ、あのぅ、農林商工

連携ビジョンの中でも新商品開発であるとかそういったテーマを掲げておりますので、またそう

いったビジョンの中で研究もしてまいりたいと思います。で、あのぅ、まあ、広域的なその連携

ということでは、それぞれの関係者がですね、いっぺん寄ってみることが必要じゃあないかと思

いますので、まあ、そのへんのところも相談をしてみたいというふうに思っております。その節

はよろしくお願いしたいと思います。それから広域的な連携で観光の面で言いますと、例えば島

根県内の観光ルートは浜田とか大田の方はできておりますが、いわゆる広島県側との広域的な観

光ルートのパンフなどはございませんので、まあ、そのへんも研究してみたいというふうに思っ

ております。

議長。●日高議員（日高學）

はい、日高學議員。●議長（三上徹）

広域的な連携、これは、まあ、これから先の、まあ、行政におきましても民間●日高議員（日高學）

におきましても一緒だ思います。やはりこういう中山間地域にあっては、まあ、少子高齢化は当

然、まあ、避けては通れない道であると思いますので、やはりそういう中では、いろいろな分野

においての、こう広域連携な取り組みによって、まあ、いわゆるその事業効果、事業成果を出す

ということは大切だと思いますので、まあ、今後の取り組みを期待するものでございます。次の

質問に入ります。地産地消運動は食の理念として全国各地で競争のように取り組みが始まっとり

ます。国においては昨年末地域の農林水産物の利用促進を図る地産地消法が成立しております。

またこの３月からは六次産業化法も施行となり、農水省の中には六次産業化の戦略室も立ち上げ

られとります。いわゆる法の下に国を挙げての取り組みがなされてきたと思っとります。こうい

う中で全国都道府県の中におきましても地産地消を推進する条例の制定や運動が展開されており

ます。また町村でもばらつきがございますが、農林業が盛んな地域にあっては条例化されたり、

様々な形でその地産地消の運動が推進されておると思っとります。本町では１９、１９年の４月

に、まあ、地産地消推進室が設置され、昨年の３月には他町村に先駆けて地産地消条例を制定さ

れました。それからちょうど、まあ、１年を迎えます。この運動の推進には担当課である農林振

興課の役割が重要だと思っとります。また町内の生産者、消費者、組織団体等の協力と協調がな

ければ進まないと思っとります。この推進のため以前から推進協議会が設置され、下部組織とし

ての部会もあったと思っとります。またこの母体が旗を振ることが事業推進の大きな要だと思っ

とります。しかしその姿も、成果もちょっとみえとらないのではないかと思います。条例制定に

、 、機に新たな体制で展開したいとのことでしたが 現在のこの協議会の組織体制あるいは活動状況

その成果等について伺います。次に条例の中にもありますように、この連携推進は町、生産者、

事業者、町民の方がそれぞれの責務と役割を果たし、相互の連携と理解や協力を得て推進するこ

とになっとります。町は総合的な企画を立案し、計画的に推進することになっとります。物を作

る生産者、物を加工したり販売する事業者、それを消費していただく消費者の相互の理解と協力

体制が、体制づくりが必要であると思います。物が生産されてもそれを誰がどのような流通で消

費者に届けるのか、ここが事業推進の大きなポイントではないかと思います。産直市のような施

設は当然必要でございます。また町内の小売店に、でも販売を願えればと思っとります。また、

あのぅ、このいわゆる町内にはまだたくさんこの食材を必要とされる施設があるわけでございま

す。病院や福祉施設あるいは飲食店や宿泊施設、学校給食センターもございます。またここらあ

たりの、に誰がどのような体制で、この地産の生産物を届けるのか、消費していただくのか、こ
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このへんが後、大きなその地産地消を進める手段でもあると思っとります。次に料理には多種多

。 。 、様な食材を必要とします 季節や条件で当地では生産できない食材もあります 当然ありますが

生産できる食材については最低でも必要な量を確保することが望まれ、望まれます。これによっ

て生産が増え、生産者の所得にも繋がり、消費者の方も地元食材が利用できます。これが地産地

消の推進の拡大だと思っとります。国勢調査では人口が大きく減少し、農林業センサスにおきま

しても農業就業者は大幅に減少しとります。県下の農業者の平均年齢はもう７０歳を超えとりま

す。当然邑南町にあってもそうだと思います。この生産者の減少と高齢化が進んどる中で、この

まま進みますといわゆる５年先１０年先の、まあ、いわゆる生産が危ま、危ぶまれるものでござ

。 、 、 。います この農林産物の生産は大きく分けて まあ 露地野菜あるいは施設野菜等がございます

ご承知のように露地野菜は重量物が多いわけでございますが、施設野菜は多量多品目の物が生産

。 、 、できるわけでございます これらから考えますとやはり高齢化が進む今日 野菜のパイプハウス

いわゆる施設園芸というものは今以上に大事ではないかというように思っとります。このことに

よって集約栽培ができるわけでございます。それによっていわゆる産物の、生産物の品種もたく

さんの物ができるわけでございます。やはり高齢化を迎えたこれからの農業というものはいわゆ

る施設園芸の取り組みがある意味では、大きなポイントだと思います。そういう意味でその対応

等についても伺います。それから次に地産地消推進する上で必要な食材を確保するために保管す

ることも必要だと思います。本町では季節的に途切れる野菜もたくさんありますが、料理では年

間必要な食材はたくさんあるわけでございます。地産地消を推進する上でできるだけ地域の産物

を利用するのであればストックしなければならないと思います。このことは物を保管することで

あり、季節的に途切れた野菜を貯蔵することによって調整できると思います。そのことによって

途切れた野菜をいわゆる町外物を買わなくて済むというメリットもあるわけでございます。これ

らの地産地消の推進で、こういういわゆるストックしてそれを必要な時期に必要な量を出すとい

う、こういうことについてのこの供給体制のシステムづくりについて伺います。

番外。●坂本農林振興課長（坂本敬三）

はい、坂本農林振興課長。●議長（三上徹）

地産地消についてのご質問でございます。書かれておりますように●坂本農林振興課長（坂本敬三）

地産地消を推進する上で多種多様な農産物の生産拡大、それから年間を通じて、まあ、供給でき

るような体制づくりというところが、大きなご質問かなというふうに思っております。で、その

中で昨年３月に地産地消推進条例ができましたけれども、町の責務といたしまして、一つは生産

者あるいは事業者、まあ、民間の農家さん、この方達に協力をしていただいて一つは推進をして

まいる、それからもう１点は、行政自身が何らかの地産地消に、まあ、直接拘わることができな

いかということが、まあ、第４条で謳われております。で、最初のご質問であります推進協議会

の現在の組織及び活動の状況でございますが、年間、地産地消推進協議会については、まあ、先

ほど申しました条例の中では、いわゆる、まあ、民間主導での推進ということを、まあ、目指し

ているわけでありますが、平成１９年の９月、それから２１年２月、２２年２月、３月、その当

時は４回協議会を開催をしております。で、当時はまだ条例ができておりませんでしたので、こ

の条例の原案づくり等をしておりました。とともに販路の拡大でありますとか生産振興それから

学校給食への食材供給、それから企画広報という、まあ、四つの部会で現状把握、意見交換等し

ております。で、その後条例化になりましてからは、昨年８月３日に改めて開催をしておりまし

て、条例も変わったということもありまして、推進協議会の規約も変えたり、それからそれまで
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ありました４部会制を４部会にコンクリートせずに年度年度によってそのときそのときによって

その重要なテーマを設けようということにいたしまして、今年度の場合は堆肥及びバイオマスの

活用をどうするかという。それから町産材の活用をどうするかという部会、それからもう一つは

学校給食にどうやって食材を供給するかという、まあ、この三つの部会を２２年度及び２３年度

の、まあ、重点部会というふうに位置づけて、まあ、部会制をひいていおります。で、この内容

でありますけれども、先ず堆肥とバイオマスにつきましては、これは郡の酪農業組合、それから

ＪＡ、森林組合、みずもく協同組合、まあ、いうふうな関係者にお集まりをいただきまして、畜

産堆肥とバイオマスの活用の実現に向けて現状把握と基礎調査を現在行っているところでござい

ます。それから町内産材の活用につきましては、これは町内産材利用促進協議会という協議会が

ございますので、これをそっくり部会に当てはめておりまして、現状把握と先進事例の収集を現

在しております。で、具体的には瑞穂支所の建設を、まあ、一つのモデルにいたしまして、山か

らの搬出コストをどうやって低減していくか、あるいは町内産であることを、まあ、どのように

認証するか、木は山から切り出されていろんなところを経由してその建築現場にたどり着くわけ

でありますが、その間どうやってその邑南町産材であるのかというふうなことを証明していくの

かというふうなことについて検討いただいております。それから三つ目の学校給食につきまして

は給食会の方に分析ソフ、ソフトを導入いたしまして、現在２０年度、２１年度の全食材につき

まして納入伝票を洗いざらい調べてですね、そのソフトに入力をして今後の、まあ、課題整理を

行っているところでございます。それから２番目のご質問、生産者と消費者あるいは物流を担う

事業者の、まあ、理解と協力が必要でしょうと、それについて調整する人がいなければ、まあ、

推進ができないというご質問であります。この調整機能につきましては、議員ご指摘のとおりだ

と思います。通常農家が作ります農林産物は、まあ、ＪＡとか、まあ、いろんなとこを通って大

きな共同市場にいきます。当然運送業者も拘わりますし、それから仲卸業者が競り、競り場で競

り落としてそれを、まあ、小売業者に、またこう売り渡していくというふうな非常に大きなマー

ケットの中で動くわけでありますが、これを、まあ、地産地消という小さなマーケットの中でや

るということになりますと、そういう機能が、まあ、はたりき、働いてきませんので、やはりお

っしゃいますような、どなたかがそういう機能を、まあ、調整する機能を果たす必要があるんだ

ろうというふうに思います。ただ、農林産物全般に渡りますと非常にこれは多岐にわたっており

ますので、まあ、何から何までこれを調整するというのは恐らく難しいでしょうから、やはり費

用対効果も含めて邑南町として重点分野を、まあ、どこに置いていくのか、今のところは堆肥バ

イオマス、学校給食、それから山というふうな三つの部会を設定しておりますので、まあ、実証

実験等もしながら、どの分野に効果的な調整機能をつけていくのかということは今後検討してい

きたいというふうに思っております。それから三つ目の点でございますが、まあ、高齢化の問題

のご指摘がございました。まあ、総論的には、高齢化の問題は、まあ、農林業の問題だけではな

くて、まあ、全ての問題が分野が抱える課題でありまして、これはもう当然その役場総力を挙げ

て総合的な定住対策なりの取り組みを実施すべきだというふうに思いますが、まあ、強いて農業

分野の取り組みを言えばですね、一つは新規就農者対策ということになろうと思います。まあ、

従事者の確保という意味で言えば、まあ、そういうことであります。で、これを農林振興課では

三つの視点で今対策を講じようとしております。一つは町内の先ずは後継者を育成しようという

ことです。町内の後継者は土地がある家がある農地があるということで、あるいは信用もあると

いうことで一番その後継者になっていただくには、まあ、有効な手段でありますので、先般後継
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者育成資金、奨学金の条例を設置していただいたようなもの、こういうものを活用しながら帰省

して就農すれば免除もあるような規定を設けておりますので、こういうふうなものを活用して、

是非とも後継者になっていただきたいということ。もう一つは定年帰農の勧めということで、団

塊の世代がだんだん定年をされまして少しずつ町内に帰省をしておられます。で、この方達に少

、 、しでも農業に拘わっていただこうということで 邑南アグリ元気塾というのを作っておりまして

。 、 、 、 、ここで講習会を開きます で これは まあ いきなり市場出荷というわけにはいきませんので

先ずはそこを卒業されて最初は家庭菜園からでも良いと思うんですが、その次は産直出荷程度は

できるようなことを目標に進めてみようということを皆さんには申しあげております。それから

もう一つは３番目に外部からの参入者ということで、これは、あのぅ、定住企画課の方で行って

おりますが、農業研修を始めとして外部から、そういう後継者に値する方を、まあ、参入してい

ただくということになっております。農業研修につきましては毎年２人程度募集しておりますが

現在まで１９人が受講しております。ちなみに香木の森の研修生も合わせますと２２人が現在邑

南町に住んでおられまして、特に今年の場合は希望者も多くて７人が農業研修に参加するという

。 、 、ことになっております それから最後の問題 食材は年間を通じて必要な物があるということで

まあ、ストックの必要があるんではないかということであります。で、この問題は、あのぅ、推

進協議会でも実は課題として上がっておりまして、まあ、これは町内のその地産地消に限らずい

ろいろな外部の消費者ニーズに合うような加工なり保存方法というふうなものを探る必要がある

というふうに思います。これにつきましても費用対効果を検証しながら、まあ、最適なシステム

を取りたいというふうに思っております。まあ、ちなみに、あのぅ、保存の利く物で学校給食を

例に例えますと玉ねぎは年間５トン、じゃがいもが２トン、人参２トン、里芋が０．５トンとい

うふうに、まあ、かなりのボリュームがありますので、まあ、これをどうやって保存していくの

かというふうなことは、まあ、費用対効果を確認しながら検討してまいりたいというふうに思い

ます。

はい、議長。●日高議員（日高學）

はい、日高學議員。●議長（三上徹）

ええっと、地産地消について、まあ、答弁を担当課長からいただきました。再●日高議員（日高學）

質問をさしていただきます。この地産地消を進める上で一つ私町長に提言したいわけでございま

すが、まあ、今のこの邑南町に宣言というものがございます。まあ、あのぅ、町民憲章、まあ、

宣言になるかならんか分かりませんが、いわゆる非核平和宣言もございますし、人権尊重の町の

宣言もございます。一つこれは、まあ、あのぅ、１７年の３月にき、制定されたんじゃあないか

と思いますが、まあ、あのぅ、せっかく邑南町もこうして地産地消を推進されておりまして、ま

あ、条例もできて１年を迎えたわけでございます。一つ、ここで邑南町の農業の目玉として地産

地、地産地消推進の町の宣言を是非とも、まあ、して、いわゆる町も生産者も事業者も消費者も

一丸となった取り組みが必要だと思います。そう、そういう意味で一つこの宣言についての考え

を先ず一つ伺いたいと思います。それから地産地消進める上でやはり、あのぅ、目標の設定ある

いは目標数値の設定、まあ、これは当然、まあ、あのぅ、大きなことをやりません、必要ないわ

、 、 、 。けですが やはり年度ごとのそういう設 目標をいわゆる施策 数値の設定は必要だと思います

まあ、それを数値を設定することによってそれをクリアしよう、それ頑張ろうという推進運動が

なされるわけでございまして、いわゆる、まあ、国でも食料の自給率等がいう、言われとります

が、なかなか数値の把握は難しいかも知れませんが、地産地消の推進率というものが、まあ、出
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るでんか知りませんが、何かやはり数値を決めて推進すると、まあ、それが努力目標になるので

はないかというように思っとります。いわゆるこの条例が絵に描いた餅でなく、推進されること

が、実行されることが大切だと私は思っとります。それから、あのぅ、農産物の生産拡大につい

てちょっと振れてみたいと思っとります。まあ、あのぅ、邑南町も以前からは農業立町でござい

ましたが、今は非常に、あのぅ、農業の生産物の、が落ちております。ご承知のように米につい

ては出荷額で、農協の出荷では６億を切っとるんではないかと思いますし、野菜等の市場出荷、

いわゆる農協出荷でございますが、これはもう２億を当然切っております。まあ、そういう中で

いわゆるこの地産地消を推進していただいたお陰もございますが、この瑞穂の産直市と雲井の里

さん、この二つの地産地消の施設ではもう、２億を突破しておるんですよ。これは、まあ、いわ

ゆる今までになかったいわゆるそのことが、まあ、地元に残る、地元に落ちるあれでございまし

て、まあ、非常に、あのぅ、地産地消のいわゆる大きな成果だと思っとるんです。まあ、そうい

、 、 、う意味ではいわゆる まあ これから高齢化が進む中でそりゃあ市場出荷も大切でございますが

やはりこの年寄りの皆さんにいわゆる少量多品目でも作ってもらってそういうことでもやっぱり

地産地消の推進に繋げてほしいというふうに思っとります。先ほど申しましたように、あのぅ、

、 、 。 、ほんと農家は減少しておりますし 高齢化 いわゆる平均年齢はもう７０歳を超えました まあ

、 、そういう中で先ほど課長も触れていただきましたが いわゆる定年された方のいわゆる農業就業

まあ、あのぅ、町内にはいわゆる商工業とか農業とか、まあ、いわゆる自営業をされとる方もあ

るわけでございますが、大半の方がサラリーマンでございます。まあ、サラリーマンというのは

一応６０歳が定年でございまして、先ほど言いましたように平均年齢が７０言いますと、恐らく

、 、７５も８０に近い農業者の方もおられるわけでございまして いわゆるサラリーマンを定年して

６０歳で定年された方に一つ地地域の農業の掘り起こしをしていただきたい、これもやはり行政

が旗振り役になっ、ていただきたいように私も思っとります。先ほど、それから食材の保存とい

うことでも答弁していただきました。確かに、あのぅ、ご承知のように焼き肉をすれば玉ねぎは

年間いるんですよね、カレーライスと肉じゃがをしよう思うたら、年間これはじゃがいもはいる

んですよ。その、いわゆる根菜類という、まあ、それ人参、大根になりますが、根菜類というの

は非常に、あのぅ、保管がいわゆる容易なんですよ。まあ、ご承知のようにそういう食物という

のはいわゆる温度を冷やすこと、それから水と光を与えにゃ芽が出ませんので、いわゆるそうい

う保管をすれば、まあ、いくらでもは持ちませんが、いわゆる、まあ、葉物はやれませんよ、あ

のぅ、根菜類についてはかなりに今はもつ。そうしますと例えばたな、玉ねぎでも物を作ってい

ただければその施設があれば年間でも供給できますが、今の現状では学校基準で、これほど使っ

とりますが言われましたが、恐らくいわゆるよその物が入ってこんと年間の利用はできないと思

っとるんですよ。やはりそういう意味ではその保管することも大きな意味がなすものだと思っと

ります。そこらあたり一つ、宣言のことについては町長さん、また今の先ほど諸々申しましたが

課長さんに再度答弁をいただきたいと思います。

はい。●石橋町長（石橋良治）

時間が迫っておりますので簡潔にお答えください。はい。●議長（三上徹）

今議長さんから簡単にというふうなご指示がございました。宣言についてで●石橋町長（石橋良治）

ございますが、まあ、私は、あのぅ、十分にかつ慎重に検討する必要があるんじゃあないかと思

います。というのはやはり行政が先走ってもいけないし、住民がいかに盛り上がっておるかとい

うことのみ、見極め、見極めも大事だと思います。ただ地産地消についての宣言についてはだか
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ら、まあ、検討していきたいと思いますが、あのぅ、地産地消イクオール邑南町の産業振興とい

うことにかわりはございません。で、今、前の議員さんにもお答えしましたけども、Ａ級グルメ

の立町もこれ地産地消の手段であります。で、私は究極の地産地消というのは今農林課を中心に

進めております循環型の農業だろうと思います。つまり畜産の例えば飼料の問題あるいは糞尿の

問題、そいからオガ粉の問題を解決することによって、飼料米あるいは堆肥施設あるいは木材の

関係、こういうことを解決することが全て町内で循環するわけですから、これは私は究極の地産

地消になるんではないかなと、まあ、こういったところは今調査中も含めて頑張っておりますの

で、そのへんの見極めを含めてですね、今後の課題にさして貰いたいというふうに、まあ、思い

ます。

番外。●坂本農林振興課長（坂本敬三）

はい、坂本農林振興課長。●議長（三上徹）

ええっと、三つございました。一つは目標設定でありますが、あの●坂本農林振興課長（坂本敬三）

ぅ、現状ではまだ、あのぅ、具体的に設定する材料がありませんので、これはもう少し基礎調査

をさしていただいて、いずれかの時点でやはり、あのぅ、数量設定は必要だと思います。そいか

らもう一つ生産拡大、これは特に、あのぅ、団塊の世代が帰られますので、このいわゆる定年帰

農という部分については、引き続き積極的に、まあ、そういうふうに誘導してまいりたいという

ふうに思います。それからストックにつきましては、これは先ほどと繰り返しになりますが、あ

のぅ、確かに簡単にできる方法ではありますが、その場所の問題あるいは、あるいは、まあ、そ

の冷やすということから、費用も当然かかりますから、その費用対効果を少し検証させていただ

きたいというふうに思います。

はい、議長。●日高議員（日高學）

はい、日高學議員。●議長（三上徹）

町長に宣言の件で答弁していただきましたが、やはり地産地消の町あるいは食●日高議員（日高學）

をテーマにしたまちづくり、商工連携でもビジョンでもありましたようにやはり本町には農業立

町でございまして食材はたくさんあるわけでございますので、その宣言については、一つ前向き

な検討をお願いしたいと思います。以上で私の一般質問を終わらせていただきます。最後に、こ

の３月末をもって、長年町政にご尽力されました３人、ご尽力され勇退されます課長さんに改め

てここで敬意と感謝を申しあげるものでございます。これからはゆっくりと一つ、休みいただい

て、一町民として私たちと同じように、一つこれからのまちづくりに寄与していただきたいいう

ように思っとります。また先ほど農業の取り組みで申しましたように、一つ定年後は自分の生き

甲斐としてまた健康づくりとして一つ、あのぅ、農業で美味しい物をつくって町民の食の提供に

協力願えればと思っとりますので、一つよろしくお願いします。これで終わります。ありがとう

ございました。

日高學議員の持ち時間が来ましたので、以上で日高學議員の一般質問は終了といた●議長（三上徹）

します。既にテレビの放映予定時間が通告されておりますので、ここで休憩とさしていただきま

すが、再開は午後１時１５分とさしていただきます。

―― 午前１１時４１分 休憩 ――

―― 午後 １ 時１５分 再開 ――

それでは再開をいたします。続きまして一般質問第、一般質問順位第３、第３中村●議長（三上徹）

議員登壇をお願いします。
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議長。●中村議員（中村昌史）

はい、中村議員。●議長（三上徹）

３番中村でございます。最初に、あのぅ、この度の東北関東大震災の被害に●中村議員（中村昌史）

つきましては、先ほど議長からもお見舞いの言葉もございましたが、我々もですね、一個人とし

て何ができるかということを真剣に考える必要があるんじゃあないかというふうに思っておりま

す。皆さん方も一緒に考えてください。お願いをいたします。この度の３月定例議会において２

点について通告をいたしております。通告順に通、よって、質問をさせていただきたいと思いま

す。最初にですね、いろいろな施策を行われます上での、午前中の質問にも出ておりましたが、

各課の連携についてということで何点かをお伺いしたいと思います。最初に、ええっと過疎地域

自立促進計画の内容について問います。計画の中にですね、産業振興の中に集落振興事務支援事

業というものがありまして、補助事業等の事務を請け負う事務集団組織の設立ということが掲げ

てあります。また集落の整備という区分において地域再生プロジェクト事業があり、地域マネー

ジャーを配置し、これまでできなかったことを行うというふうなことがあります。あのぅ、前段

についてはまだ予算化はされておりませんが、後段については町長の施政方針の中にも、地域力

の向上ということで３本柱の一つに掲げられております。私はいずれの事業も、まあ、地域振興

、 、の上で重要な事業と考えますが それぞれの担当課での連携をどういうふうに考えておられるか

と言いますのは、あのぅ、これは地域再生プロジェクト事業の中でこれまでできなかったことを

行うということの中にですね、補助事業等の事務をということができなかったことの一つになり

はしないかということを思うわけでありまして、先ず、それぞれがどのような組織形態を想定し

ておられるかということをお伺いします。

番外。●東定住企画課長（東義正）

はい、東定住企画課長。●議長（三上徹）

ご質問の集落振興事務支援事業あるいは地域再生重点プロジェクト事業●東定住企画課長（東義正）

の関係でございます。あのぅ、集落振興事務支援事業、これにつきましてはまだ具体化はされて

おりませんけども、農林振興課の方で、事務をとっとりますけども、この事業につきましては、

あのぅ、中山間の直接支払事務でありますとか、あるいは農地水環境保全対策の事務であります

とか、あるいは集落営農の事務などにつきまして、まあ、対応をされておる集落等もございます

が、まあ、集落ではそういった事務を行なう者がいないとか、あるいは専門性が非常に必要で対

応できないというような意見もあります。まあ、これらの事務の多くは、まあ、年度末に集中す

。 、 、 、る場合が非常に多くありました これらを支援する対策として まあ 概ね旧町村単位ぐらいで

あのぅ、法人経理などに精通した、まあ、専門の方にお願いして事務のお手伝いができるような

支援ができないかというふうなことを考えているようであります。で、私の課で所管しとります

、 、 、地域プロジェクト再生事業 来年度から町単ということで取り組んでまいりますけども これは

これまで、あのぅ、３地域で県のモデルとして実施してきた地域再生重点プロジェクト再生事業

を引き継ぐものであります。まあ、集落は地縁で結ばれた、まあ、最小のコミュニティでござい

ます。まあ、過疎化、高齢化によりまして、非常に地域の担い手が不足して、集落の活力が失わ

れつつあります。また、あのぅ、地域の維持が困難であるとか、あるいは存続が危ぶまれている

とか、などの課題がございます。そういった意味で複数の集落で構成する、まあ、自治、自治会

が結成されてきたわけでございますけども、まあ、自治会さえも集落同様危ぶまれてきているよ

うな現状があります。まあ、そこで、自治会を超えた公民館単位あるいは小学校区単位の規模で



- 27 -

組織する新たな地域協議会的なものが、ものを組織することによりまして、広い範囲で地域づく

。 、 、りやまちづくりが実行できるというふうに考えております あのぅ 公民館単位としているのは

まあ、事務所の問題も一つありますし、公民館職員や、が配置されておりますので、それらとの

連携が取りやすいということ、それから昭和の合併前の町村でございますんで、非常に地域の繋

がりや一体感があるということから、そういった単位を想定しております。そういった、まあ、

協議会をつくっていただきますと地域内の集落あるいは自治会、青年や女性、老人会など、各種

団体それから企業、商店など様々な団体が参画することによって、問題解決あるいは地域づくり

ができると考えております。条件としては地区振興計画の策定あるいは地域マネージャーの配置

ということにしておりますが、あのぅ、この地域マネージャーにつきましては全てをマネージャ

ーに任せるのではなくて、あくまでも主役は組織した住民であります。マネージャーは企画や段

取り、あるいは、つなぎ役という面を持った調整役をしていただくということで、組織の中で役

割分担をしながら地域づくりを進める必要があろうかと思ってます。そういった意味で、まあ、

集落支援、事務支援事業と地域コミュニティ再生事業とは、まあ、少し違いがあると思っており

ます。まあ、地域づくりを進める上ではそれぞれ計画の中で定められたことをする上では連携も

必要であるというふうに思っております。以上です。

議長。●中村議員（中村昌史）

はい、中村議員。●議長（三上徹）

ええっと今の答弁で、によりますと、あのぅ、一つの組織で両方の事業を展●中村議員（中村昌史）

開をするということは、これは考えておられないというふうに受け取りましたですがそれでよろ

しいですか。

番外。●東定住企画課長（東義正）

はい、東定住企画課長。●議長（三上徹）

あのぅ、集落振興事務支援事業についてはまだ具体化とされておりませ●東定住企画課長（東義正）

ん。ただ、まあ、今私が、そういうふうな考えを申しておりますけども、あのぅ、ええっと、地

域、地域プロジェクト事業、再生事業に取り組んだ、まあ、地区協議会の中に、そういった方を

計画の中に配置してやろうということになればそれはそれでありますが、あのぅ、全ての事務を

その方にやってもらうということはその方もたいへんに負担がかかります。マネージャーの方に

全てを任せるということは、まあ、専門性もありますし、そういった意味ではまだしっかりと、

その集落振興支援事業の中身が分かりませんのではっきりと申しあげられませんが、わた、私の

課で考えております集落プロジェクト再生事業については、先ほど申したとおりであります。

議長。●中村議員（中村昌史）

はい、中村議員。●議長（三上徹）

先ほど課長も言われ、言われましたけども、町長は、あのぅ、前々から公民●中村議員（中村昌史）

館単位での新しい自治組織の再編が必要だというふうに言われてきております。私も、まあ、同

様に考えるものでありますし、まあ、課長もそういうふうにお考えだということは先ほど言われ

ましたわけですが、あのぅ、公民館単位と言いましても、その範囲の大小がございまして、大き

な人口を有している公民館もあれば小さなところもございます。そういった、あのぅ、規模の小

さな地域にとってはですね、事業ごとに別々の組織を立ち上げるということは、町長も危惧され

ておりますマンパワーの不足というところに、ますます拍車を掛けると言いますか、一人の人間

が一つの役だけで、物事が済むというような状況ではない部分が既にあるわけでございまして、



- 28 -

そのそれから先ほど課長が言われた、地域計画、地区計画のようなことを考える場合もですね、

効率性、そういった場合の効率性から言っても、あのぅ、ある程度業務を集約して行うような方

向性が望ましいんじゃあないかというふうに考えるわけですが、あのぅ、そういったことでです

ね、まあ、この前段の集落振興事務支援事業というのはこれはたぶん農林振興課が担当されるこ

とになるんだろうと思います。で、地域再生プロジェクト事業は、定住企画課が担当というふう

なことで、それぞれ担当課が違うもの事業が、まあ、前段のものが事業化されればですね、二つ

出来上がって来ると。そういったときに、それぞれが別の課でということではなくて連携をして

いただいてですね、一つの組織で展開できるようにして、まあ、できうれば事業統合して予算規

模も拡大してですね、そのマネージャー、今のこの地域コミュニティ再生事業、この交付要綱に

よりますと、地域マネージャー人件費１５６万円というものが謳われております。１５６万円で

地域マネージャーを週何時間拘束が可能か、我々、私が個人的に思いますのは、あのぅ、地域で

そういう役割をですね、きちんと果たしていただくためには、それなりの報酬をお支払いして、

きちんと拘束をして、それなりの仕事をしていただくというふうなことが、形態が望ましいんじ

ゃあないかと思うわけです。そういった場合にもやっぱり事業を統合して予算規模も拡大してい

ただいてですね、あのぅ、地域マネージャーあるいは、まあ、その事務要員の方にお支払いする

賃金がいくらかでも多くなれるような施策を考えていただきたいと思うんです。ございますが、

その点についてはいかがでしょうか。

番外。●東定住企画課長（東義正）

はい、東定住企画課長。●議長（三上徹）

まあ、あのぅ、事業でございますが、先ほど申しましたように集落振興●東定住企画課長（東義正）

支援、支援事業はですね、まあ、非常に、あのぅ、集落営農をされる場合あるいは、あのぅ、法

人経理であるとか、あるいは支払いの、直接支払い等の事務であるとか、まあ、非常に専門性も

必要となってきます。実際にコミュニティ再生事業のマネージャーがそういった技術を持ってい

るかどうかというのも分かりませんし、集落のさく、事業に取り組まれるその地区の方が、マネ

ージャーを、まあ、専任されるわけでありまして、まあ、そういった意味では広い意味の取り組

みをですね、コミュニティ再生事業の方は考えておりますので、あのぅ、その点の振、集落振興

事務支援事業につきましては、また後ほど農林振興課長の方からお考えを述べさせていただきま

す。私の方のマネージャーの人件費につきましては、だいたい月２０日で６千５００円を１２、

１２か月で１年ということで１５６万という事業を掲げておりますので、まあ、その地域全体の

ですね、様々な取り組みを計画の中に掲げていただいて実行していければというふうに思ってお

ります。

番外。●坂本農林振興課長（坂本敬三）

はい、坂本農林振興課長。●議長（三上徹）

集落振興支援事務事業でございますけれども、概要は先ほど東課長●坂本農林振興課長（坂本敬三）

が申したとおりであります。今年度から始まっております、まあ、例えば中山間地域直接支払制

度第３期対策の、まあ、初年度ということで、新たに始まっておりますが、これにつきましても

、 。 、 、ですね 人材不足を理由に参加を断念したという集落も数集落ございます それから今 あのぅ

所得補償と集落営農についての研修会を支援センターで、３地区に分けて行っておりますが、こ

れは、まあ、ある羽須美の特定農業団体の方でございましたが、自分も今経理をやっているんだ

けれども、年を取ってきてだんだん厳しくなってきたと何とかそのあたりを支援していただけな
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いかという申し出を受けております。で、実は、あのぅ、農協さんの方もですね、同じようなや

はり要望が上がってきておりまして、農協さんは農協さんでなんらかの支援は出来ないかという

ことをどうも検討されているようです。で、これは行政と、またそれが別に動くということは非

常に具合がよろしくありませんので、我々の方はむしろ農協さんあたりとタッグを組みながらど

んな支援をしていったら良いのかと、どんな組織を作れば良いのかというところから始めてみた

いと思うんです。で、大まかなイメージは集落での事務なり経理なりの、まあ、代行をするとい

うことになろうと思いますから、農協なり行政なりあるいはＮ、ＮＰＯみたいなところと一つの

組織を作って、それができない集落をその時期、時期だけ回るというふうなイメージですから、

常時雇用して何かの仕事があるというわけではないと思うんです。ということから考えますと、

まあ、旧町村ぐらいに一組織があって、それができない時期に、こう各集落を回ってお手伝いを

するというふうなイメージを今は考えております。

議長。●中村議員（中村昌史）

はい、中村議員。●議長（三上徹）

ええっと、あのぅ、組織的にいうと、集落振興支援事務というのは、集落振●中村議員（中村昌史）

興事務支援事業は地域再生プロジェクトよりもう少し大きな範囲でというふうな印象を受けまし

たですが、あのぅ、これもやっぱり地域性によってですね、あのぅ、そういった場合が良い場合

とですね、まあ、あのぅ、地域再生プロジェクト事業が公民館単位というその公民館が、いわゆ

る旧、旧町村ですね、単位ぐらいなところで被るような場合もありますですね。同じくらいな範

囲を想定できるというふうなところもあろうと思います。そういったことも考えてですね、もう

少し流動的なことを考えていただきたいと思いますが、これはまた後ほど町長にお伺いしたいと

思います。次に、ええっと、介護予防事業についてお伺いします。今、あのぅ、福祉課、保健課

、 。あるいは生涯学習課それから社会福祉協議会においても それぞれに事業展開を行っております

現在は、まあ、かなり落ち着いてきたような感ではありますが、あのぅ、介護保険法の改正がな

されて介護予防事業に取り組み始めたときには、あのぅ、集落などの小地域のお世話をされる方

がですね、それぞれから依頼を受けられて、パニックに陥るというふうな事態があったと聞いて

おります。現在、あのぅ、介護予防計画を策定中だというふうに伺いましたが、その中でそれぞ

れの担当課が行っておられる事業、それをどういうふうに位置づけをされておるのか、それとそ

れぞれの課の連携についてどういうふうに考えておられるのかを問いたいと思います。

番外。●三上福祉課長（三上洋司）

はい、三上福祉課長。●議長（三上徹）

、 、 、●三上福祉課長（三上洋司） 介護予防計画に先ず あのぅ 取り組むその考え方でございますけども

あのぅ、まあ、先ほど言われましたように各課それから社会福祉協議会で、まあ、同じ目的に向

かって事業を展開をしておるわけですけども、あのぅ、まあ、重複した事業、似たようなところ

もございますし、先ず、１番はその高齢者自体が、その自分のその介護予防事業に関心がないと

いうふうな実態が、まあ、非常に邑南町の中ではあると、あのぅ、厚労省の調査では６２．６％

の方がその６５歳以上の方が自分のことではないというふうな、まあ、意識があるというふうな

ことから、その町内でその介護予防というふうな部分をその各課、各関係機関が役割をそのきち

んとどの部分で事案を、その意識を変えることであるとか、事業に取り組むというところを、そ

の先ず同じ目標に向かって担当する業務の役割を、役割の理解と、それから、あのぅ、その役割

を協力して果た、果たすということで、まあ、あのぅ、まあ、連携をするというふうな自分の仕
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事を先ず、果たしてそれから共通の目標をはた、あのぅ、向かって事業を展開していくというふ

うなところから、あのぅ、高齢者保健福祉計画で記述しとります介護予防の部分をより詳細にし

まして、まあ、そこだけをつまみ出して、関係機関の役割を決めるということであります。その

介護予防は、あのぅ、高齢期だけではなくて、青年期、壮年期から取り組むものでありまして、

先ほど言われました福祉課、保健課、教育委員会、まあ、あのぅ、農業振興課あるいは社会福祉

協議会等の各機関といろいろその話し合いをもって、まだ、あのぅ、策定までは至ってない基本

的な部分を、あのぅ、おさえて、これから最終的な段階に入るわけですけども、まあ、こうした

関係課、関係機関が共通する目標に向かって、自分の置かれたところの役割を認識をして、進め

て行こうという計画でございます。取り組みでございます。以上です。

議長。●中村議員（中村昌史）

はい、中村議員。●議長（三上徹）

あのぅ、この、まあ、介護予防事業は、まあ、あのぅ、国の事業の延長線に●中村議員（中村昌史）

あるものでしょうから、自由度は小さいのかも知れませんが、あのぅ、何でもかんでも、まあ、

地域に押しつけて来るというようなことではなくてですね、その地域の実情に応じた、例えばそ

れまでその地域で取り組んでこられていた、まあ、健康に関する取り組みだとかですね、そうい

うふうなことを鑑みながら、この地域にはこういうやり方をしていただいて、まあ、体操教室を

やっていただこうじゃあないかとか、というふうなその地域応じたそのメニューをお示しをして

いただくというふうなことを、そういった事業展開を望みたいと思います。で、先ほどの、あの

ぅ、過疎地域自立促進計画の中の話も含めてですが、これら２点については、あのぅ、そのそれ

ぞれの地域の状況に応じたですね、状況を鑑みた、あのぅ、行政施策を、の進展を進捗をお願い

したいと、そのために連携をお願いしたいという話でございます。あのぅ、高齢化の問題である

とか農業後継者だとか先ほどの事務的なことを行うというふうな人間、人、人材不足ですね、マ

ンパワーの不足だとか、まあ、あるいは介護予防のことについてもそうですけども、それぞれ、

まあ、様々な問題で悩んでおられるのはそれぞれの地域の、で生活されている町民の皆さまなわ

けでありまして、あのぅ、まちづくり基本条例でいうところのまちづくりとは町民が安心して安

、 。全に心豊かに生活するための環境づくり これがまちづくりだというふうに規定をしております

つまりはですね、先ほどから言っておりますような行政施策というのは全てまちづくりのため、

まちづくりなのだということになるわけです。住民主体という、まあ、原点に帰ってですね、先

ほどから申しておりますような、それぞれの地域の実情に応じた柔軟な事業展開を望むところで

ございますが、町長のお考えはいかがでしょうか。

はい、議長。●石橋町長（石橋良治）

はい、石橋町長。●議長（三上徹）

中村議員さんも恐らく思ってらっしゃるのは、我々がやろうとしている集落●石橋町長（石橋良治）

振興事務支援事業であるとか、地域再生重点プロジェクト事業であるとか、介護予防の計画であ

るとかこういったものは否定はさ、されないというふうに思ってます。要は議員さんが仰りたい

ことはですね、押しつけであってはならない。地域の実情に応じてやってくれと、こういう警告

だろうというように思います。で、私は、正に私もそういうふうに思っておりますし、数々の成

功した事例をみるとやっぱり押しつけて成功したさ、試しはありません。邑南町は広いですし、

羽須美と石見でまたぜんぜん地域が、地域性が違うわけであります。自治会、いわゆる公民館単

位と言ってもですね布施のような小っちゃな公民館単位からあれば矢上のように大きな公民館単
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位もあるわけであります。地域みんなそれぞれ違うわけでありますから、これはやっぱり大前提

にしてやっぱり地域のことは地域で決めるということから出発していかなきゃならんということ

であろうかと思います。したがってそういうことを思いながらですね、こういった事業を進めて

いきたいなあと、まあ、いうふうに思っておりますので、お考えは一緒だろうというふうに思い

ます。よろしくお願いします。

議長。●中村議員（中村昌史）

はい、中村議員。●議長（三上徹）

町長お考えのとおり私もそういうふうに、これ、これは、あのぅ、同様に同●中村議員（中村昌史）

じようなことが必要だというふうに考えておるものでございます。で、ただですね、あのぅ、行

政の方で事業を行われますと、ここにもございますが、地域コミュニティ再生事業補助金交付要

綱なるものを制定されます。こういった、あのぅ、決まりごとができますとここに書いてあるこ

とだから、これは良いですよと、ここに書いてないことだからこれはだめですよっとかというふ

うに、この文言でですね、真四角にカチッカチッと切って考えるというふうなことになりがちに

なるんじゃあないかというふうに思います。その点をですね、もう少しこう流動的に、流動的に

と言いますが、まあ、そのことで、こう町内に不公平感が出てもまずいということはよく分かる

んですけども、地域の実情に応じた、あのぅ、運用ということをですね、あのぅ、もう一度お願

いをしておきたいというふうに思います。次に、あのぅ、地産地消条例のことについてお伺いを

します。条例の制定を受けて昨年９月の常任委員会で地産地消の推進についてということで、農

林振興課の方から説明を受けました。そこで、まあ、具体的な推進体制とともに、今朝ほど１０

番議員の質問の中にもありましたが、地産地消推進協議会、それから地産地消推進計画の策定と

いうふうな説明がなされました。そのときにですね、地産地消推進計画については、２２年度内

に策定をするというふうな説明だったように思いますが、現在の進捗状況を教えてください。

番外。●坂本農林振興課長（坂本敬三）

はい、坂本農林振興課長。●議長（三上徹）

地産地消へのご質問でございます。今朝方の１０番議員さんへの回●坂本農林振興課長（坂本敬三）

答と少し、まあ、重複をしてまいるわけですが、推進協議会についてはこれは、まあ、民間主導

で行くんだということを原則にしておりまして、まあ、今朝ほども申しましたように三つの部会

を設けて現在検討しております。で、当初はですね、あのぅ、地産地消全般に渡ってその推進計

画をという意味合いのことも考えておりましたが、協議会の中でやはり重点項目を絞り込んでい

った方が良いんじゃないだろうかという意見が出たものですから、今年度来年度にかけては一つ

は堆肥バイオマスの活用をどうするか、それから林業の方では町産材の活用をどうするか、もう

一つは学校給食への食材供給をどのようにするかという、この三つの重点項目に絞り込んで現在

いろいろな調査あるいは実証実験等行っております。で、これとは別に役場内でのいわゆる推進

会議ということで、各課の業務の中で地産地消のできるものは無いのかということでそちらの方

面での洗い出しも各課担当者を決めまして今お願いをしているところであります。以上でござい

ます。

議長。●中村議員（中村昌史）

はい、中村議員。●議長（三上徹）

まだ、あのぅ、計画なるものは、あのぅ、どう、どう言いますか、あのぅ、●中村議員（中村昌史）

項目立てすらできてないというふうなことでよろしいんでしょうか。何も進んでないというふう
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。 、 。 、 、な捉え方が今の答弁だとできるんですが あのぅ 推進協議会は分かりました 推進計画 まあ

そのときの説明ではですね、推進計画とあわせて、あのぅ、施策の数値目標案であるとか具体的

な取り組み内容の検討であるとかっというふうなところをまとめたものが、推進、地産地消推進

計画として出されて来るんだというふうな説明だったというふうに思いますが、そのことについ

ては、あのぅ、まだ、あのぅ、何も端緒にも就いてないというふうなことでしょうか。

番外。●坂本農林振興課長（坂本敬三）

はい、坂本農林振興課長。●議長（三上徹）

先ほど申しましたように、その三つの分野については基礎調査なり●坂本農林振興課長（坂本敬三）

その課題の洗い出しを行っております。ただそれ以外につきまして、まあ、どのような分野があ

るのかも含めてですね、まだその文書化の段階には至っておりません。いろいろ、あのぅ、昨年

条例化してからこの間取り組んではおりますが、やはりいろいろ、あのぅ、たくさん課題が出て

おりまして、一朝一夕にはいかないなあというふうなことを私も今感じておりますが、まあ、な

るべく早い機会に、その数値目標も含めてですね、どのような取り組みが可能なのか、あのぅ、

文書化していきたいというふうには思います。

議長。●中村議員（中村昌史）

はい、中村議員。●議長（三上徹）

ええっと、あのぅ、推進協議会は民間主導でというふうなことでございまし●中村議員（中村昌史）

たが、協議会の招集というのは、どちらでどういうふうにしてどなたがイニシアティブをとって

されるのか、それから実際に昨年の３月以降ですね、協議会を何回あるいは部会を何回開催され

ておるのか教えてください。

番外。●坂本農林振興課長（坂本敬三）

はい、坂本農林振興課長。●議長（三上徹）

先ず、推進協議会の、まあ、いわば主催者でありますけれどもこれ●坂本農林振興課長（坂本敬三）

は、あのぅ、地産地消推進条例の第４条の方に町の責務としてですね、町は基本理念に乗っ取り

生産者、事業者、町民と連携し、かつ協力して云々というのがあります。で、ここで、あのぅ、

推進協議会を動かすということにしておりますので、基本的には町が招集をしております。で、

それとは別に公の施設あるいは行政が主催するような行事等において極力町内の物を使っていこ

うという、まあ、二本立てで動いているということになります。推進協議会につきましては今年

度１回行っております。それから三つ部会があると申しましたがこれについては、ええっと手元

に資料はありませんがそれぞれ数回ずつやっております。

議長。●中村議員（中村昌史）

はい、中村議員。●議長（三上徹）

部会についての資料は後ほどでもよろしゅうございますので、お示しくださ●中村議員（中村昌史）

い。まあ、あのぅ、基本となる条例が出来上がりましても、まあ、それを推進するための計画が

無ければ、まあ、これは今朝ほど１０番議員も申しとられましたが絵に描いた餅にすぎないとい

うふうな捉え方ができるんじゃあないかと思います。あのぅ、先般の常任委員会でもですね、今

年度事業進捗状況の説明では、学校給食に試験的に導入するというふうな事業を予定しておられ

たものがまるでなされてないと、で、まあ、理由として産直市との関連、関連等々云々されまし

たが、あのぅ、この地産地消推進協議会の中に生産者、事業者等が入っておるということであれ

ばですね、その協議会の開催をもっと綿密にしてですねえ、あのぅ、生産者との協議がなされる
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必要があるのではないかと思います。早急な計画策定を望みます。ええっと、ちょっと時間の関

係もありますので、次に移ります。次に定住推進施策について問います。ええっと、町、町長の

施政方針の３本柱の一つに日本一の子育て村ということを掲げられ、子どもの医療費の中学生ま

での無料化、第二子以降の保育料無料化が提案されております。昨年度６月の定例会で私は、あ

のぅ、子育て支援の充実というふうなことを提案をさしていただきましたが、あのぅ、早速に実

現をいただきありがたく思っております。ますますの充実を願うものであります。先般の全員協

議会において、それ以外のですね、あのぅ、取り組みを取りまとめられました日本一の子育て村

を目指してというチラシをいただきました。これはよろしいですか、あのぅ、同じ物が、同じ物

か、まあ、もう少し分かりやすくした物かになるか分かりませんが、町民の皆さん方にもお示し

になることだろうと思います。これによりますとですね、１０年後の目標として、若者定住とい

うことが掲げられております。それから先般取りまとめられました住宅マスタープランにおいて

、 。もですね 様々な重点施策を通じて定住環境の創出ということが最終目標に掲げられております

それから今朝ほどから、５番議員の質問にありましたように、何でしたっけ、何でしたっけ、連

携ビジョンですか連携ビジョンの中にも最終的には定住という目標、近頃のですねそういった、

あのぅ、ビジョンであるとか構想であるとか計画であるとかっていうふうなことが、まあ、全て

定住に結びつくことなんだというふうな、あのぅ、論、論点の展開がなされております。来年度

、 。からですね 定住企画課から定住推進に特化した定住推進課への機構改革が提案されております

ですが、まあ、先に挙げた例を見るまでもなくですね、定住推進というのは定住推進課のみで実

現で、できるものではありませんですね。それぞれの担当課の実際具体的な事業展開がなされて

。 、 、初めて定住に結びつくというふうなことであろうかと思います ということで考えますと 定住

、 、現在は定住企画課でございますが 定住企画課とそれぞれの事業の実施担当課との連携について

どういうふうに考えて現在どういうふうに行っておられるかをお伺いしたいと思います。

番外。●東定住企画課長（東義正）

はい、東定住企画課長。●議長（三上徹）

とうじゅう、定住推進と他の計画との連携ということでありますが、定●東定住企画課長（東義正）

住推進施策につきましては、まあ、合併時、新町まちづくり計画に基づいて総合振興計画が策定

をされております。第１次の総合振興計画には、まあ、実施計画として、いわゆる産業振興ある

いは高齢者対策、情報化等様々な課題もありますが、その中の大きな柱の一つに若者定住と少子

化対策というのがございます。それで、まあ、あのぅ、若者定住、いわゆる定住対策を考える上

では、まあ、総合振興計画が、まあ、大きな柱としてなっておりまして、それの実施的な計画と

してそれぞれあります。で、先ず、第一には過疎計画が実施計画としてございますし、辺地計画

であるとかあるいは次世代育成支援行動計画であるとか、保健福祉計画、生涯学習計画あるいは

住宅マスタープランなど様々な実施計画がございます。まあ、そうこう、総合振興計画の目的に

沿って、それぞれの計画が作られるようになっております。そういった意味では、やはり町の第

一の計画は総合振興計画だろうと思います。これに基づかない計画はないというふうに考えてお

ります。子育て村の推進につきましては、そういった意味ではそれぞれの実施計画の、に基づい

て実施される施策によりまして、定住人口の確保を図るものだというふうに考えております。子

育ての推進につきましても先ほど議員さんがお示しをいただきました、図面におきましても、様

々な支援策を掲げていると（４語程度聞き取れず ）あります。まあ、最終的には定住人口が増加。

することを目的としておりますんで、そういった意味で、若者定、若者が、定住人口が増えるこ
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とによって、まちづくりがスムースにいけるんじゃあないかというふうに考えております。それ

で、まあ、２３年度から先ほど言いましたような中学生までの医療費の無料化であるとか、保育

、 、 、料の２子目 ２子以降の保育料の全額免除であるとか あるいは任意の治療費の助成であるとか

まあ、そういった子育て世帯の軽減を図ろうということで２２年度から、そういう施策をとろう

としたものでありまして、先ほど言われますように先ずは総合振興計画、それに基づいて実施計

画が様々あるということであります。以上であります。

パン、パンフはどうするんだ。パンフレットは、それ町民に知らせるんか言うてさ●議長（三上徹）

っきあったんじゃないの。

それなかったですね、はい。●東定住企画課長（東義正）

議長。●中村議員（中村昌史）

はい、中村議員。●議長（三上徹）

先ほど言われました、まあ、その総合振興計画に基づく各種実施計画という●中村議員（中村昌史）

、 、 、のが まあ 今出てきておりますいろいろな趣旨な計画になるんだというお話でございましたが

それぞれの実施計画の最終目標というのが今定住、定住、定住というふうになっておると。で、

それを推進していくために、まあ、来年度から定住推進課というものを設けるんだと、あっ、促

、 。 、 、 、 、進課ですか 失礼しました 定住促進課を設けるんだということで に ございますが あのぅ

先ほどから言いますように、定住促進というのは、定住促進課だけでできることではなくてです

ね、それぞれの事業担当課が、それぞれの事業を行っていく上で最終的にそういう成果が望まれ

るような取り組みをして行こうということだろうと思うんですが、そのためにもですね、一つ、

あのぅ、それらのそれぞれの担当課が事業を計画されるときに、それらを主導していけるように

定住促進課、すいません定住促進課が主導権を持って、イニシアティブを持って、主導していけ

るような推進体制をとるためにですね、定住促進計画のようなものであるとか、あのぅ、町内の

定住促進会議のようなものであるとかそういうふうな計画であるとか組織を立ち上げて、イニシ

アティブをとっていけるようにする必要があるんではないかというふうに私は考えるんですが、

町長はいかがお考えでしょうか。

議長。●石橋町長（石橋良治）

はい、石橋町長。●議長（三上徹）

まあ、従来からの定住企画課から４月から定住促進課というふうに衣替えを●石橋町長（石橋良治）

したいと今議会の方へ提案をしとるわけでありますが、まあ、この意味合いというのは、やはり

議員仰るように邑南町を未来永劫にですね、発展させるためにも特に若い方々を中心に住んでも

らわなきゃならないわけでありますが、従来の組織あるいは仕事の内容を見てみると日常の課題

に追われてて、一つはやっぱり戦略としてきちっと立てて、各課調整ということができなかった

んではないかなあということがあります。ですからそういったものを先ず、こしらえてチェック

をして評価をしていく、あるいは各課調整して、定住はどうなんだっていうところをですね、や

る、いわゆる促進課というものが必要だなあということで私は提案をしてるわけでありますけど

も、戦略そのものはかなり出来、出来上がってきてるんではないかなと、それは一つには子育て

村構想で今議員が示されたパンフレットでございます。先ずは子どもを産んでいただける世代を

増やそう、そのためには今やっていることも含めて、他の市町村に先駆けてやろうということの

ご提案でございます。それから実はこれは、あのぅ、邑南町住宅マスタープランというのが出来

上がりました。これはまだ、あのぅ、議会の方にはお示しをし、してなくて、全員協議会が開か
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れれば、またそこでご意、ご意見を承りたいと思っておりますけども、私の方には委員長さんか

ら答申を受けました。で、この内容を見てみますと住宅と名ついていますけども、正にこれはま

ちづくりそのものなんです。これをやることによっていかに定住を増やしていくかと、こういう

ことがですね、非常に、短的にしかも内容が濃い内容としてですね、掲げられているわけであり

ます。ですから、そういった今言ったような、施策を進めていけばですね、私は、あのぅ、かな

りまた進展して来るんではないかなあということを考えますとですね、今すぐですね、町民会議

であるとか、広くこう呼びかけてどうのこうのということはですね、特には考えておりません。

それぞれの立場から知恵が、知恵の結集が出ておるわけでありますから、これを何とか実行に移

していきたいなあというふうに、まあ、思っておりますし、実行は具体的になってくれば、また

町民にもパブリックコメントや様々なところで、ご紹介もし、評価もいただきたいなとこういう

ことは思っております。

議長。●中村議員（中村昌史）

はい、中村議員。●議長（三上徹）

あのぅ、言われるように確かにその定住推進、じゃあない促進ということで●中村議員（中村昌史）

言いますと、あのぅ、ある程度の方向性というのは、あのぅ、共通な方向に向かったものが示さ

れて来つつあるのかというふうに今はみえ、見えております。今計画ができあがっとる段階です

から、具体的に、その実施計画に基づいて事業を実施していく段にですね、あのぅ、それをきち

んとこう舵取りをするという意味合いからもですね、あのぅ、定住に特化した課を設けてやろう

というふうな取り組みを考えておられるわけですから、それを強力に進めるためにもですね、あ

のぅ、そういった今こう町長が言われた、今こう盛り上がってきているその定住に対する町内の

思いというふうなものを一つにまとめてこの方向で行きましょうということをですね、どっかで

まとめておかれた方が良いんじゃないかというふうに思います。あのぅ、町内の組織についても

ですね、未来永劫に渡ってこのままではないでしょうし、町長も死ぬまで町長を務めていただけ

れば今のままで行けるのかも知れませんが、あのぅ、どこかで代が代わるというふうなことが出

てこようかと思います。そのときにも続けて邑南町はこういう方向で行くんだというふうなもの

が基本的な計画として示されるようなものをですね、今の段階で、考えておかれるべきではない

かというふうに私は思います。要望として、述べさしていただいております。次に、あのぅ、質

問の２点目でございますが、景観行政について、お伺いをします。昨年１０月の定例会で、１０

番議員の質問がございました。その議員の質問内容やそのときのこと町長答弁にありましたよう

に、あのぅ、私もこの邑南町の自然と住宅とが一体となった景観、この景観に魅力を感じている

者であります。例え、例えて言いますと、この於保知盆地の赤瓦と緑の鳥観、景観、あるいは出

羽でありますとか市木の町並みの赤瓦の町並み、そいから山間部のですね、農地とそいから住宅

敷地の石垣、ほいから住宅の白壁、屋根の赤瓦、背戸山の緑と、こういったコントラストであり

ますとか、あのぅ、棚田の風景であるとかですね、あのぅ、素晴らしい景観があるというふうに

私も認識をしております。しかしながらですね、町民の皆さんのいきとして、意識として、あの

ぅ、それらが美しい景観だというふうな認識が薄いように思います。それは、まあ、あのぅ、長

らくそこへ住んでいる人にとってみればごくあたり前の景観でありますから、あのぅ、それが特

別どうしたというふうに感じられるものなんじゃあないかと思います。あのぅ、今朝ほどのＡ級

グルメの町長答弁の中にですね、地元の食材の良さが地元でなかなかわからないというお話もあ

りましたが、同じように景観の良さというふうなものも地元におればなかなか分かり難いという
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ふうなところがあろうかというふうに思います。住宅マスタープラン、まあ、あのぅ、まだ、先

般常任委員会で示されましたが、あのぅ、策定のアンケートの中にも、にですね、景観に対する

意識というようなのがありました。そのアンケートの景観に対する意識という項目については、

そんな高い数値ではありませんでした。そういったところからもその認識の、がまだそんなに高

くないんじゃあないかというふうに思うわけです。で、昨年１０月の１０番議員の、１０番議員

は意識啓発として夢、夢づくりプランへ景観という考え方を導入すればどうですかということを

提案をされました。町民自らが考えるということもとても重要なことなんですが、私はその、そ

の前にですね、外部の意見を取り入れた、まあ、勉強会などをとおして町民の意識改革の方から

先ず始めてですね、それから順を追って啓発へと進めて、るべきなんではないかというふうに考

えます。で、そしてそれを推進するためにですね、先ほどから述べておりますような、あのぅ、

課を超えた推進体制と、それから共通認識というふうなものが、ものを確立する必要があるんじ

ゃないかというふうに考えます。あのぅ、地域エネルギービジョンを策定をされておりますが、

これでは太陽エネルギーというようなものを取り上げております。これの推進とですね、推進を

行ってですね、例えば今の赤瓦の景観にですね、太陽光パネルがずらりと並んでしまうとどうで

しょうか。まあ、あのぅ、価値観の問題もあるかもしれませんが、私は、あのぅ、興醒めがしま

す。あのぅ、島根県もですね、島根県の景観ということで石見地域は赤瓦の景観というものを石

見地域の特徴的景観として取り上げて赤瓦の景観というようなものを残そうと、あるいは創造し

ようというふうに推進をしております。これは、あのぅ、県の景観推進室で作った赤瓦という冊

子です。町長見られたことありますか。こういったことを県の方もですね、赤瓦の景観を残して

いきましょうというふうな取り組みをしております。それから、あのぅ、まちづくり基本条例で

いう、伝統文化、暮らしの伝承というふうなことから言いましても、今朝ほど来も話が出ており

ましたが、地域の景観を、特色ある景観を残していくんだというふうなことで、そういった点も

踏まえた共通認識が必要だというふうに考えます。して、まあ、啓発かっ、啓、意識改革、意識

啓発が進んでですね、町民の皆さんが、の意識が高まった段階で県の景観条例で定める景観形成

住民協定であるとか、あるいは景観法で定めるところの景観計画区域を策定をして最終的に町の

景観条例を策定するというふうなところまでを目指したような、一つの行動計画と言いますか、

そういうふうなものを考える必要があるんではないかというふうに思うわけですが、町長の見解

を問います。

はい、議長。●石橋町長（石橋良治）

はい、石橋町長。●議長（三上徹）

先般も、あのぅ、マスタープランを、の答申いただいた委員長さんがおっし●石橋町長（石橋良治）

、 、 、 、ゃってましたけども この町 例えば於保知盆地はすごいんだけども それが条例なくてですね

条例なく、の規制がなくて自然に赤瓦を使って自然な白壁を使っている、その町民性、素晴らし

いですねってこうおっしゃったわけですね。で、やっぱりそういった風景っていうのは私は大事

にしていきたいわけでありますけども、私は新年度からは、まあ、いろんな切り口があろうと思

いますけども、まあ、この石見地域で言えば三か村のこの於保知盆地、なんとしてもこの大事に

していきたいところであります。その切り口としてはこれは歴史的遺産だというふうに私は思っ

ておりまして、そのことについての啓発をですね、今教育委員会にお願いをしております。と申

しますのは、先、先日の山陰中央新報の瞑想という欄にですね、この於保知盆地の素晴らしさが

出ておりました。邑南町の矢上盆地、まあ、ここは矢上盆地とこう書いてありますけども、至る
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ところで鉄穴流、鉄穴流しが行われ周りを削られて残った丘が島のように点在する、これはです

ね、鈩の跡でありまして、こんな風景は日本全国少ない、もうないよということで、これは島根

県の中山間地域研究センターがこのことをですね、この盆地を評価されて、このいわゆるこの地

形を航空写真に組み込んで県民に分かれやす、分かりやすいように映像化にしていくというよう

な記事がありました。これはありがたい話だなあと思っておりますし、それから一方では奥出雲

町を中心にですね、鈩、そういった製鉄というものを世界遺産にしようじゃあないかと、まあ、

こういう動きもあるわけであります。まあ、そんな中でやっぱり仰るように、先ずはここに住ん

でいる方が、この地域、地形が何故こういうふうに出来たのかという歴史的な過程、そういう価

、 。値こういったものをやっぱり感じ取って貰わなきゃいけない これに気づいてないと思うんです

したがって、新年度は取りあえずはこういった於保知盆地の素晴らしさを歴史的なところから、

評価して貰うために山口大学の貞方先生というのがいらっしゃいますので、この方を呼んでです

ね、やっぱり後援会を開いてくれと、まあ、こういうふうに教育委員会に今お願いをしておりま

すが、たぶんこれは実現されるというふうに思います。まあ、こういったところからやっぱり議

員が仰るように意識改革、意識啓発、こういうことを進めていってですね、やはりこの景観を守

っていくというようなところへですね、繋げて行かなきゃならんなあと、これも時間がかかる問

題ではありますけれども大事な大事な大きな問題であります。以上でありますが。

議長。●中村議員（中村昌史）

はい、中村議員。時間が迫っております。●議長（三上徹）

はい、最後にします。あのぅ、町長言われるようにですね、あのぅ、町民の●中村議員（中村昌史）

皆さんのこう意識、認識の問題でございますので、一朝一夕でとてもできることではないとは思

いますが、あのぅ、町としてのですね、そういった、これもやっぱり一つの方向性ですね、長い

目でその地域の伝統文化、先ほど言われた歴史的景観というのには私は必然性があるんだと思う

んです。こういう景観が出来上がった必然性というのが歴史的にずっとあるんですね。で、そう

いったものも含めて、町としてこういうふうに考えていこうという方向性を示すことが重要では

ないかというふうに思います。まあ、今年から先ほど言われた山口大学の先生をお呼びして勉強

会を始めようというふうなことを考えておられますようですんで、そういったことをますます進

展をしていただくことをお願いして質問を終わります。

以上で中村議員の一般質問の持ち時間は終了いたしました。ここで休憩といたしま●議長（三上徹）

す。再開は２時２５分といたします。

―― 午後 ２ 時１６分 休憩 ――

―― 午後 ２ 時２５分 再開 ――

それでは再開をいたします。続きまして一般質問順位第４号大屋議員登壇をお願い●議長（三上徹）

いたします。

議長。●大屋議員（大屋光宏）

はい、大屋議員。●議長（三上徹）

議席番号１番大屋光宏です。この度の、あのぅ、大震災につきましてはまだ●大屋議員（大屋光宏）

まだ、あのぅ、被害の状況全容が分からないところでもありますし、あのぅ、二次災害原発等ま

だまだ、あのぅ、鎮圧、災害が鎮圧できてない状況で、私たちも、あのぅ、遠方でもあり、ただ

ただテレビを見てるだけ、まあ、無力だなあというふう思いを持ってますが、あのぅ、電気等足

りない部分もあるみたいです。まあ、少しの節約と後は普段の生活の中でなんらかの形で経済活
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動に携わってますんで、少しの努力によって早期の復興に向かうのじゃあないのかなあと思って

おります。で、今回は、あのぅ、一般質問３点、大まかに三つ用意しとります。順番に進めてい

きたいと思います。１点目は、あのぅ、駐在所の廃止についてです。で、町内では、あのぅ、２

１年の３月に阿須那の駐在所が廃止されて、この度また再度高原の駐在所が廃止されるっていう

こととなってます。で、まあ、これは警察の方がやられることではありますが、町として警察の

方からこの廃止理由というていうのはどのように聞いておられるのか。で、また、あのぅ、３月

９日付けの山陰中央新報の記事ではありますが、駐在所の統廃合の記事がありました。で、その

中で駐在所の統廃合は警察署の初動体制を強化し、犯罪の対応、広域化に対応するのが狙いって

書いてありました。で、ここまでは、まあ、理解できる話ですが、その後に警察官２千人未満の

同規模県警に比べて駐在所が最も多く事件事故の発生状況や人口、道路事情の変化など考慮し、

年次的に進めているとありました。で、まあ、あのぅ、邑南町においては、あのぅ、川本警察管

内、阿須那、高、あのぅ、この度の高原駐在所の廃止は、あのぅ、広域パトロールの強化という

話もあったと思います。ただ一方で新聞記事には年次的に進めているということも書いてありま

す。で、まあ、高原駐在所の廃止っていうのは年次的に見て途中経過であるのか、これでその川

本警察署管内はお終いなのか、そのあたり、まあ、警察の方からまだまだしますよっていう話は

無かったとは思いますが、まあ、あのぅ、町長なり担当課長が説明を聞かれた中でどのように感

じておられたのかを質問したい、します。

番外。●日高総務課長（日高禎治）

はい、日高総務課長。●議長（三上徹）

１番大屋議員さんの方から駐在所の件でご質問をいただきました。高原●日高総務課長（日高禎治）

駐在所の廃止理由をということでございますが、まあ、先ほど議員おっしゃいましたように駐在

所につきましては既に阿須那駐在所が廃止され、この度、高原駐在所が３月末で廃止されること

となっております。いずれも駐在所が廃止されることにあっては、町として議会とともに、人口

が減少する中で少子高齢化が進展している中、地域の皆さんが潜在的に担ってこられて、きてお

られました、まあ、防犯機能が低下している、きているようにも思われ、駐在所が防犯の観点か

ら大きな役割を果たしてきていただいていることなど、そうした意味で地域の方々の思いとあわ

せて、存続要望書を提出するなど強く存続に対して要望してきたところでございます。先ほど議

員さんおっしゃいましたように、川本警察署からは駐在所の統廃合は、警察署の初動体制の強化

と犯罪の多様化、広域化に対応するに当たって、川本警察署機能の充実に取り組むことから、駐

在所の廃止の方向を打ち出されたように伺っております。先ほど申しあげましたように、駐在所

につきましては、地域密着型の安全、安心を守る上で、その存在は欠かせないものとの認識は変

わっているわけではございません。現実に廃止化されました阿須那駐在所や今後予定されている

高原駐在所管内の住民の方々の不安は、大きなものがあるよう、ものと思っております。高原駐

在所の廃止にあたって、川本警察署にあっては、出羽駐在所がその管轄を受け持ち、パトロール

やご家庭の訪問を行うことにするように伺っております。また、その廃止をされました駐在所の

勤務員の方々を川本警察署に配置をされまして、川本警察署管内全域を担当するパトロール係、

これを増強すると、そうして夜間、休日における、あのぅ、パトロール活動の強化を図ることと

されているというふうに聞いております。また、あのぅ、駐在所連絡協議会というのが設置され

ておりまして、今後は高原地域は出羽駐在所がその地域の主体となって、高原地域の皆さんも一

緒になって防犯などに対して取り組んでいただくような形をとられるようお聞きしております。
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それからまた今後の駐在所の廃止については、私の方聞いておりません。私というのは町の方は

聞いておりませんのでよろしくお願いいたします。

はい。●石橋町長（石橋良治）

はい、石橋町長。●議長（三上徹）

駐在所の廃止経緯等々について今総務課長の方から話があったわけでありま●石橋町長（石橋良治）

すけど、阿須那の駐在所を廃止したいというときにですね、私は当時の署長さんに確認したこと

、 。は 今後県警として駐在所をどういう観点からおいていくのかということを確認をいたしました

署長さんはおっしゃるにはですね、一つは県境にある駐在所あるいは市町村境にある駐在所、こ

こはとにかく守っていくんだと。そして人口の多い駐在所は、従来どおり置いていくんだとこの

原則はしっかり守っていきますよということであります。で、したがって、まあ、そういうこと

、 、 、 、 、考えると 例えばですよ 日貫は浜田市と境 接してますし 田所は広島県と接しておりますし

それから口羽はそれも広島県と接しておりますし、井原も川本町と接しておりますし、当然人口

の多い矢上、田所等はですね、当然必要なわけでありますから、まあ、これ以上の廃止は無いな

あというところで確認をしたわけであります。で、その後、まあ、高原駐在所を廃止したいとい

う話が実はあったわけでありまして、ここはですね、どうも私も納得しかねると、阿須那が無く

なって次、またやるのかというところでありましたけれども、出羽と含めて考えていきたいとい

うことでありましたが、地元の自治会長さんと一緒になってですね、陳情、要望、残してくれと

、 。 、いうことを行いましたけども叶わぬことが 叶わぬようなことになったわけであります それで

まあ、県警も人事異動がこの度あって、新しい署長さんが挨拶に来られましたけれども、私はも

う一回ですね、聞きました。もうこれ以上ないんですねということを申しあげましたらば、あり

ませんということで私はその場で聞いております。したがって、無いということは言えるんじゃ

あないかというふうに思います。

議長。●大屋議員（大屋光宏）

はい、大屋議員。●議長（三上徹）

はい、あのぅ、地域にとって、やはり私も、あのぅ、駐在所というのは必要●大屋議員（大屋光宏）

だと思ってます。あのぅ、重要性をしっかり訴えていただいて当然今後もこれ以上の廃止はない

ようにことあるごとにしていただきたいという思いは十分持ってます。で、その中で、まあ、住

民は駐在所が必要だっていう思いがありましても警察はそうじゃないよっていう思いを持ってい

るのかどうか分かりませんがそこの部分の説明っていうのが、一つもない。で、例えば今回、え

えと高原駐在所が廃止になるということは阿須那、高原、八色石、布施のあたり大きな空白地帯

ができます。で、高原の分は出羽がカバーしますという説明であっても、前回阿須那が無くなっ

たときに、例えば阿須那には学校が二つある、で、緊急時どうするんですかっていうのが議会で

も一般質問の中であったんだと思います。でそりゃあ、まあ、あのぅ、一般的な話として１１０

番で警察にいけば警察の方から当然パトカーなり最寄りの駐在所に連絡する、をする、で阿須那

は口羽が担当であって口羽がもし留守であれば高原の方に連絡をするっていう話だったと思いま

す。で、今回、高、高原が無くなる、ということはそこの部分に大きな空白ができる。で、川本

署からすぐ来れば良いですけど、八色石を通ってという道は皆さん分かるとおり十分良い道でも

ありませんし、県道の浜田作木線についてもまだ改良途中、で、井原の駐在は車輌が無いと思い

ます。あのぅ、パトカー持ってないと思います。行くのであればバイクでいくような状況で恐ら

くその地域の住民の方は大きな不安があると思いますし、新聞では、あのぅ、住民の同意が得ら
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、 。 、れたというようなことが書いてありましたが 十分な同意ではないのではないかと思います で

一方で、あのぅ、広域パトロール化をした成果がどれだけ説明がされてきたのかなっていう思い

があります。あのぅ、まあ、町長なり担当課長が警察から、あのぅ、方から説明受ける中で駐在

所を無くしたけど、広域パトロール隊ができた、で、結果としてそのパトロール時間が、その、

、 、 、 、 、 、この この地域では増えたのか減ったのか 犯罪が増えたのか減ったのか で 例えば あのぅ

よく使われるのは１１０番の通報があってから現地にと、あのぅ、到着までの時間、一般的には

ディスポンスタイムというみたいですけど、この時間が短くなったとかそのパトロール隊にした

方がこんなに良いんだよっという説明っていうのは現実としてあったんでしょうか。その点につ

いて質問します。

番外。●日高総務課長（日高禎治）

はい、日高総務課長。●議長（三上徹）

先ほどお答えいたしましたように駐在所というのはやはり地域にとっ●日高総務課長（日高禎治）

、 。 、て 地域密着型の防犯ということでは非常に重要なものという認識は変わっておりません まあ

その中で二つ、阿須那駐在所は既に廃止され、また今度高原駐在所がということでございます。

まあ、その中で、その広域の、まあ、大きな空白ができるということで、その中、広域パトロー

、 、 、 、 、ル化の結果どうだったかということでございますが あのぅ 邑智の守り これはですね まあ

今後高原駐在所は今からということになりますので、その結果が出て来るかどうかは分かりませ

ん。ちなみにですね、１９年から２１年までの、あのぅ、刑法犯に関することなんですけども、

１９年が９０件、これは邑智郡でございます。２０年が８５件。２１年が９０件ということで、

邑南町は年々５件ずつぐらいちょっと増えております。全体的にはですね。で、まあ、それがこ

の駐在所があることによって起因したものかどうかというのは私も判断できかねます。ただ、あ

のぅ、やはり２６１号とかですね、そうしたものが通っておるということで、まあ、県外から入

りやすくなっておるという状況はあるのではないかなというふうにはお聞きしておりますが、ま

あ、そうしたところです。で、広域パトロール化についてこれが入ったからどうこうという結果

はまだ私も聞いてはおりませんが、いずれにしても今、ええっと５名体制、それを６名の体制に

今度もっていくというように、ええっと４名が５名でしたか、６名でしたか、というようなこと

で、昼夜そういうパトロールをしていくということを聞いております。まあ、確かに、あのぅ、

夜間パトカーが走っておるのを私もよく見ますし、そうした会合等出かけたときにもそうしたの

、 、が回っておるという意味合いは実態としてみておりますが それがその以前よりも良くなったと

という効果については聞いてはおりませんので、まあ、今後になろうかと思っております。以上

でございます。

はい。●石橋町長（石橋良治）

はい、石橋町長。●議長（三上徹）

昨年だったと思いますけども、署長さんと町村長で、会合する会がございま●石橋町長（石橋良治）

。 、 、した そこで阿須那が廃止になったんだけど２年目になるんだけども 阿須那はどうなんですか

実際に犯罪は増えているんですかって言ったら、全くありませんということを署長はおっしゃっ

ておりました。それは、あのぅ、恐らくよく、あのぅ、防犯、地元の防犯体制も、まあ、少し意

識をしてですね、良くなったんかも知れませんけども、犯罪件数そのものは全くないということ

、 、 、 、 。 、 、を まあ 署長さん まあ おっしゃってたのは良く記憶に覚えております まあ 要は今後は

あのぅ、高原の問題だというふうに思いますけれども。
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議長。●大屋議員（大屋光宏）

はい、大屋議員。●議長（三上徹）

まあ、あのぅ、地域にとって駐在所の方がより防犯上良いのか、広域パトロ●大屋議員（大屋光宏）

、 、 、 、ールの方が良いのか 本来であれば警察の方がしっかり あのぅ 広域パトロールの方が効果的

的である、まあ、効果が出てますよという説明をすべきところだと思います。で、ただ、まあ、

地域として人口も少なくて元の、あのぅ、犯罪件数も少ないもんで効果があった、無いっていう

のが言いにくい部分があるのかと思います。で、一つの例なんですが、あのぅ、邑、邑智郡内交

通死亡事故、あのぅ、皆さんパッと頭の中でイメージした中で毎年何件か起こってるっていうイ

メージがあると思います。あのぅ、邑智郡程度の人口３万人いるかないかの人口であれば実際は

殆どの年が死亡事故ゼロであってもおかしくない。ただ現実的には毎年起こってる。で、平成１

０年以降もずうっと起こってたと思うんですが、あのぅ、警察の方で平成１８年１９年ごろだっ

、 、 、 、 、たと思います あのぅ オレオレ詐欺とか振り込め詐欺のような あのぅ 高齢者が対象となる

あのぅ、犯罪も増えた、で、交通事故全体に高齢者が拘わることも増えてるっていうことで、あ

のぅ、戸別訪問、高齢者宅の、お宅を一軒一軒警察の方が回ってその注意喚起された時期があっ

たと思います。ありました。で、１回じゃなくて２回、３回、回るということですごく力を入れ

られました。で、結果とし、その結果がどうか別にしても、実際に平成２０年、２１年というの

は死亡事故はおきてません。で、阿須那を廃止してパトロールを強化したのが２１年からだと思

います。せっかくやって事故がゼロでしたけど、パトロールにしたら２２年にそれぞれの町で１

件ずつ、郡内で、まあ、川本署管内で３件の交通死亡事故が起きてます。で、まあ、因果関係は

どうだって、まあ、何とでも言いようがある話かも知れません。で、ちなみに、あのぅ、愛知県

というのは交通死亡事故が全国で一番多い県でした。で、昨年度、ええと、ええと２１年に比べ

て２２年は３０年、あのぅ、３０人の減少で１９７人の死亡事故ということで大幅に減らしまし

た。で、その対策って愛知県は何をしたかというと、その事故に拘わってるのは高齢者が多い、

だからもうとにかく、あのぅ、戸別訪問をして事故、あのぅ、注意喚起を呼び、呼びかけよう、

要は島根県、あのぅ、島根県がやったことを愛知県もまねして実現をできてる、ということはこ

の地域にとって防犯ってことはパトロールで回るよりは地域の絆を大事にして、駐在所の人が地

域の繋がりの中で高齢者に対して、個々の住民に対して呼びかけをするっていうのが一番効果が

。 、 、 、あるっていう実例だと思います ただそうはいっても あのぅ 駐在所が無くなった現状の中で

私は、まあ、駐在所があったほうが良い、このまま無くなってパトロールで、そりゃ外から来た

人は安信感があるかもしれないけど、住民は不安を感じる部分がある、それは行政として何らか

の形で取り除かなければいけない。で、町長は先ほど話されたように、阿須那の駐在所が無くな

ってどうだったか、犯罪は増えてないと警察は言われた、現実は地域の人が防犯ボランティア等

で努力した結果なのかも知れない。そのへんを踏まえると、あのぅ、過去１度、あのぅ、県が犯

罪のない安全で安心なまちづくり条例っていうのを制定された時代に、あのぅ、町としてもこう

いうものを作ったらどうかという検討された時期があったと思います。その防犯ボランティアを

育成するとか、で、今ある、あのぅ、防犯ボランティア同士を横の繋がり、情報を連携して活動

強化する、そういった中で地域の防犯をいかに保った、べきかっていうのを検討された時代があ

ったと思います。で、今また、あのぅ、駐在所がこう無くなってきた中で必ずしも、まあ、この

、 、 、 、 、条例っていうわけじゃあないですけど こういった条例を作るなりして 再度 あのぅ 地域の

まあ、警察が出来ない部分は自分たちでやってもらうっていう体制を整える必要があると思いま
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すが、あのぅ、話を聞かれた中でこういう必要性というのはどのように認識されてますか。あの

ぅ、条例を作って支援、まあ、条例を作るなり考えて支援すべきだと思いますが、その点につい

て質問します。

番外。●日高総務課長（日高禎治）

はい、日高総務課長。●議長（三上徹）

ええっと、ご質問はその安全安心なまちづくり条例の制定というような●日高総務課長（日高禎治）

ことでボランティア団体の育成をということでございますが、その前に交通事故のお話がござい

ました。先ほど議員さん仰いましたように、邑智郡内の死亡事故につきましては、平成１２年か

らずうっと毎年１名から５名の範囲以内でこう動、動いておりましたけど、２０年２１年につい

ては、死亡者というのはありませんでした。まあ、島根県全体でもこれは、あのぅ、死亡事故と

いうのは減少してきておるのが現状でございます。ただ、まあ、２２年に入りまして邑南町でも

その死亡事故がございました。ええっと、まあ、これは駐在所との因果関係というのは私もはっ

きりとは分かりませんけども、そうした地域のみま、見回りと言いますか、そうしたことでのこ

とも起因するのかも知れませんけども、たまたま廃止された阿須那駐在所管内の方が亡くなられ

たということではございません。ですからそうした因果関係というのはちょっと私の方お答えで

きないと思います。まあ、そういう中で安全で安心なまちづくり条例の制定ということでござい

ます。まあ、あのぅ、こういうふうに防犯の面からですね、住民の方々の安心安全を考えるとき

、 、 、 、 。 、には まあ 様々な案件があると思いますが まあ いつどこで発生するか分かりません まあ

先般も、あのぅ、昨年ですか、県内で凶悪な事件が発生して、不幸にも、その犠牲になられた方

がございます。こうしたことが１件も発生しないことが望まれるわけでございます。まあ、その

中でですね、青少年に関する防犯活動としては、まあ、今邑南町で学校への登校、登下校時に見

守り活動を行っていただいている青色パトロール会員が年々増えてきております。現在１１９名

の方講習を受けられており、まあ、１０８名の方が活動に従事されておるように、ております。

まあ、この子どもの見回りだけでなくあわせて地域の見、見守りなど、あのぅ、まあ、見回りで

すが、ボランティアとしてご協力いただいておると思っとります。まあ、こうした中、おっしゃ

るように高齢化が進むんでおります。まあ、地域の防犯体制も更に充実していくためには、こう

したボランティア活動は重要な意味を持っておるものと考えます。ご提言と言いますか、以前か

ら県の方からも言われておりました安全で安心な町づくり条例の制定でございますが、これは、

まあ、総務課所管ということで以前検討し、案の段階まで事務は進めたところでございます。あ

のぅ、そうした会議にも出向いて、パブリックコメントではございませんが、意見を聞きながら

案を作っておりました。まあ、こうした中で平成１９年３月に邑南町では、邑南町まちづくり基

本条例を制定をしたとこでございます。これは、まあ、邑南町の上位条例と位置づけてあり、具

、 、体的に防犯という用語を使っておりませんが 趣旨としてはこうした意味合いを含む大きなもの

意味合いを含んで大きなものとして作られているものでございます。第２条の用語の定義の中に

も、まちづくりとはとございまして、町民が安心して安全に暮らせ、心豊かに生活できる環境を

作るための取組をいうということでまちづくりというものを定義しております。そのまちづくり

に関しての基本原則などが、それぞれその条例には規定されております。条例という観点では、

議員の意味合い、おっしゃる意味合いとしては、防犯という個別条例の制定のご提案と受けさせ

ていただきますが、この現在もっております町づくり基本条例はそれら様々なまちづくりが集約

してありまして、安全で安心なまちづくり条例を提案するというところまで今至ってない状況で
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ございます。まあ、今後、いかに住民方々との協働によりこうしたことへの取り組みを強化する

体制をつくり上げていくかという実践に向けて動いて行くことが重要であると、私の方考えてお

ります。まあ、住民の方々と協力しながら、話し合いを持ち既存の団体、コミュニティと位置づ

けてありますけども、まちづくり基本条例では、そうしたものを中心に防犯体制の強化を図って

いきたいと考えております。なお、あのぅ、今回の町長の施政方針でも述べられましたが、自治

会などを中心に自主防災、防災組織の組織化を進めております。これらは防災だけでなく防犯に

も結びついていくものではないかと考えております。先ずはこうした取り組みを更に進めていき

たいと考えておりますのでよろしくお願いいたします。

はい。●大屋議員（大屋光宏）

はい、大屋議員。●議長（三上徹）

ええっと、あのぅ、まあ、駐在所が廃止されるって聞いた時点で人口も少な●大屋議員（大屋光宏）

い町だし、その過疎の中でやむを得ない、まあ、警察のたぶん職員も減っているんだろうという

みんな思いの中で受け入れた部分もあると思います。で、警察の、県、島根県警においても、あ

のぅ、警察官の数が決して減ってるわけではないと思います。あのぅ、なかなか、あのぅ、島根

県警というのは情報がホームページにも出てなくて、その、まあ、定員は過去増えたって聞いと

るんですが、実際今何人で過去の推移がどうだって断定は難しいんですが、あのぅ、恐らく住民

の人が思っているほど、あのぅ、決して警察官の数が減ってるわけでもない。で、その他県に比

、 、べてその駐在所の数が多いから少ないからっていうことも警察の方は言われてますけど やはり

あのぅ、高齢化がこれだけ進んで、その島根県の特徴のなか、あのぅ、中山間地で面積も広い中

で、じゃあいかに防犯をしていくかっていう中で、考えたときに、その駐在所のあり方というの

は必ずしも他県と同じでなくても良いんだと思います。で、そのへんもやはり、あのぅ、町とし

てしっかり認識をもってもらって、ことあるごとにやはり、あのぅ、減らすのだけが良いわけじ

ゃあないと思います。で、まあ、また減った分については、その行政、今度は町としてフォロー

していかなきゃいけない部分につきましては、その必ずしも条例を作んなくても、そのその都度

やはり検討してもらって、どういう形でフォローしていけば良いのかっていうのを考えてもらい

たいと思います。で、あのぅ、さっきから何度か出ましたけど、あのぅ、住宅マスタープランの

中でも、あのぅ、定住なりこの地域のことの中で、あのぅ、防犯に対する意識、あのぅ、不安を

感じるというとこである程度の回答があったと思います。で、単純に、あのぅ、警察の方がおら

れる、おられないだけじゃあなくて、防犯灯の数、まあ、町が夜明るい暗いもあるんだと思いま

す。そのへんも含め、含めて、あのぅ、必要な都度検討していた、いただいて地域の安全が守ら

れるように努力をお願いしたいと思います。で、続いて、あのぅ、農林商工等連携ビジョンと今

後の農林業振興について質問します。で、今回朝から、あのぅ、何度かあったように農林商工等

連携ビジョンがでました。で、この中のキーワードじゃあないんですけど、ちゅう、あのぅ、過

疎地域自立促進計画の中にも六次産業という言葉を使っておられます。で、まあ、あのぅ、わざ

わざ、あのぅ、項目、産業という項目の中で、農業、林業、水産業、商工業、そのあと６番で六

、 、 、 、 、 、 、 、次産業 あ すいません ５番で六次産業 括弧して観光 地域産品の販路か 開拓って まあ

その六次産業の今後の振興対策として農林商工等連携サポートセンター設立等を計画の中に書か

れていました。で、まあ、六次産業の振興と農林商工等連携ビジョンというのは密接な関係があ

るのかなあと思いましたら、農林商工等連携ビジョンの中では最終的には、まあ、あのぅ、Ａ級

グルメであるとかいう話は出て来るんですが、六次産業の振興、まあ、農業の六次産業化ってい
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う項目、ことについては具体的に書かれてる部分がほぼなかったんではないのかなあと思ってま

す。で、あのぅ、まあ、ちょっと整理のためではありますが、農林商工等連携ビジョンと国の六

次産業化法、まあ、あのぅ、法律でなくても良いですけど、六次産業の振興との関連はどのよう

なものであるのか、で、あわせましてその農林商工等連携ビジョンを実現するために、その農林

漁業者に求められるものは何か、まあ、ある物を使ってこうするんじゃあなくて、もっと農林業

もこうして欲しいというものが、思いがあるのかどうか、あのぅ、２点質問します。

番外。●東定住企画課長（東義正）

はい、東定住企画課長。●議長（三上徹）

ご質問の農林商工連携ビジョンと、まあ、国で言いますの、六次産業化●東定住企画課長（東義正）

法との関係でございますが、まあ、本町が策定しております農林商工等連携ビジョン、これは、

あのぅ、平成２０年７月２１日により施行されております農林商工連携促進法というのがござい

ます。と、まあ、本年の３、３月１日より施行されております、地域資源を活用した農林漁業者

等による新規事業の創出及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律、まあ、これがいわゆる

六次産業化法であります。この内容を盛り込んだビジョンとしております。で、従来の農林商工

連携促進法につきましては、あのぅ、異業種連携の促進、強化ということで、農林水産省とそれ

から産、経済産業省、この２つの省庁が共同で新商品、サービスの開発を支援しており、してお

りました。まあ、どちらかと言えば、加工、販売を担当する商工事業者の収益たん、収益的な部

分でメリ、メリットが多かったのですが、あのぅ、今回言われます六次化、六次産業化法は農林

水産省が所管していることもありま、ありまして、農林事業者が一貫して生産、加工、販売まで

実施することを目的にこれ、この六次化法案は考えられております。具体的には、農業者の新商

品開発あるいは産業の支援あるいは、それから直営レストランの運営、又は森林組合、林業で言

いますと、森林組合と地元の温泉等が連携して、まあ、バイオマスエネルギーを導入するための

支援が農水省の打ち出す事業の中で掲げられております。まあ、本町もビジョンの中でも、具体

的なアクションプランが六次産業化法に伴う農林水産省の補助事業、委託事業に適合されるもの

が多くあると予想されますので、調査、研究を重ねて、事業をそれらの事業を、国の事業を活用

して、ビジョンの遂行に努めていくようにというふうに思っております。それから、まあ、現在

のと言いますか本町の農林業者に求められるものっということでご質問ですけども、まあ、ビジ

ョンの最終目標の一つに定住を掲げております。で、定住を戦略的に行っていく上では、基幹産

業の一つである農林業を切り口にしておりまして、雇用の場の確保あるいは新産業の創出、販路

の拡大、この３つを有機的に連携させていくことが、ビジョンの実現のキーワードになると考え

ております。まあ、あのぅ、町内で専業農家の減少あるいは新規参入農家の伸び悩みが見られる

ところです、ところで、まあ、今後、食える農業あるいは若い方に言わせれば、かっこ良い農業

といったような展開してこか、していくことが、若者の農業の関心を引くのではないかと思って

おります。ビジョンの中でも何度も謳っておりますけども、農林業者が生産加工販売に関わるこ

とで、自らが作る生産物に誇り持つことができるのではないかというふうに思っております。ま

あ、それで、あのぅ、農林業者さんに、まあ、具体的に言えばですね、今朝ほどの５番議員さん

のご質問にもお答えをしておりますけども、いわゆる新規就農者、今は研修制度で受け入れてお

りますけども、まあ、そんな新規就農者の受け入れ農家を、に手を挙げていただくとか、あるい

は指導の受け入れをしていただくとか、あるいは今後研究をする中で、必要な生産から販売まで

ですね、やろうとしたときに加工場であるとかそういった必要があれば、まあ、予算の許す範囲
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が、範囲でありますけども、そういった国の補助事業をちかい、使いながら、進められれば良い

なというふうに思っておりますし、いわゆそ、いわゆるノウハウですね、技術的な支援専門的な

ノウハウを提供する場もできれば良いなというふうに思っております。以上でございます。

はい，議長。●大屋議員（大屋光宏）

はい、大屋議員。●議長（三上徹）

あのぅ、ちょっと自分自身もこの農林商工等連携ビジョンであるとか六次産●大屋議員（大屋光宏）

業であるとか今一、あのぅ、曖昧すぎてよくわかんなくて、まあ、よくわかんないまま質問しま

したんで回答もよく分かったような分からなかった回答だったと思い、失礼とかいう意味じゃあ

なくて、あのぅ、これが、まあ、ある意味農林漁業のその振興策の実態なんだと思うんです。あ

のぅ、六次産業って話が出たときに過疎地域自立促進計画にこの言葉を載すことが適切かどうか

。 、 、 、 、っていう思いを当初もってました あのぅ ある方が勝手に作られた造語であって その まあ

農、農業が生産だけじゃあなくて流通にも加工にも販売、二次産業、三次産業にも進んでる、そ

のこういうこともやりましょうという、ただ例えだったんだと思います。で、いつの間にかそれ

が良い、こういうのが良いんだっていうことになって、挙げ句の果てに、あのぅ、元々は農業者

が二次産業、三次産業を取り込んで加工流通やることが六次産業っていう人から異業種が入って

、 、 、 、 、 、 、 、来ること まあ ここ あのぅ 一般的には あのぅ 他産業からの農業参入というか あのぅ

も、含めた形、あげ、まあ、最終的には農林商工連携まで六次産業だみたいな、わけがわかんな

くはない話、ただ、まあ、そうはいってもその世間から見たときにこの景気が悪いこの中で六次

、 、産業であるとか農林商工連携っていうのはその地域の新たな活性化になるんじゃあないか まあ

定義云々じゃあなくてそのほんとにこれをやることによって、農業が振興されるとか新しい雇用

が生み出されるんであれば素晴らしいことじゃあないかっていう期待感も大きくあった。そうい

う意味では、まあ、言葉の定義云々を問うべきでもないし、そのこういうものが出来たときはや

っぱり全体として支援してその目、目的が達成されるように努力しなきゃいけないという思いが

あって今回の質問に至ったわけです。で、まあ、何が欠けて何がどうだっていったときにその六

、 、 、次産業っていう話もそうですけど 農林商工等連携ビジョン じゃあ農業者は何をすれば良いか

で、あまり、まあ、具体的な説明は無かったんだと思います。で、ビジョンの中で背景趣旨で本

町において基幹産業である農林業の再生こそ今後の生き残りに向けた唯一の戦略である、で、最

終的に、あのぅ、課長が説明、あのぅ、答弁されたとおり農林商工等連携を、まあ、手段として

基幹産業である農林業を中核とした産業振興を推進し、でここまでが、まあ、やっぱり農林振興

が推進が目的なんだと、で、結果として定住とかがついて来るんだと思うんですけど、先に定住

とかの話があって、まあ、最終的に農業が、まあ、農林漁業の振興と言っとれば補助金がいくら

でもつく、まあ、予算が取りやすい、で、議会としても反対はし難い部分、まあ、住民の人もそ

うなんだと思います。で、何が一番足りないのかなあと思ったときに、朝、町長が、あのぅ、地

産地消の中で宣言の中で言われたその住民盛りあげる、盛り上がり、ここでいうと農業者の盛り

上がりなんだと思います。あのぅ、いけてる農業ファッションショーやっても、やってるところ

は盛り上がってるけど、現場の農業が盛り上がってるか、よしこういうことをやってもっと人を

呼ぼうよ、生産盛んにしようというそういうのがないわけです。で、今回は、まあ、連携ビジョ

ンということで、役場の中でいうと定住企画課と現在では農林振興課が連携すべきとこだと思い

ます。で、農業者の方からするとこれを、まあ、成功させるために応援なりをすべきなんだと思

うんですけど農林振興課としてはこの連携ビジョンを具体的に成功させるために農業者に対して
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何を指導して何を求めなきゃいけないっていう考えはありますか。

番外。●坂本農林振興課長（坂本敬三）

はい、坂本農林振興課長。●議長（三上徹）

農林振興課として、まあ、このビジョンにどういうふうに対応する●坂本農林振興課長（坂本敬三）

かというお話であろうかというふうに思います。午前中の部分と、まあ、少し重複をいたします

が、ビジョンを読んでみますと、まあ、農林業としての役割は食という一つのキーワードを元に

して、まあ、それをネットワークする一つの、まあ、分野だというふうに位置づけをされており

ます。そして、農産物の加工でありますとか調理でありますとか、販売、まあ、いわゆる六次産

業ということだと思いますが、まあ、これらを視野に入れて、まあ、最終的にはその食から定住

に結びつけていくんだということが、まあ、底流に流れているというふうに思います。で、我々

の方は、まあ、農林振興課ですから、農業の方の切り口からどうしても入るわけでけれども、あ

のぅ、六次産業という言葉自体は、まあ、農林水産省の方から出てきているわけでして、この元

になっているのが一つは国内の食品マーケットが非常に小さくなってきていること、それから農

業生産額も落ちてきております。それに伴って農業所得も下がってきている、で、このままだと

農山村が疲弊してしまうので何とかそのそこを甦らせようと、そのための方策として一つは、付

、 、 。 、加価値を上げていく もう一つは 未活用の資源を何とかその表舞台に出していく もう一つは

販路の拡大という、まあ、三つの大きな方策をやりませんかということが六次産業化というふう

な位置づけに我々はとらえております。で、具体的には、あのぅ、定住で作っておりますこのビ

ジョンの最後の方にありますような、推進体制の中に、邑南町農林商工等連携、まあ、サポート

センターというものができるようになっております。これ恐らく、あのぅ、４月から商工観光課

の担当になるんだと思うんですが、恐らくここでは、あのぅ、コーディネーターの役割でありま

すとか、あるいはプランナーの役割というのはここでできると思われますので、我々の方はそう

いうプランに基づいて、農家の方あるいは農業グループがある物を加工販売したいなというよう

なときに、そのときに必要な施設について、あのぅ、支援をすると、あるいは今朝方もありまし

たような堆肥とかバイオマスの有効活用を図っていくような部分のところで、まあ、我々が支援

をしていく、まあ、そういう関わりをこのビジョンとの間で、まあ、持っていくんだろうという

ふうに私は理解をしております。

はい。●大屋議員（大屋光宏）

はい、大屋議員。●議長（三上徹）

、 、 、 、 、●大屋議員（大屋光宏） あのぅ まあ 農業者として まあ 自分がという意味じゃあないですけど

やっぱり、あのぅ、基幹産業であればこういうものしっかり協力してやりたい、何をすれば良い

ですかって聞いたときに、なんで、あのぅ、誰もしっかりした、あのぅ、物をしっかり作ってく

れっていわないのかなっと思うんです。地産地消にしてもそうですけど、もっと安定的にできれ

ば長い期間物を作る努力をしてくれって、あのぅ、農林漁業者っていうのは基本的には生産者で

あって加工業者でもない、あたり前に、まあ、物を作る技術でその成り、あのぅ、成りたってる

産業である。そこに対して何故もっと、あのぅ、高い要求をしてその加工流通のためにこういう

物を作ってくれっていうことをいわないのかなっていう思いを持ってます。で、あのぅ、島根県

自体なんとなくそうなのかなあと思います。あのぅ、朝も話があったとおり、その市場で物を売

っても安くて駄目だから付加価値をつけてやろうっていうのは言われるけど、ちゃんとした物を

つくっとれば別にそんな必要も一切無い。反対に、まあ、付加価値もいくらでも高めることがで
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きる。もっと何か作る技術に拘る必要があるんじゃあないかなっていう思いがあります。で、今

回、あのぅ、ちょっと話が極端に飛ぶんですけど、あのぅ、宮崎県において口蹄疫が発生で、今

回鳥インフルエンザの発生がありました。で、断定することは、まあ、できない話なんですが、

その例えば宮崎県と愛知県、似たように豚もいる、鶏もいる県で、方やどんどんどんどん発生し

て鎮圧ができない。で、片や愛知県は１回の発生はあったけど、それで納まっている。まあ、島

根県は、あのぅ、鳥インフルエンザの発生はありましたが、まあ、近隣にその養鶏農家が少ない

。 、 。 、 、ってことで拡大せずに１件で納まってる で この違いっていうのは何なのか やはり あのぅ

何となく西日本っていうのは行政が生産者に対してもっとその作る技術に拘ることを指導してこ

ない、行政と生産者の関わりが薄い中で、その農業者に、農林漁業者に求められるのは作る技術

であり、経営する技術であるが、そこはあまり問わなくて結果として駄目でもそのこういったビ

ジョンを作っても最終的にできた、できないという話の中で、農業は天候に左右する、される産

業であるから、とかそういう言いわけをして済ましてしまう。で、鳥インフルエンザ等でも、ま

あ、しかたないわなあって、その自然のもんだからっていう部分もあるけど、やはり意識をある

程度してる県は納まっている。そうじゃない県は広がってるってというとこもあります。そうい

う意味でもっとその行政側の、が農業者に求めるのは作る技術であるんじゃあないかなあと思い

ます。で、あのぅ、さっき、あのぅ、課長が説明された中で、まあ、必ずしも同じことじゃあな

いんですけど、未活用の資源を発掘していかに活用するかの中で、もっとその邑南町でやってる

農業でその技術でもって良いところを先ず見つけ出して、それを広めていく努力をしないとこう

いったビジョンが達成できないんじゃあないかなあと思うんです。で、あのぅ、大っきいところ

が良い技術を持ってるってだけじゃなくて、伝統的に家庭菜園なりその直売所で売ってて規模は

小さいけどやってる人でもちゃんと毎年、毎年同じ時期に同じ物を、その畑をずらしながらずう

っと作る技術であるとか、いろんな技術をもっとられる。これをもっと調査してその町としてど

んな技術がある、で、今ＴＰＰの問題もある中でその輸入は反対といわ、やんなきゃいけないけ

ど、しっかりした技術があれば少々、あのぅ、まあ、輸入が入ってきて云々ってよりも現在でも

産地間競争がある中でやはり生き残りはそういうことが必要なんだと思います。で、農林振興課

としたらやはりこういったビジョンを側面、あのぅ、サポートする面でいえば技術をもう少し言

って、その技術を高めること、経営能力を高めることを指導するべきだと思うんですがその点に

ついてどう思われますか。

番外。●坂本農林振興課長（坂本敬三）

はい、坂本農林振興課長。●議長（三上徹）

仰ることは、まあ、よくわかります。あのぅ、六次産業の元々の切●坂本農林振興課長（坂本敬三）

り口はマーケット、先ほど言いましたマーケットが減ってる所得は減ってる生産額が減ってるか

ら次の一手を打つ出しましょうということであって、大屋議員さんが言われるのはそん、まあ、

そこまでしなくてもきちっとその生産の方をやっとけば大丈夫だよという、いうことなんですか

ら、そこの、まあ、出発点が、まあ、若干違います。確かに、あのぅ、言われることはよく分か

りますし、それから我々行政は、あのぅ、例えば私が、そういう技術があるわけじゃあありませ

んので、例えばそういう技術的なことは、農協なりあるいは県の普及部なりの担、あのぅ、担当

になるでしょうし、それから我々の方ではいわゆる構造を、生産構造をどうやっていくかとかい

うふうな部分の担当になろうと思いますので、今言われた趣旨は、まあ、よく分かりますので、

あのぅ、一度そういう普及関係の者とも話をしながら、煮詰めていっていきたいというふうに思
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います。

はい、議長。●大屋議員（大屋光宏）

はい、大屋議員。●議長（三上徹）

はい、あのぅ、まあ、物事二つ方法がありますんで、当然農業者、農林業漁●大屋議員（大屋光宏）

者の所得控除においてはいかに出来た物を売るかっていう、今の言った六次産業化の方法とやは

りしっかり物を作る方向、作る技術も高めながらやっていく、やっぱり二面性は必要なんだと思

います。出発点が違うとか考えが違うじゃなくてか、片一方じゃなくて両方でやっていかなくき

ゃいけない話であると思うんです。で、あのぅ、まあ、農林商工等連携ビジョンでこう実現する

中で農業振興と謳いながら結局それを足がかりに農林商工、まあ、定住企画課の方はやはり定住

の方に力を入れるんで、農林振興課の方はやはり、あのぅ、このビジョンを足がかりに定住とか

言いながら現実的にはやっぱり農業振興を実績として出していかなければいけないんだと思いま

。 、 、 。 、す あのぅ やっぱり農林商工等連携ビジョンでありますんで 商業だけが発展じゃあない 農

あのぅ、農林業も工業も全体がやっぱり発展するように広い目でみながらやっていち、行きた、

あのぅ、やって行きた、いって行きたいと、あのぅ、いっていただきたいと思います。よろしく

お願いします。で、もう一個、あのぅ、質問がありますんで、最後の質問に入ります。あの小中

学校の通学路の安全対策についてです。で、あのぅ、まあ、学校自体はその子ども達の登校につ

いて集団登校をするとか、あのぅ、通学路を指定する安全マップを作る等の対策をされていると

思います。で、町の方にも当然、そのいろんな会議なりその地域の方から通学路のあこが危ない

じゃないかとか、も、あこをもう少しなおさにゃいけないんじゃないかっていう話は来てるんだ

と思います。そういう面から通学路の危険か所の把握を、まあ、どのような方法で把握してるの

か、またその必要であれば補修改修等はどのように行っているのか、で、また、あのぅ、もう１

点、あのぅ、今年はたいへん雪が多くて通学路の除雪についてもいろいろなお願いがあったこと

と思います。あのぅ、歩道の除雪を早くしてほしい、まあ、できれば子ども達が学校に行く時間

の前にしてほしいという要望も多々あったと思います。で、地域によってかなり違うんじゃあな

いかとか、そのあたりの除雪体制はどのようになっているのか、２点質問します。

議長、番外。●細貝学校教育課長（細貝芳弘）

はい、細貝学校教育課長。●議長（三上徹）

最初に、あのぅ、私の方で学校教育の関係でございますので、子ど●細貝学校教育課長（細貝芳弘）

もの通学路のことについてちょっと触れてみたいと思います。先ほど、あのぅ、議員がおっしゃ

いましたように、あのぅ、各学校ではですね、安全マップを子ども達と一緒に作りまして、日々

危険な場所等周知していらっしゃいます。それと、あのぅ、これ、まあ、定例みたいなもんです

が、だいたい、あのぅ、危険か所につきましては二つの、三つの方法でだいたい入ってきます。

一つは、まあ、口頭によりまして学校や地元から、まあ、危険か所の報告があります。そうしま

すと、まあ、あのぅ、担当は一人なんですが、現場に出かけまして、写真等撮りまして危険の状

態を把握して、必要に応じて現課等にお願いし、予算等のお願いもあわせてやっているというよ

うな状況です。学校の中で瑞穂地域等、最近では石見地域もう１校ですが、今２校ですね、前々

から、石見地域は最近なんですが、あのぅ、学校での安全地域の、あのぅ、要望書というのを取

りまとめられましてですね、それを毎回出されます。これは相当なボリュームでして、ＰＴＡと

学校が共同で作成されます。それに基づきまして直ぐさまできることあるいは将来的にできるこ

、 。 、 、と等々整備して 町として文書をもってお答えしているような状況もあります それと あのぅ
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先に、あのぅ、防犯の話で総務課長からもちょっと話があったと思うんですが、１８年に実は、

あのぅ、１７年ごろだったと思うんですが、私もちょっとその当時いなかったんですが、町長の

方からですね、広島で非常に、あのぅ、子どもに対する事案があったために、あのぅ、子どもの

安全センターの設置の指示があったようです。で、１８年になりまして、その安全センターの設

置要綱を整備しまして、現在、まあ、１２支部来春は、まあ、１１支部になるわけでございます

が、島根県警のもと島根県警の、ごめんなさい、島根県警の、あのぅ、手続きがちょっといるわ

けですが、あのぅ、青色パトロールという、さっきもちょっと数字があがっとりましたが、それ

、 、 、 。 、 、を配備しましてですね 全地域洩れなく あのぅ 点検等で動いていただいてます で あのぅ

この安全センターの要綱の中にですね、学校通学路の安全点検というのがありまして、この安全

センターの皆さま方からも通学路の不備なところについてのご指摘等をいただいておるところで

ございます。それも、あのぅ、適時現場に担当ができ、出向きまして、先のように、あのぅ、現

課の方に報告しておるという状況です。それと先ほどちょっと触れましたですが、１９年からで

すね、地域ぐるみの学校安全体制推進員という名称で、元県警の方なんですが、スクールガード

、 、 、 。 、リーダー ちょっとエリアは広いんですがね あのぅ 全域を網羅していただいております で

たくさんの業務があるわけでございますが、その業務の中で学校敷地内の周囲からの出入り状況

に合わせまして、通学路等の問題等について報告をいただいてそれについても先に言いましたよ

うに適時対応しているというような状況です。積雪等の問題につきましてはまた、あのぅ、担当

課長の方からお答えがあると思います。以上です。

番外。●田中建設課長（田中節也）

はい、田中建設課長●議長（三上徹）

通学路特に歩道の除雪体制についてのご質問でございますけども、町内●田中建設課長（田中節也）

の国道、県道あるいは、あのぅ、県、町道に歩道が併設してあるわけでございますけども、この

除雪につきましては、毎年除雪計、除雪計画というものを策定いたしまして、まあ、通学路にな

っている部分の歩道につきまして、除雪することとしておるとこでございます。除雪の範囲でご

ざいますけども、まあ、延長で申しあげますと石見地域で１５．８㎞、瑞穂地域で１８．３㎞、

それから羽須美地域では３．５㎞、これをですね、除雪車１８台をもって、実施しているのが現

状でございます。通常の除雪作業でございますが、除雪計画に載せておりますように、作業の安

全上、これを考慮いたしまして、原則として日の出から日の入りまでということを除雪に、をし

ていただくようにお願いをしておりまして、歩道の除雪につきましても、早朝から作業をしてい

ただいとるのが実態でございます。しかしながら、あのぅ、早期に完了するように努力をしてい

ただいておりますけども、なかなか前夜からどか雪等がありますと、なかなか、あのぅ、先ほど

議員さん申しあげました、申しあげられ、申します、されましたように登校時までに除雪と、完

了するということはなかなか難しい状況があるのが実態でございます。まあ、あのぅ、今後、町

有機械等の整備を促進いたしまして、また更には民間の作業委託の範囲も広げながらですね、こ

ういったことを視野に入れまして、除雪体制の強化を図ってまいりたいと思っております。以上

でございます。

はい、議長。●大屋議員（大屋光宏）

はい、大屋議員。●議長（三上徹）

、 、 、 、 、●大屋議員（大屋光宏） はい あのぅ 子ども安全センター等で まあ 地域の住民からの意見だけ

だけじゃなくてそういったセンターの中でも危険か所を把握して、まあ、現地に赴いて必要であ
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れば修繕なりを対応しているという話だったんだと思います。で、除雪についても当然、まあ、

どんなに頑張っても、まあ、子ども達が登校するまでには無理がある、まあ、ただ整備は努めて

いきたいという回答だったと思います。ただ現実として危ないとこは危ないまま残る可能性もあ

りますし、除雪が間に合わなければ子ども達は、あのぅ、どちらかというと、まあ、どうしても

車道を歩かなきゃいけない、で、特にその集団登校といっても子ども達の数が減ってきますと、

その集団の数も少ないし、高学年の６年生か５年生がいれば良いけどいないとこは４年生以下、

３年生以下で歩くとこもある、で、そういった現状の中でじゃあどうしなきゃいけないかという

。 、 、のも考えなければいけないんだと思います で どうすれば良いんですねかって振れば良いのか

まあ、そういったずうっと思いをもっとる中でその大人は簡単にその子どもが車道を歩いている

から危ないじゃないかっていう話が当然多々あるんだと思います。反対に車を運転している人が

朝の通勤時間帯１０分なり２０分早く家を出て、子どもが通学する時間っていうのは７時半から

８時ぐらいの３０分の間、で、走っとるときに子どもが車道を歩いてれば一旦待つなり、子ども

が行く前に過ぎるなり、く、運転してる方が注意してもらえればそれで済む話なのかなあと思う

んです。で、町として必ずしも全部できるわけじゃあないし、そこまでする必要性があるのかっ

ていう思いも持ってます。で、あのぅ、例えばその中学校によってはその今の時期、もう少し早

い時期ですかね、あのぅ、部活が終わって、部活が例えば５時半だってもう既に真っ暗であって

その校門を出ると真っ暗でバスのとこも外灯もない、で、端から見ると外灯ぐらい付けてやりゃ

あという人もおられるし、じゃ子ども達どうしてるかっていうと暗いから危ないと思えば懐中電

灯を持って行くなり、自分で何とかしている。やはり、あのぅ、まあ、こういう今回も大きな災

害があったわけですが、自分たちで何とかすることも必要なのかもしれない、できる範囲であれ

。 、 、 、 、 。ば それが まあ 子ども あのぅ 小学生にとっては集団登校っていう手段なのかも知れない

で、あのぅ、災害において、まあ、そういうのを自助、互助、公助というみたいです。あのぅ、

自分でやることを自助、ほいで、間があって、公助っていうのは行政が助けてあげること、で、

今の質問の中は子ども達なり、学校が自助として集団登校する、危ないと思えば懐中電灯を持っ

て行く努力をしている。公的な部分で町は十分その除雪をできる範囲で頑張ってやってあげてい

、 、 。 、る 危険な場所を直している じゃあ間の互助はどうなのかっていうことなんだと思います で

あのぅ、一番最初の、あのぅ、駐在所が無くなる話の中でもそうですけど、やはり、あのぅ、地

域との繋がりの中で地域の人達がある程度守ってもらう、要は行政としたら地域の人にある程度

役割を果たしてもらうっていう仕組みも作んないといけないのかも知れないと思います。で、こ

、 、 。 、れが まあ 町長が言われる生活力なのか地域力なのかそういう部分もあるんだと思います で

どうしても子ども達の安全のために全て町として出来ないんであれば、もっと住民の人達に注意

喚起して、安全マップを学校で作ったやつを例えば地域にも出して、地域の人達も危険な場所を

知ってもらって、見守ってもらう方法。除雪も当然全部出来ないんであれば、登校時間中で、出

くわせば地域の人達がちょっと気をつけてもらうような注意喚起っていうのが必要じゃあないか

と思うんですけど、そういったのは、まあ、どこが担当して、どういうふうにされるのかはある

とは思うんですが、代表して町長そ、そういった、あのぅ、住民に何か求めなきゃいけない部分

もあると思うんです。そういうことも考えた中で、地域の安全というのをすべきだと思うんです

が、まあ、方法は私はどうしたら良いかわかんないですけど、そのへんはどう思われますか。

はい。●石橋町長（石橋良治）

はい、石橋町長。●議長（三上徹）
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あのぅ、行政ですべてカバーできるわけじゃあないわけですよね。で、仰っ●石橋町長（石橋良治）

たとおりであります。で、いかに地域で、そういった様々な危険も含めてですね、除去していく

。 、 、かということを地域で先ず考えてもらうということで自治会も発足したわけであります で 今

行政がお願いしているのは自主防災組織、で、今日話題になってる防犯も含めてですね、そうい

ったものをですね、先ず自治会で考えてもらう中で、今のような登下校の問題であるとか、除雪

の問題であるとかっていうことをやっぱり考えてもらって、足らざるところは行政の方に申し込

んでいただいて一緒になって共助の精神でやっていくっていうことが基本だろうというふうに、

まあ、思いますので、できるだけそのためには、行政が持ってる情報については、自治会の方に

もご提供していきたいなと、まあ、いうふうに思っております。ご案内のとおり職員担当制とい

うこともいよいよ４月からですね、発足いたしますのでそのへんも含めてですね、密にやってい

きたいなと、まあ、こういうふうに思っております。

議長。●大屋議員（大屋光宏）

はい、大屋議員。●議長（三上徹）

はい、あのぅ、今回町長の方からも日本一の子育て村っていうことでいろん●大屋議員（大屋光宏）

な、あのぅ、提案がありました。で、そういった中でやはり、あのぅ、子育て世代にとって子ど

も達の日常のすべてを見守ってあげることができるわけじゃあない、やはりある程度地域の方々

にそうやって支えてもらうことがほんとに安全であって、その医療費を無料してあげることも大

事だけどやはり子どもが外で遊んだり学校に行き帰りを地域の人が見守ってもらえる環境っての

が、やはり安心感であって子育てにおいては大事なことなのかなあと思います。で、その手法と

してやはり、あのぅ、自治会なり地域のそういう組織の活用なり、そのそこにまた町の職員を担

当制としてやることによってそういうのを高めていくってことが大事なのかと思います。で、あ

のぅ、物的なものだけ、だけで子育て村じゃなくてそういった精神的なもので安心して暮らせる

っていう環境を整えるのも大事だと思いますんで、今後ともそのへん、あのぅ、一番最初の駐、

駐在所の問題も一緒ですけど、あのぅ、まあ、一回やったから良いわけじゃなくて、途中で地域

の、あのぅ、情勢が変わればその都度見直しながらやっていっていただきたいと思います。で、

今回の一般質問はこれで終わります。ありがとうございました。

以上で大屋議員の一般質問の持ち時間は終了いたしました。ここで休憩といたしま●議長（三上徹）

す。再開は３時３５分といたします。

―― 午後 ３ 時２５分 休憩 ――

―― 午後 ３ 時３５分 再開 ――

それでは再開をいたします。続きまして一般質問順位第５号宮田議員登壇をお願い●議長（三上徹）

いたします。

議長。●宮田議員（宮田秀行）

はい、宮田議員。●議長（三上徹）

はい、議席番号２番宮田秀行でございます。この度の東北の大地震に関しま●宮田議員（宮田秀行）

して、私事ではありますけれども叔父が１名、叔母が３名石巻において、まあ、安否不明な状態

でございます。まあ、とにもかくにもですね、亡くなられた方々の、まあ、ご冥福をお祈りする

とともに、被災された方のお見舞いを申しあげ、一日も早い復興をお祈りいたしております。ま

た、あのぅ、他にですね、この度の、あのぅ、住民に対する啓発の一環として、ケーブルテレビ

における町としての癌対策番組、こちらの方拝見させていただきました。取る、取り組み等です
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ね、非常に前向きな様子はよく分かったんですけれども、今一つ癌検診の受診啓発という側面か

ら確信的な部分で物足りなさを、まあ、感じたという感想を先ず一つ申しあげておきます。では

本題に入ります。今回は三つの案件について通告をさせていただきました。一問一答になりや、

なるかも知れませんけれども、少々お付き合いの方をよろしくお願いいたします。先ず、第一に

ＴＰＰ環太平洋戦略的経済連携協定、この実施を前提とした町の対応策についてお伺いしたいと

思います。元々ですね、まあ、アメリカがＴＰＰを利用しようとするわけなんですけれども、こ

れは世界不況の中にある中で輸出拡大によって自国の雇用の、まあ、拡大を考えているというこ

とが、まあ、根底にあるわけです。まあ、前原前外相が、言いましたＧＤＰの第一次産業の割合

が１．５％であり、それを守るために９８パー、８．５％の産業が犠牲になるという発言がござ

いました。しかしですね、農業保護の側面から見ますと農業、農業、農業産出額に対する国の農

業予算は日本は２７％に過ぎません。ことアメリカにおいてはＧＤＰ１．１％に対して６５％も

。 ． 。の支援度がございます イギリスでは０ ８％のＧＤＰに対しまして４２％の支援度であります

。先進諸国と言われる国々の中で日本は最も低い支援度であるというのがこのことから分かります

関税の面から見ますと日本における農産物の関税平均というのは１２％に対しましてアメリカは

低いながらもＥＵ諸国では２０％、韓国においては６０％以上の関税が掛けられているのが実情

です。では食料自給率というところからみますと、オーストラリアでは２００％以上、アメリカ

においても１３０％以上、我が国においては３９％と、とても低い自給率です。これでＴＰＰが

実施されると農作物への合計影響額というのが４兆１千億円と試算されておりまして、食糧自給

率は更に悪くなり１４％以下に低下すると言われております。邑南町においての試算は１２月の

定例議会において坂本農林振興課長の方から約１８億円という試算の数字を出していただいてお

りますけれども、こういったことによる二次産業あるいは三次産業への影響はと言いますと、食

料品の物価が下落することによって安売り競争が先ず激化します。そしてデフレが進むことは言

うまでもありません。また、あのぅ、原材料の生産や流通などかんれいする、関連する産業コス

ト特に人件費も下げざるを得なくなるという状況です。これだと雇用確保どころか失業社会がや

ってくれ、来るということが想定されます。ＴＰＰを推進したい政府は日本の農業の生産性を上

げるための対策を検討しているそうでありますけれども、外国から激安な農産物が流入して来る

のに日本の農業はどうやって生き残れる、残れるのでしょうか。町議会としても昨年１２月に反

対の意思表明をしており、町長の方も先日の全協の席において反対といっております。県レベル

においても支部を除いて明確に反対の意思表明をしているそうでございますけれども、現政権与

党においては何をしでかすか分からない状況であります。そこでですね、これらを前提において

農業を始めとする一次産業のみならず、小売業等の第三次産業までに多大な影響を及ぼすと言わ

れております。言われておりますが、実際にＴＰ、ＴＰＰが実施された際に町として何らかの対

策を考えているのでしょうか。お伺いいたします。

番外。●坂本農林振興課長（坂本敬三）

はい、坂本農林振興課長。●議長（三上徹）

先ず私の方からお答えをさしていただきたいというふうに思いま●坂本農林振興課長（坂本敬三）

す。ただ今仰いましたようにＴＰＰは農、農業だけの問題ではなく、工業製品あるいは金融、電

気通信サービス、知的財産、投資、労働、まあ、ありとあらゆるものの規制あるいは関税を撤廃

しようということになっております。で、このＴＰＰの参加につきましては、政界、学会あるい

は関係機関において、まあ、いろいろ賛成論もあれば反対論も、まあ、あるわけでありますが、
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この賛成派、反対派ともやっぱり共通事項が、あのぅ、２点ございます。一つは関税面では農業

の一部を除いて既に開国状態であるということ。それからもう一つは議員言われましたようにＴ

ＰＰ、９か国か１２か国かですが、そういう形はとっておりますが、実質的には日米のＦＴＡで

あるということが言われております。これは賛成派も反対派も共通点なんです。ところがその結

、 、 、 。 、 、果としてどうなるかというと 賛成派 反対派によって 全然全く違うことを仰る で 我々も

まあ、どっちの意見をこう信用したら良いのかというのは、まあ、まるで分からないわけで、な

わけです。で、そういう中で、まあ、我々に何ができるかということになりますけれども、農業

面では、先ほど仰いました１２月定例会におきまして、特に、まあ、米、生乳について影響が大

きいということは申しあげております。で、先ず、我々にできることとして、農業の場合は従事

者確保に合わせて極力生産コストを下げるような方策をとりたい。で、これで差額が解消すると

いうことはとても思えませんので、やはりここからは国に対して確実な所得補償をしてもらえる

ようなそんな方策を作っていただくしかないんだろうというふうに、まあ、農業面からは考えて

おります。以上でございます。

番外。●東定住企画課長（東義正）

はい、定住企画課長。●議長（三上徹）

私の方から第二次、第三次産業への影響について、お示しをしてみたい●東定住企画課長（東義正）

と思いますが、先ほど農林振興課長が申しためよ、申しましたように、まあ、国においても農水

省と経産省、全くバラバラの予想をしております。農水省では雇用が失われると、あるいは経産

省においては、も、を（３語程度聞き取れず ）８１万人ですか、農水省は３４０万人、そいから。

経産省においても参加しないと８１万人が失われると、まあ、逆の立場なんですが、専門家の意

見も先ほど農林振興課長言いましたようにバラバラであります。まあ、非常に農業の影響が大き

いというようなこともありましたけども、安い農産物が大量に輸入されますと、まあ、農家の方

が、多くが農業を止めたりあるいは農業生産のための肥料や農薬などを生産する、まあ、そうい

った産業あるいは農産物加工業などの第二次産業それから輸送を行う第三次産業、まあ、こうい

ったところにも非常に影響を受けるんだと思っとります。まあ、町といたしましては基本的には

ＴＰＰの実施、じ、あのぅ、実施には反対の考えであります。とはいえ、まあ、実施された場合

に、まあ、安い賃金の労働者が、我が国に外国から入るということになりますと、まあ、日本人

、 、 、 、労働者の賃金が下がって まあ 失業者が大量に増えるといったことも予想されますから まあ

賃金格差が更に広がると言ったことも予想されます。まあ、そうなれば議員おっしゃられるよう

に小売業にも多大の影響が出て来るんだろうというふうに思っております。とはいえ実施された

、 、 、場合に ほんならどういった対策をとるんかと言われると今のよ ように意見がバラバラの中で

どっちの方向に向くんだろうかということはなかなか想像ができ難いんで、独断と対策を今考え

ておられ、わけではありませんけども、例えば商工業者におきましては現在行っておりますよう

な金融融資の支援でありますとか、あるいは町内での買い物奨励といったようなことも考えられ

ますが、今後どういった対策ができるか検討する必要はあろうかと思っています。

議長。●宮田議員（宮田秀行）

はい、宮田議員。●議長（三上徹）

、 、 、 、 、 、●宮田議員（宮田秀行） はい まあ 結局のところ まあ 実施しないという方向性を前提に まあ

具体的には、まあ、検討していないという、まあ、結論になると思いますけれども、まあ、少な

、 、 、 、くともですね あのぅ まあ 先ほど農業部分においてはその生産コストを下げることによって
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まあ、不均衡という、まあ、その価格面でですね、あわせられるような方向性をとっていくと、

、 、 、それが出来ないところは まあ 価格補償のような形で穴埋めをするというところですけれども

まあ、定住企画課長の方の話にくっつけますとですね、やはり第二次産業、第三次産業のレベル

におきますと物の原価が安い物が入って来るということは製品として出来上がったときの単価も

安いわけです。ということは単純に今まで２千円で売れていた物をこれから千円で売らなければ

いけない、だけれども人は一人雇用している、売り上げは半分に下がるわけなんですよね。かと

いって消費者というのは安いからといって今まで１個しか買わなかった物を２個買いだめするか

というとそういう方は殆どおられません。ですのでこれは、まあ、早急にですね、ＴＰＰが先ほ

ど申しあげたとおり今政権与党というのはわけ分からん状態です。どんだけ署名を集まろうがな

にしようが、ハイやりましょうと言ったらやるような政権与党ですので、これはもう是非実施さ

れたときにはどうしようかっていうことをですね、前向きに考えていただいた方が良いと思いま

す。それと町長としてですね、先般全協の席で反対だということを仰っておりましたけれども、

町民もなかなか一次産業以外の町民自身はＴＰＰという言葉は聞くけれども実際ＴＰＰというも

のは何なのかというのを知らない人もかなり多くおられると思います。是非町長が先頭に立って

ですね、まあ、それこそケーブルテレビの番組の一部でも結構です。こういったＴＰＰというの

が今行われるかも知れない、だけどもこれは町民全、全部上げてですね、みんなで団結して反対

しようじゃないかというような方向で強い意志を持って対応していただきたいというふうに思っ

ている次第でございます。一問一答ですので次の質問に移らさせていただきます。ええっとです

ね、まあ、この度、あのぅ、保健課長への質問はちょっとやめとこうかなというふうに思ってお

ったわけなんですが、やっぱりですね、せっかくですのでちょっと大矢課長に花道を作ってあげ

ようと思いましてですね、あんまり私も突っ込まないような形をとらさせていただきたいと思い

ますけども、ちょっと、今日、この度もですね、ちょっと登場していただくということをお願い

したいんですけれども、２番目の質問ですけれども、小児用の肺炎球菌ワクチン及びヒブワクチ

ンの同時接種における死亡事例について町としての対応はいかがなものかということなんですけ

れども、そもそもヒブっていってもですね、これも町民の方多分あまり分かっておられる方がい

ないと思います。簡単に説明いたしますと、ヒブというのはインフルエンザ菌ｂ型、これの頭文

字Ｈｉｂの略なんですね、それをヒブと言っております。ですのでインフルエンザのウイルスと

は一切関係のないものであります。インフルエンザの患者の痰の中から見つかった菌で成人での

健常者に対してはさほど恐れるものではありません。何が怖いかと言いますとですね、子ども、

特に新生児期以降の髄膜炎、これは、あのぅ、脳を覆っている膜なんですけれども、この第一の

原因菌であると言われておりまして、約５％の死亡率、約３０％のてんかんや難聴及び発育障害

が起きると言われております。元々菌ですので、ウイルスではありません。菌ですのでいろんな

抗生剤において効果が見られておったわけですが、今いろいろありますその多剤耐性菌というよ

うな形でこのインフルエンザ菌も耐性菌が、まあ、出来てしまったわけです。それで諸外国にお

いては１９８０年代ごろから、まあ、接種が始まって劇的な効果を上げておるっていうのが事実

でございます。こと日本においては諸外国に比べて、当初は発症例が少なかった、そのためワク

チン接種どころか医薬品としての認可も遅れている状況でありました。近年発症例が増えてきた

ため、昨年末に基金を設置して助成を始めたという経緯がございます。３月１１日の厚生労働省

による、報道資料によりますと、小児用肺炎球菌ワクチン及びヒブワクチン同時接種の死亡報告

と接種の一時見合わせという報道がなされております。更にですね、現段階の情報においてはい
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ずれもワクチン接種との直接的な明確て、明確な因果関係は認められないというふうにされてお

ります。本年３月２日から４日までの２日間において国内で４例、現在に至っては５例の死亡例

が報告されておりますけれども、内１例においては小児用肺炎球菌ワクチン及びヒブワクチン同

時接種ではなくてＢＣＧとの同時接種であるそうですが、町としてですね、このまま接種勧奨を

するのか、と言うところをお伺いしたいと思います。まあ、あのぅ、国の指示とおりという答弁

が想定されますけれどもいかがなものかお答えください。

番外。●大矢保健課長（大矢輝美）

はい、大矢保健課長。●議長（三上徹）

ご質問のワクチン接種について、あのぅ、議員の方からも経過等少しお●大矢保健課長（大矢輝美）

話いただきましたけれども、少し、あのぅ、現況と今後の方向につきまして一緒にお答えさして

いただきます。小児肺炎球菌ワクチン及びヒブワクチンにつきましては、１０月６日の国の予防

接種部会におきまして、世界各国より日本は遅れているということで定期接種をした方が良いん

じゃないかというふうな方向が出されたところでございます。そして１１月に臨時促進臨時交付

金が予算化されまして、県に基金が設置されたところでございます。それによりまして全国の多

くの自治体で接種が無料化っていふうなことでかなり進められたところでございます。邑南町に

おきましては、子宮頸がんにつきましては、国の制度に先行いたしまして、２２年の６月です。

６月から実施しておりましたので、ヒブと小児肺炎球菌につきましては、２３年の４月、来年度

から接種費用の全額助成するように予算化をいたしまして、今議会に上程したところでございま

。 、 、す 現段階におきましては あくまで任意の予防接種として位置づけられたものでございまして

行政が法のもとに勧奨するものではないように今のところはなっております。定期の予防接種に

位置づけられましたものは、町として、あのぅ、問診票等送りまして個人、個人通知をいたしま

して勧奨すべきものとして予防接種法に位置づけられております。現段階では、あのぅ、任意と

定期という区分があるようになっております。全国で、死亡例が、あのぅ、報告されております

が、先ほど議員仰いましたように、厚労省の見解によりますと、いずれも直接的な明確な因果関

係は判定不能ということになっておりまして、当面一時接種を見合すという連絡が県より入って

おります。そして医師会を通じて各医療機関にファックスが流れて指示があっているところでご

ざいます。このような状況でございますので、国、県の動向を見ながら町民の皆さまには最新の

情報提供をしていく必要があろうかと思っております。感染症予防といたしましてワクチン接種

は必ず、あのぅ、危険のリスクはありますけれども、非常に高い予防効果も、あのぅ、持ってお

ります。現在では任意接種という位置づけですので、医師と保護者のもとで、合意のもとで実施

されるものでございますが、４月以降は医療機関と町との契約ができれば、接種された方につき

ましては町として接種費用の全額の助成と予防接種事故賠償補償保険という救済制度を町として

補償するものでございます。現段階では、厚生労働省の方針を受けまして、再開の方針が出れば

医療機関と協議、契約し対象者に対しましてＰＲをし、実施していきたいと考えております。以

上でございます。

はい、議長。●宮田議員（宮田秀行）

はい、宮田議員。●議長（三上徹）

はい、まあ、現在任意接種ということですが、私ちょっと記憶にないんです●宮田議員（宮田秀行）

けれどもこの任意接種の中身については何か、まあ、広報ないし、まあ、パンフレット等で、町

民の方に送られた経緯っていうのはございますでしょうか。



- 56 -

番外。●大矢保健課長（大矢輝美）

はい、大矢保健課長。●議長（三上徹）

ええっと、この１１月に国等の基金が出来ますまでは全くの任意接種で●大矢保健課長（大矢輝美）

ございまして、町が絡むものではなくて、個人と医療機関との契約のもとに実施されてきたもの

でございます。したがいまして、あのぅ、母子手帳等みますと、まあ、県外から帰られた方とか

いろいろ自由に、あのぅ、やっていらっしゃいます。まあ、ちなみに町内、まあ、小児科医の接

種ですけれども、まあ、状況聞きますと２０件ぐらい現在されていたように聞いております。そ

れで、あのぅ、広報の１月か２月ちょっとあれですが、あのぅ、半面使ってＰＲをさしていただ

いております。

議長。●宮田議員（宮田秀行）

はい、宮田議員。●議長（三上徹）

はい、まあ、１月か２月の広報に半面使って、まあ、ＰＲをされたというこ●宮田議員（宮田秀行）

とですけれども、まあ、今定例議会において、まあ、完全無償化というような形で、まあ、議決

、 、 、 、 、 、されれば 行うということでございますが まあ 実際のところですね まあ 新聞やテレビの

あのぅ、メディアを見ておいて、見ててもですね、感心のなさなのかどうか分かりませんけれど

も、このワクチン接種の助成だとか、あるいは死亡例による、接種の一時見合わせ、こういった

ことっていうのを、の報道がね、とても少ないというふうに感じます。私も、あのぅ、実際のと

ころ新聞で１回見たか見ないかぐらいで、まあ、テレビのニュースで報道されたかも記憶にない

。 、 、 、です 敢えて まあ インターネットで検索したら出てきたっていうような形の状態であるのが

まあ、事実なんですけれども、まあ、実際こういう、まあ、死亡例等があるというのが事実なわ

けでございますので、まあ、広報にしろ、まあ、ケーブルテレビにしろ、しっかりこういった事

例があって町としてもこういう対策を講じたというようなＰＲを早急にしていただきたいと思う

んですけどもいかがでございましょう。

番外。●大矢保健課長（大矢輝美）

はい、大矢保健課長。●議長（三上徹）

これまでは、あのぅ、まあ、任意接種というところで、あのぅ、やたら●大矢保健課長（大矢輝美）

行政がそれを情報を流すということもやはり、あのぅ、非常に保護者に対しましては、あのぅ、

不安をかき立てるものと思っております。で、１１月以降のその国が助成をすると言いましたと

ころからはやはり、あのぅ、広報していこうということで、あのぅ、町広報に掲載をし、助成の

方向も考えている、まあ、副作用、症状等、あのぅ、掲載をさしていただいたところなんです。

で、非常に、あのぅ、死亡例等につきましては、まあ、現在のところ先ほど申しましたような、

あのぅ、任意の形ですので、あのぅ、医療機関にはかなりの情報が流れておりまして、保護者と

医療機関との間ではかなり相談をされたりしております。また乳児検診とか、あのぅ、該当の保

護者の方からは、あのぅ、個別に問い合わせもありそれには対応しております。また健診とか相

談の場合では、あのぅ、従来から対応してきております。

はい、議長。●宮田議員（宮田秀行）

はい、宮田議員。●議長（三上徹）

はい、ちょっと今の答弁の中で一つ気になる言葉があったんですが、個別に●宮田議員（宮田秀行）

問い合わせがあったときには、まあ、対応しておるというご答弁がありましたけれどもどのよう

な対応をされておりますでしょうか。



- 57 -

番外。●大矢保健課長（大矢輝美）

はい、大矢保健課長。●議長（三上徹）

、 。●大矢保健課長（大矢輝美） あのぅ 今回の死亡例につきましての問い合わせは１件もございません

、 、あのぅ 接種を受けたが良いか自分たちはいつ受けられるのかというふうな問い合わせに対して

いつどういうふうにやるとか町は助成を考えているとかそういうふうなお答えをしております。

議長。●宮田議員（宮田秀行）

はい、宮田議員。●議長（三上徹）

はい、まあ、接種のタイミング等の問い合わせに対する、まあ、お答えとい●宮田議員（宮田秀行）

うことで理解させていただいて、死亡例があったから受けるべきかどうかっていう問い合わせで

はないということでよろしいわけですね。はい、そうしましたらそれで一つ安心いたしました。

では、あのぅ、一問三答になってしまいましたが、次の質問に移らさせていただきたいと思いま

す。最後３番目自殺予防とうつ病に対する町の対応についてということですけれども、２０１０

年平成２２年における日本の自殺率、自殺率というのは人口１０万人に対して自殺者が何人いた

かという、まあ、比率でございますけれども、日本国内においては２４．９人で総自殺者数は３

。 。万１千６９０人だったそうです １２年間連続で３万人を突破しているという状況でございます

年間の死者の２．８％、これが自殺により死亡しておりまして、癌や心疾患などについで、６番

目に多い死因とされております。２０１０年の自殺者数は同じ年の交通事故者数、４千８６３人

の６．５１倍に上ってその深刻さが、まあ、伺わえ、伺えるという状況です。また職業や、地域

によっても自殺者は変わって男性の場合は農林漁業作業者、まあ、第一次産業ですね。それとサ

ービス職業従事者が自殺率が高くて産業別では男女ともに第一次産業の自殺者が多いということ

でございます。島根県におきましてはご存じのとおり自殺者の統計データーを取り始めて以降、

ふめいやの、不名誉なことにワースト１０位には必ず入っているような状況でございます。それ

ら要因として高齢化要因、健康要因、経済要因及びその他の要因という形で、高齢化要因と健康

要因は一つになっておりますので三つの要因があげられております。それら要因として、高齢化

要因、健康要因ですね、それと経済要因及が、及びその他の要因、三つの要因があげられるんで

すが、１９８６年にですね、私がまだ大学２年生のころですけれども青森にいるときでした。Ｎ

ＨＫの全国放送番組であります、ＮＨＫ特集において、天寿全うせずという特番が放送されまし

た。私たまたまですね、再放送の方を録画して、まあ、今でもビデオテープを持っている状況で

ございますけれども、当時やはり自殺率、１位と２位でありました岩手県のある村、それと旧石

見町が取り上げられておりました内容でございます。番組の内容も正に先ほど申しあげた３要因

に該当するものであったと記憶しております。自殺防止対策として相談室の設置、カウンセラー

の増強などの対策がとられているところもございます。例えば静岡県では富士市モデルというよ

うな形でうつ病の観点から自殺予防に取り組んで大きな成果を上げているところがございます。

うつ病と自殺は強い関係にありまして、自殺者遺族に調査した結果、うつから自殺という経過を

辿っているのが大半だそうです。ただし、うつ病は自殺の根本要因ではなく主な根本要因として

は事業不振だとかですね、職場環境の変化、過労などがありましてそれが身体的な疾患あるいは

家族の不和、生活苦、そしてうつ病という形で引き起こされて自殺に至るという経緯を辿るのが

一番多いそうでございます。邑南町は、まあ、出前講座などで啓発をしておりますが、町民がど

れだけ興味を持っているか、新聞報道を見る限りではごくわずかな参加者にすぎないように見受

けられ、まあ、実際に私の手元に山陰中央ではなくて、中国新聞の写しがございますが、うつ病
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理解への紙芝居、島根邑南保健士早期発見呼びかけるというような写真付きの報道がございます

けれども、参加者たった６名です。まあ、このような状況においてですね、啓発活動に問題があ

るのではないかと、まあ、懸念されるわけでございます。そこでこれらを前提として自殺予防月

間である今月、町としてどのような予防対策をしているかというところで、自殺の予防対策とう

つ病の発見からその後のケアをとおして町としての対応策をおき、お尋ねいたします。

番外。●大矢保健課長（大矢輝美）

はい、大矢保健課長。●議長（三上徹）

自殺うつ対策についてのご質問でございますが、町としての、あのぅ、●大矢保健課長（大矢輝美）

取り組み等ご紹介さしていただきます。邑南町では２１年度から３か年、自殺やうつ予防対策と

いたしまして、自殺対策緊急強化事業に取り組んでおります。３か年の計画の重点目標は一つに

はうつ病の知識の普及啓発を行い、町民の理解を深めること、二つ目に特に高齢者のうつ状態を

早く発見し、早期に対応していく体制づくりをあ、あげて関係機関と連携し計画的な取り組みを

進めております。１年目は特に、あのぅ、意識調査等行いました。２年目は啓発、３年目は地域

上げての取り組みをと考えているろころでございます。ご質問の自殺予防月間の取り組みですけ

れども、今回のキャンペーンの目標は睡眠キャンペーンとして実施されておりまして、まあ、お

父さん、眠れてますかって、寝れないっていうのは、まあ、一つの発見の症状というふうなキャ

ンペーンでございました。これにはポスターの掲示とか各世代における予防チラシの配布、無線

放送や個別相談を保健所等と協力して実施しております。また９月の自殺予防キャンペーンには

県と健康長寿おおなん推進会議の委員さんとでアベルの前で街頭キャンペーン等を実施いたしま

した。町では月間だけでなく３年計画の中で、年間を通じて関係機関と協力しながら、きめ細か

に地域に入りながら啓発活動を実施しております。先ほど６名とか人数に拘っていただきました

が、あのぅ、いろいろな場に出かけるということで、いろいろ、あのぅ、６人もあれば１５０人

もございます。あらゆる場を通じてというふうにご理解いただきたいと思いますけれども、主な

紹介、取り組みいたします、紹介いたしますと、専門医師によるうつ予防の講演会、専門のエス

ポアールの先生、高橋先生をお迎えしましたときは、まあ、３地域で３３２名の方が聴講されま

した。また自殺予防講演会は、まあ、きめ細かく歩こうということで１２の公民館へ生涯学習課

と一緒になりまして実施いたしまして、延べ４１３名の方が出てきていただいております。その

他出前講座で先ほどの紙芝居等でございますが、町で高齢者用と壮年期用を作っておりまして、

職場へも出かけたり、また高齢者の集いに出かけたり、いきいきサロンとかいろいろな場に出か

けて、およそ３０回ぐらい開催をしております。また、あのぅ、全町的には、あのぅ、小中学生

一般を対象といたしまして心の標語を募集いたしまして、ここ２年間ですけれども毎年９０の作

品が出て来ておりまして、それから優秀賞を表彰しまして町広報への掲載、また健康カレンダー

への毎月の印刷して標語を入れたりして皆さんに読んでいただきながらまた考えていただく、そ

ういうふうなことも計画をしております。個別には、あのぅ、健診での面接、また基本チェック

リスト等で、あのぅ、点数化して、あのぅ、うつが疑われる方というのは保健師が、個別の訪問

等を行っております。今後、２３年度につきましては３年目の取り組みとなりますので、身近な

相談役といたしましてゲートキーパー養成講座、門番、入りがけで発見するというゲートキーパ

ーの養成講座を開催いたしまして、地域の中で早期に気付くということ、そして住みよい町づく

りを目指していくということで地域上げての活動を少し、あのぅ、考えておるところでございま

す。以上でございます。
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はい、議長。●宮田議員（宮田秀行）

はい、宮田議員。●議長（三上徹）

はい、ただ今の答弁で、なん、なんでしたっけ、あのぅ、睡眠ですね、睡眠●宮田議員（宮田秀行）

の件で、まあ、取り組まれておるということでこれ非常に良いことだと思いますので、やはり、

あのぅ、この睡眠というのはうつの第一じょう、まあ、兆候だと言われております。で、実際の

とこですね、まあ、うつ病と、まあ、診断されるまでっていうのは結局は、まあ、病院で診断さ

れるわけなんですが、睡眠障害の状態ではなかなかその病院に行って診察を受けるという方は殆

どいない状態です。うつ病、うつの兆候としてはどちらかというと身体障害ですね。あのぅ、肩

こりだとか腰痛だとか、そういった形で内科受診をしたらば実際はうつの一つの要因だったとい

う形で精神科の方に受診を変わるというパターンが大半だそうです。ですので、まあ、今実際に

、 、 、 、行われており おるその睡眠の啓発ですか あのぅ 寝られてますかっていう声掛けというのは

非常に良いことだと思いますので、まあ、是非続けていただきたいと思います。で、ちなみにで

すね、まあ、これもケーブルテレビなんでけれども、まあ、うつとは関係無いんですが、自殺予

防の啓発という形で、だいたい５０分、毎時５０分頃からですか、行政文字放送というのがやっ

ておりまして、そこの方に、まあ、この度自殺予防の啓発のような場面が出ておりました。で、

そこにはですね、まあ、先ほど大矢課長が仰ったような、そのゲートキーパーみたいな形でその

周囲の方々の気づきという意味合いで町がその声掛けをするというような文言が中に書かれてお

りまして、またアナウンスされておりました。ですけれども非常にあの場面だけ見ておりますと

具体性に欠けるんですね。どうやって声掛けをしたら良いのか、例えば自殺願望のある方ってい

うのは閉じこもりになる可能性がある、ですので第三者としてなるべく、なるべく元気にしてる

かっていう声掛けをすれば良いというふうにも捉え、捉えます。ですが、うつ病の場合において

は、あのぅ、まあ、ただ単なる声掛けなら結構なんですが、励ましの言葉は一切駄目だとかって

いうこともあります。で、そういったものが一切分からないところにおいて声掛けをしなさいと

いうような形で、あのぅ、行政文字放送で出ておりますと逆に悪いことも起きかねないと思うん

ですね、そのうつ病の方にかい、対して言えば。そういうところをですね、もうちょっと分かり

やすくですね、あのぅ、まあ、出前講座だとか、そういういろんな講演の席では多分言ってると

は思うんですけれども、そういう席に参加してない方っていうのは分からないわけですので、も

う少し分かりやすくですね、どういう言葉をかけなさいだとかいうような形で、流していただく

と良いのかあというふうに、まあ、思った次第でございます。それと、まあ、先ほど、あのぅ、

チェックリストというのがありましたけれどもこれは多分に、あのぅ、一般健診時において、ま

あ、問診票に、まあ、チェック項目があって、それをやっておると思うんですが私は少なくても

そういったものに記入した記憶が今までこちらに引っ越してきて７年間一度も無いような気がす

、 。るんですけれども それは一般健診上にその問診票にチェック項目があるということでしょうか

番外。●大矢保健課長（大矢輝美）

はい、大矢保健課長。●議長（三上徹）

あのぅ、健診時に行います基本チェックリストと言いますのは６５歳以●大矢保健課長（大矢輝美）

上の方に、あのぅ、行っているものでして、議員様は若いですので今まで、あのぅ、されており

ません。それで、あのぅ、この度公民館とかいろいろなところに、あのぅ、リーフレットでこれ

を若い方とか職場でやっていただけるような、あのぅ、うつのストレスがないかなっというふう

なチェックリストこれを、あのぅ、作成いたしまして配布をしております。今後また商工会とか
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いろんなお店で、ちょっとこう持って書いてみるとかいうふうないろいろなところに配布を考え

ております。以上でございます。

はい、議長。●宮田議員（宮田秀行）

はい、宮田議員。●議長（三上徹）

はい、６５歳以上ということで私が見たことがないのは、まあ、当然のこと●宮田議員（宮田秀行）

でございました。しかしながらですね、実際に私の手元の資料の方で見ますとですね、自殺者の

年代で多いのが、ええっと５０歳代が最も多く６０歳代と４０歳代がそれぞれに次いでいると、

性別では男性の自殺率が高く、女性の約２倍にあたっていると、死因順位、死因順位をみると自

殺は４０歳代で２位、５０歳代では４位と三大疾患に匹敵する順位であるという文言が、まあ、

これも、あのぅ、先ほど申しあげた富士モデルという静岡県富士市の自殺予防対策及びうつ病の

対策のホームページの抜粋ですけれども、６５歳以上に、まあ、限定されておるというのはそれ

はやはり何かこの邑南町内において、そういった年齢以上の方が自殺する可能性が、可能性とい

う言い方はおかしいですね、あのぅ、今までの自殺者が、まあ、その年代に多いという意味合い

でそう限定されたのか、というところなんですね。というのはなぜかと申しますと、私もね、あ

のぅ、実際に一般健診で受けたことないって、なぜ申しあげたかというと、まあ、こういう場で

私が申しあげるのもなんなんですが、私もやはり、あのぅ、店舗経営をしておりまして、いろん

な意味で悩んで悩んで不眠症にかかりましてですね、で、内科の方で睡眠薬の処方をお願いした

。 、ところ内科では処方できないと精神科にかかってくれっていうことで精神科にかかりました で

いろいろな事情を説明しましたらやはりうつの状態にあるという診断を受けましてですね、で、

よ、あのぅ、抗うつ剤それとあと睡眠導入剤と、今服用しないと寝られない状況なんです。これ

は、あのぅ、事実なんですね。で、まあ、実際その先ほど申しあげた６５歳以上に限定しておる

ということですが、この富士モデルにあるように４０歳代、５０歳代というのも自殺率が高いと

いうところを前提に一般健診の中にそういった、あのぅ、チェック項目っていうのは入れられな

いものなのかどうかっというのをちょっとお尋ねいたします。

番外。●大矢保健課長（大矢輝美）

はい、大矢保健課長。●議長（三上徹）

先ほど申しました基本チェックリストは、あのぅ、特定高齢者を抽出す●大矢保健課長（大矢輝美）

る国から示されたチェックリストとして、まあ、使ってるわけなんです。特別にこのうつ対策と

して、あのぅ、使っているものではなくって、あのぅ、高、特定高齢者の項目の中にうつ項目が

何項目か入っているというものを使っているわけなんです。で、まあ、今仰いましたように、あ

、 、 、 、 。のぅ まあ 特に当町におきましては あのぅ 高齢者の率が非常に高いことになっております

統計でみますとやはり７０歳代、そして８０歳代、非常に高齢者が多いということで、２２年度

は高齢者が集われるところに出かけて、あのぅ、いろいろお話しをさしていただいたり、先ほど

声掛けの仕方とかいうのも、まあ、紙芝居を使って実際に声掛けの仕方とかいうふうなこともお

話をさせてもらったり、まあ、しているようなところでございます。で、若い方のスクリーニン

グですか、あのぅ、そのへんにつきましては、まあ、あのぅ、今後も検討していきたいと思いま

。 、 、 、 、 、 、 、す 現在のところ あのぅ 町内の医療機関との あのぅ 連絡会議で あのぅ 非常に先ほど

まあ、眠れないとか、あのぅ、受診されたときに、あのぅ、開業の先生の方から気になる方をご

連絡いただくというネットワークを作っておりまして、そこへ、あのぅ、お願いをして、そこか

らご連絡いただいた方は個別に訪問していくというふうなところに、まあ、多少こうネットワー
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クを作りつつあるところでございます。まあ、２３年度、来年度につきましてはもう少し地域に

。 、 、少し広げたネットワークづくりをしていきたいと考えております まあ ある自治会集落等では

あのぅ、地域として見守りネットワークを作っておられるところも、あのぅ、モデル的にはあり

ますので、まあ、そのあたりも、あのぅ、どんどん、あのぅ、地域に流し、情報を流していけた

らと思っております。以上でございます。

はい、議長。●宮田議員（宮田秀行）

はい、宮田議員。●議長（三上徹）

まあ、今ご答弁にもありましたように、実際やはり、あのぅ、若年層という●宮田議員（宮田秀行）

か、まあ、６５歳未満の方っていうのはですね、どちらかというと仕事、まあ、サラリーマンの

方だったらば仕事ですね、そういったところに集中される方が大半です。ですので睡眠障害だと

か、まあ、実際、うつ症状というものを仕事にかこつけて隠している世代というのがまさにその

世、年代になるのが該当するわけです。まあ、全国統計からみましてもですね、まあ、先ほど実

際邑南町に該当するのは高齢者が多いというふうに申し、仰っておりますけれども若年者も非常

に悩んでおるというところを前提に、まあ、先ほど仰っておったそのネットワークづくりってい

うところを早急に進めていただきたいと思います。これは多分にですね、福祉課の方から出てお

ります高齢者支え合いネットワークというフローがございますけども、これも高齢者に限らず、

まあ、若い方も入れてですね、出来たらばその自治会の民生担当者だとかあるいは地区の民生委

員、こういったものを、まあ、うまく引き込んで、で、そのフローを生かしていただきたいとい

うふうに思うわけです。で、あと、まあ、細かくなりますけれどもこれも厚生労働省の方の、ち

ょっと私老眼が入って最近見えないんですが、社会援護局傷害保健福祉部精神保健福祉課という

ところから、発信されておりますうつ対策推進方策マニュアル都道府県市町村職員のためにとい

うのが、できておるというか、だいぶ前に送られておるそうですけれども、そういったものをベ

ースにですね、特に先ほど答弁にありましたその周囲が気づくというところに重点をおいて、ま

、 、 、 、 、あ そこにあります項目が七つほどあるんですね 実際に あのぅ ちょびって言いますけども

以前と比べて表情が暗くて元気がないだとか、体調不良の訴えがあるだとか、仕事やか、家事の

能率の低下やミスが増えてきただとか、自己チェックリストではなくて周りが気づくっていう項

目が実際に七つ上がっております。こういったこともうまく利用してですね、是非うつ病対策等

自殺予防対策を組み合わせてやっていただきたいと、いずれにいたしましても、まあ、うつの早

期発見それとキュア(cure）からケア(care）にかけて更に充実させて、していただいて、まあ、

自殺防止に繋げるようにより一層の対応対策をお願いいたしまして私の一般質問を終わらせてい

ただきます。

。 。●議長（三上徹） 以上で宮田議員の一般質問は終了いたしました 本日はこれにて散会といたします

たいへんご苦労さんでございました。

―― 午後 ４ 時２９分 散会 ――
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